
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第３編：被害の想定】 
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1. 建物被害 

1.1. 予測手法 

(1) 揺れによる建物被害 

揺れによる建物被害は、250m メッシュ別の建物棟数に、建物の構造別・建築年次別の被害率を乗

じて、メッシュ別の全壊・半壊の建物棟数を推計した後、市町村別の全壊・半壊棟数を集計した。推

計フローは以下の図 1-1 のとおりである。 

なお、今回の調査において、固定資産課税台帳から建物の構造別・建築年次別・階数別、所在地別

の建物データベースを新たに作成した。 

 

 
図 1-1 揺れによる建物被害の推計フロー 

 

木造建物、非木造建物それぞれの被害推計手法は以下のとおりである。 

 

① 木造建物 

愛知県（2014）の手法を用いた。 

具体的には、阪神・淡路大震災等の地震被害をもとに、計測震度と建物被害の関係から構築し

た建築年次別 4 区分（旧築年：1961 年以前／中築年①：1962-1971 年／中築年②：1972-1981 年

／新築年：1982 年以降）の被害率曲線を用いて建物被害を推計した。なお、中築年について

は、建築基準法施行令の改正があった 1971 年を境に被害率が変化していることから２区分とし

ている。 

なお、今回は、中央防災会議（2025）において、新潟県中越沖地震の実績を参考として、新築

年の区分について、新しい建物ほど被害率が小さくなるように 3 区分（1982-89 年／1990-2001

年／2002 年以降）に細区分していることを踏まえ、新築年の区分の被害率曲線を 3 区分に細分

化した。なお、2016 年の熊本地震や 2024 年の能登半島地震においても、建築基準法施行令の改

正があった 2000 年を境に、それ以降の建物の被害率は低下している。 

図 1-2 に各区分における被害率の関数を示す。 

 

地震動分布（計測震度・地表最大速度）

全壊・半壊棟数

構造別・建築年次別・階数別の建物データ

地震動に応じた全壊率・半壊率テーブル
（構造別・建築年次別・階数別）
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（全壊率）                （全半壊率） 

図 1-2 木造建物の被害率 

 

② S 造（鉄骨造）建物 

愛知県（2014）の手法を用いた。 

具体的には、阪神・淡路大震災における神戸市灘区、新潟県中越地震における旧川口町・旧長

岡市の被害実績データに基づき、建築年 2 区分ごと、階数 4 区分（1-2 階建／3-4 階建／5-6 階

建／7 階建以上）ごとに、地表最大速度（PGV）を説明変数とする被害率を設定した。 

上記の被害実績データからは、建築基準法施行令の改正があった 1981 年を境に被害率が変化

している。また、高さの高い建物ほど地震時の応答が増幅し壊れやすい傾向がある。 

なお、中央防災会議（2025）では、愛知県（2014）を参考にして設定しているものの、データ

の制約上、計測震度を被害率の説明指標としている点、階数区分を 3 区分としている点が本調査

における設定と異なる。 

 
（全壊率）                （全半壊率） 

図 1-3 S 造建物の被害率（1981 年以前） 
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（全壊率）                （全半壊率） 

図 1-4 S 造建物の被害率（1982 年以降） 

 

③ RC 造（鉄筋コンクリート造）・SRC 造（鉄骨鉄筋コンクリート造）建物 

愛知県（2014）の手法を用いた。 

具体的には、阪神・淡路大震災における神戸市灘区、新潟県中越地震における旧川口町・旧長

岡市の被害実績データに基づき、建築年 3 区分ごと、階数 4 区分（1-4 階建／5-6 階建／7-10 階

建／11 階建以上）ごとに、地表最大速度（PGV）を説明変数とする被害率を設定した。 

上記の被害実績データからは、建築基準法施行令の改正があった 1971 年及び 1981 を境に被害

率が変化している。また、高さの高い建物ほど地震時の応答が増幅し壊れやすい傾向がある。 

なお、中央防災会議（2025）では、愛知県（2014）を参考にして設定しているものの、データ

の制約上、計測震度を被害率の説明指標としている点、階数区分を 3 区分としている点が本調査

における設定と異なる。 

 

 

（全壊率）                （全半壊率） 

図 1-5 RC・SRC 造建物の被害率（1971 年以前） 
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（全壊率）                （全半壊率） 

図 1-6 RC・SRC 造建物の被害率（1972-81 年） 

 

 

（全壊率）                （全半壊率） 

図 1-7 RC・SRC 造建物の被害率（1982 年以降） 
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④ 軽量 S 造・軽量 SP 造（軽量鉄骨プレハブ造）建物 

愛知県（2014）の手法を用いた。 

具体的には、阪神・淡路大震災における芦屋市・宝塚市・西宮市・伊丹市における軽量 S 造と

軽量 SP 造の被害データに基づき、地表最大速度（PGV）を説明変数とする被害率を設定した。 

中央防災会議（2025）では、軽量 S 造・軽量 SP 造建物の被害率は S 造建物に一括されている

点が本調査における設定と異なる。 

 

 

（全壊率）                （全半壊率） 

図 1-8 軽量 S 造及び軽量 SP 造建物の被害率 

 

本手法では、既存手法における適用限界以上の地震動強さに対して、被害関数を外挿した。こ

れについては、次のような留意点がある。 

⚫ 建物は工学的な設計に基づく人工物であることから、あらゆる地震動強さに対して被害を

連続的に表現する唯一の関数というものは存在せず、地震動強さがある一定のレベルを超

えると被害率が急激に高まることが考えられる。 

⚫ 最大震度 7 の揺れが広範囲で想定される本県において、我が国が近代以降に経験した地震

動の建物被害実績に対する被害関数を単に外挿するだけでは被害の的確な推計ができて

いない可能性がある。 

⚫ 適用限界を超える地震動に対する建物被害率の設定方法については、新たな知見が示され

るごとに、工学的・研究的な知見を踏まえた検証が必要である。 
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(2) 液状化による建物被害 

液状化による建物被害は、建築基礎構造設計指針に基づき、液状化による地盤の平均沈下量を

250m メッシュ別に推計し、建物被害と関連付けた被害率を設定した。なお、被害率は、中央防災

会議（2025）における被害想定算出データを基に愛知県が設定した。 

推計フローを以下の図 1-9、木造建物、非木造建物（杭無し・杭有り）の被害関数を図 1-10～

図 1-11 に示す。 

 

 
図 1-9 液状化による建物被害の推計フロー 

  

① 木造建物 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。なお、愛知県（2014）も同様の手法である。 

具体的には、昭和 55 年以前の建物については、日本海中部地震における八郎潟周辺や能代市な

どの被害事例から被害率を設定した。多くの木造建物が 1960-1980 年以前に建設され、無筋の布基

礎であった可能性が高い。昭和 56 年以降の建築物については、東北地方太平洋沖地震における千

葉県浦安市や茨城県潮来市日の出地区などの被害事例から設定した。 

 

図 1-10 地盤沈下量に対する木造建物被害率 

 

② 非木造建物 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。なお、愛知県（2014）とも同じ手法である。 

具体的には、杭無しの建物については、東日本大震災における浦安市の事例を参考とした。木造

（1981 年以降建築）と同様の被害傾向であったため、同様の被害率を適用した。 

地盤沈下量

全壊・半壊棟数

構造別・建築年次別の建物データ

地盤沈下量に応じた全壊率・半壊率テーブル
（構造別・建築年次別）
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杭有りの建物については、阪神・淡路大震災の事例を参考とした。埋立地で 100 棟以上の基礎の

被害があり、基礎被害を受け傾斜したものの多くはアスペクト比の大きい小規模建物（短辺方向ス

パンが 1−2 程度の中低層建物）であった。 

  

 

  

図 1-11 地盤沈下量に対する非木造建物被害率 

 

上記以外の杭有りの非木造建物は、半壊以上の被害はないものとした。 

なお、今回の想定においては、非木造建物における杭有り建物は 3 階建て以上の建物とした。 
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(3) がけ崩れ等による建物被害 

対象となる地区を変更した上で、愛知県（2014）の手法を用いた。 

具体的には、愛知県（2014）では、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり危険地区、山腹崩壊危険地

区を対象とし、各地区の危険度ランク別に崩壊確率を設定し、崩壊地における震度階別の被害率に

応じて建物被害を推計した。 

このうち、今回、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり危険地区については、土砂災害警戒区域（急

傾斜地崩壊、地すべり）に変更した。山腹崩壊危険地区については前回と同様の方法で評価した。

なお、土砂災害警戒区域については調査カルテが存在しないことから DEM データによる評価手法で

斜面崩壊の発生可能性を大、中、小で評価し、これらを従来の急傾斜地崩壊危険度ランクのＡ、

Ｂ、Ｃにそれぞれ相当するものとして崩壊確率を設定した。崩壊確率及び被害率については、愛知

県（2014）において採用した、静岡県（2011）の数値を用いた。 

中央防災会議（2025）では、急傾斜地崩壊危険区域のみを評価対象としているものの、危険度ラ

ンク別の崩壊確率や崩壊した箇所の被害率については同様の設定である。 

推計フローを図 1-12、土砂災害警戒区域及び山腹崩壊危険度ランクごとの崩壊確率、崩壊地に

おける震度階別の被害率を表 1-1～表 1-2 に示す。 

 

  
図 1-12 がけ崩れ等による建物被害の推計フロー 

 

表 1-1 崩壊危険度ランクＡの崩壊確率 

危険度ランク 崩壊確率 

Ａ 10％ 

 

表 1-2 崩壊地における震度階別の被害率 

被害区分 ～震度 4 震度 5 弱 震度 5 強 震度 6 弱 震度 6 強 震度 7 

全壊率 0％ 6％ 12％ 18％ 24％ 30％ 

半壊率 0％ 14％ 28％ 42％ 56％ 70％ 

（出典）静岡県（2001）  

震度分布

全壊・半壊棟数

土砂災害警戒区域、山腹崩壊危険箇所データ

斜面災害の危険度ランク、建物棟数

崩壊確率

崩壊地における震度階別の被害率
（全壊率・半壊率）
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(4) 浸水・津波による建物被害 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。なお、愛知県（2014）も同様の手法である。 

具体的には、10m メッシュ単位の津波浸水深データを用いて、木造、非木造別の建物被害率をも

とに建物被害を推計した。 

なお、船舶・建物等の漂流物が多い地域では、波力の増大によって建物被害率がより高くなるこ

とが予想されることから、「東日本大震災による被災現況調査データ」（国土交通省）を参考に、人

口集中地区とそれ以外の地区に分けて浸水深別・建物構造別被害率を設定した。推計フロー及び人

口集中地区とそれ以外の地区における津波による建物被害率を図 1-13～図 1-15 に示す。 

 
図 1-13 津波による建物被害の推計フロー 

 

 
図 1-14 津波浸水深ごとの建物被害率（人口集中地区（DID 地区）） 

 
図 1-15 津波浸水深ごとの建物被害率（人口集中地区以外（DID 地区以外））  
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(5) 火災（地震火災） 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。 

具体的には、出火と、出火後の初期消火・消防運用を踏まえて推計した。 

なお、今回は感震ブレーカー普及率も考慮した点が、愛知県（2014）からの変更点となる。 

推計フローを図 1-16 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-16 地震火災による建物被害の推計フロー 

 

① 出火 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。なお、愛知県（2014）も同様の手法である。 

具体的には、火気器具、電気機器等の出火要因ごとの出火危険性を評価した。出火件数は、

次の 3 つのパターンについて推計した。 

a) 建物倒壊した場合の火気器具・電熱器具からの出火 

建物倒壊時の火気器具・電熱器具については、阪神・淡路大震災の事例から、2)で別

途検討する電気機器・配線からの出火を除いて、建物倒壊１棟あたり 0.0449％とし、さ

らに時刻別に補正した。 

建物倒壊した場合の全出火件数＝建物倒壊棟数×0.0449％×季節時刻補正係数 

建物・事業所 
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（時刻補正係数：1.0（冬・深夜）、2.2（夏・昼）、3.4（冬・夕方）） 

また、暖房器具類を使わない夏の場合には、阪神・淡路大震災の倒壊建物からの出火

要因のうち「暖房器具類」の分と、「その他の要因」の半数分を除外し、建物倒壊 1 棟あ

たり 0.0286％とした。 

b) 電気機器・配線からの出火 

電気機器・配線からの出火は建物全壊の影響を強く受ける（配線は、全壊する建物で

は強く引っ張られ、電気機器は全壊する場合、構造部材等により強い損傷を受けうる）

ため、全壊棟数との関係で設定することとした。阪神・淡路大震災における主要被災市

における全壊棟数、電気機器・配線からの全出火件数との関係は次式のとおりである。 

電気機器からの出火件数＝0.044％×全壊棟数 

配線からの出火件数＝0.030％×全壊棟数 

c) 建物倒壊しない場合の火気器具・電熱器具からの出火 

中央防災会議（2025）で用いられた用途別・震度別の火気器具・電熱器具からの出火

率を用いて出火件数を推計した。用途別・震度別の火気器具・電熱器具からの出火率に

ついて、表 1-3～表 1-8 に示す。 

また、電熱器具からの出火については、感震ブレーカーの普及率を反映した。感震ブ

レーカーの普及率は、愛知県「防災に関する意識調査」（2025 年度）における設置率

（18.5％）を使用した。 
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表 1-3 冬・深夜 火気器具・電熱器具からの出火率 

冬・深夜 震度 5 弱 震度 5 強 震度 6 弱 震度 6 強 震度 7 

飲食店 0.0001% 0.0004% 0.0025% 0.0099% 0.0402% 

物販店 0.0001% 0.0002% 0.0009% 0.0042% 0.0454% 

病院 0.0005% 0.0007% 0.0025% 0.0112% 0.1368% 

事務所その他事業所 0.0000% 0.0000% 0.0006% 0.0026% 0.0127% 

住宅 0.0001% 0.0005% 0.0016% 0.0053% 0.0225% 
 

表 1-4 夏・昼 火気器具・電熱器具からの出火率 

夏・昼 震度 5 弱 震度 5 強 震度 6 弱 震度 6 強 震度 7 

飲食店 0.0017% 0.0042% 0.0199% 0.0681% 0.2222% 

物販店 0.0003% 0.0008% 0.0037% 0.0151% 0.0951% 

病院 0.0010% 0.0015% 0.0050% 0.0231% 0.2880% 

事務所その他事業所 0.0003% 0.0011% 0.0052% 0.0196% 0.1071% 

住宅 0.0001% 0.0002% 0.0007% 0.0025% 0.0166% 
 

表 1-5 冬・夕方 火気器具・電熱器具からの出火率 

冬・夕方 震度 5 弱 震度 5 強 震度 6 弱 震度 6 強 震度 7 

飲食店 0.0027% 0.0088% 0.0366% 0.1153% 0.3862% 

物販店 0.0005% 0.0017% 0.0055% 0.0176% 0.1082% 

病院 0.0031% 0.0131% 0.0284% 0.0717% 0.9761% 

事務所その他事業所 0.0006% 0.0027% 0.0074% 0.0194% 0.1144% 

住宅 0.0007% 0.0025% 0.0076% 0.0230% 0.0765% 
 

表 1-6 冬・深夜 火気器具のみからの出火率 

冬・深夜 震度 5 弱 震度 5 強 震度 6 弱 震度 6 強 震度 7 

飲食店 0.0001% 0.0001% 0.0004% 0.0011% 0.0018% 

物販店 0.0000% 0.0000% 0.0003% 0.0008% 0.0011% 

病院 0.0005% 0.0006% 0.0022% 0.0061% 0.0137% 

事務所その他事業所 0.0000% 0.0000% 0.0002% 0.0010% 0.0018% 

住宅 0.0001% 0.0002% 0.0007% 0.0024% 0.0053% 
 

表 1-7 夏・昼 火気器具のみからの出火率 

夏・昼 震度 5 弱 震度 5 強 震度 6 弱 震度 6 強 震度 7 

飲食店 0.0011% 0.0014% 0.0048% 0.0127% 0.0247% 

物販店 0.0002% 0.0002% 0.0008% 0.0023% 0.0039% 

病院 0.0009% 0.0011% 0.0030% 0.0075% 0.0158% 

事務所その他事業所 0.0001% 0.0002% 0.0006% 0.0018% 0.0028% 

住宅 0.0001% 0.0002% 0.0006% 0.0015% 0.0027% 
 

表 1-8 冬・夕方 火気器具のみからの出火率 

冬・夕方 震度 5 弱 震度 5 強 震度 6 弱 震度 6 強 震度 7 

飲食店 0.0012% 0.0016% 0.0056% 0.0153% 0.0297% 

物販店 0.0002% 0.0002% 0.0007% 0.0020% 0.0035% 

病院 0.0008% 0.0010% 0.0028% 0.0072% 0.0132% 

事務所その他事業所 0.0001% 0.0001% 0.0005% 0.0015% 0.0033% 

住宅 0.0003% 0.0009% 0.0032% 0.0108% 0.0252% 
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② 初期消火、炎上出火 

a) 初期消火成功率 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。なお、愛知県（2014）も同様の手法である。 

具体的には、中央防災会議で過去に用いられてきた初期消火成功率に、熊本地震での

初期消火成功率等を踏まえ次のとおり設定した。 

表 1-9 初期消火成功率 

震度６弱以下 震度６強 震度７ 

58％ 20％ 10％ 

 

b) 炎上出火件数 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。なお、愛知県（2014）も同様の手法である。 

具体的には、住民による初期消火が失敗し、炎上する件数を次式により推計した。全

出火件数は①の出火件数の合計である。 

炎上出火件数＝全出火件数×（1－初期消火成功率） 

 

③ 消防運用 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。なお、愛知県（2014）も同様の手法である。 

具体的には、消防本部・組合ごとに消防運用により消火可能な件数を、阪神・淡路大震災の事

例を踏まえ、以下のように設定した。 

消火可能火災件数 

＝0.3×（消防ポンプ自動車数/2＋小型動力ポンプ数/4） 

×｛1－（1－3.14×140×140／宅地面積（㎡））水利数｝ 

 

各消防本部・組合について求めた消火可能な件数と、想定される炎上出火件数を比較し、次式

により、消火されなかった火災が延焼拡大すると考え、残出火件数を求めた。 

 

残出火件数＝炎上出火件数―消火可能火災件数 

 

なお、阪神・淡路大震災において消防運用により消火できた事例は、焼失面積 1,000 ㎡未満

での消火活動が該当する。ここで 1 棟の建築面積を 100 ㎡と考えると、消火にすべて成功した

場合、つまり残出火件数がゼロとなる場合において、最大で 10 棟程度が焼失する可能性があ

る。このため、ここでは平均的な値として、1 消火件数あたり 5 棟が焼失するものとした。 

 

④ 延焼 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。 

具体的には、延焼クラスター手法を用いて焼失棟数を推計した。なお、延焼クラスターは今回

調査で再構築している。推計フローを図 1-17 に示す。 
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愛知県（2014）では、風向を考慮して、建物からの延焼限界距離が風下方向に長くなるものと

したが、今回は、地震後に風向が変わる可能性を考慮し、風向によらず、どの方向でも延焼限界

距離は同じとして、延焼クラスターを作成した。風速は 5m/s（＝日平均風速＋2σ）を採用し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-17 延焼クラスター手法による焼失棟数の推計フロー 

 

  

建物属性付建物単体
データ 

風速の設定 

気象に関する
データ 

延焼限界距離によるクラスターの
生成 

クラスターデータベースの作成 

建物焼失棟数の算定 

出火率 
（出火件数） 

任意の集計単位での 
焼失棟数の算定 

出典：加藤等「建物単体データを用いた全スケ
ール対応・出火確率統合型の地震火災リスクの
評価手法の構築」（2006） 
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1.2. 予測結果 

(1) 過去地震最大モデル 

冬・夕方発災の場合、県全体で約 92,000 棟が全壊・焼失すると推計される。県全体としては

４％弱の被災率である。 

要因別では、揺れによる全壊が約 50,000 棟となっており、全体の約 54％に上る。また、火災に

よる焼失が約 20,000 棟で全体の約 22％、液状化が約 17,000 棟で全体の約 18％となっている。 

・揺れによる建物被害は、建替や耐震改修等により耐震性を備えた建物が増加した一方で、前回調

査と比べて震度６弱以上の揺れにさらされる建物棟数が増加したため、全壊棟数が増加した。 

・液状化による建物被害は、海部地域を中心に液状化による沈下量が増加し、前回調査より全壊棟

数が増加した。 

・浸水・津波による建物被害は、堤防等の整備によって浸水範囲が減少したため、前回調査より全

壊棟数が大きく減少した。 

・がけ崩れ等による建物被害は、今回調査では従来の急傾斜地崩壊危険箇所に代わり土砂災害警戒

区域における評価結果を用いて推計した。この結果、対象範囲が増え、前回調査より全壊棟数が

増加した。 

・火災による建物被害は、出火率の低減、感震ブレーカー効果等によって前回調査より焼失棟数が

減少した。 

表 1-10 全壊・焼失棟数（過去地震最大モデル）（風速 5m/s）（棟） 

項目 被害区分 冬・深夜 夏・昼 冬・夕方 

揺れ 
全壊 約 50,000 

半壊 約 136,000 約 136,000 約 134,000 

液状化 
全壊 約 17,000 

半壊 約 85,000 約 85,000 約 84,000 

浸水・津波 
全壊 約 4,600 

半壊 約 30,000 約 30,000 約 29,000 

がけ崩れ等 
全壊 約 700 

半壊 約 1,500 約 1,500 約 1,500 

火災 焼失 約 1,500 約 1,300 約 20,000 

建物被害総数 
全壊・焼失 約 74,000 約 74,000 約 92,000 

半壊 約 252,000 約 252,000 約 248,000 

建物棟数 約 2,513,000 

建物被害率 
全壊・焼失 約 3％ 約 3％ 約 4％ 

半壊 約 10％ 約 10％ 約 10％ 
注）建物被害率＝建物被害総数／建物棟数 
注）端数処理のため合計が各数値の和に一致しない場合がある。 

 

表 1-11 全壊・焼失棟数（過去地震最大モデル） 

（被害最大となる冬・夕方発災、風速 5m/s）（棟） 

 揺れ 液状化 浸水・津波 がけ崩れ等 火災 合計 

全壊・焼失 

棟数 

約 50,000 

(2.0%) 

約 17,000 

（0.7%) 

約 4,600 

（0.2%） 

約 700 

（0.03%） 

約 20,000 

(0.8%) 

約 92,000 

(3.7%) 

注）（ ）内は要因別の全壊・焼失棟数／建物棟数 
注）端数処理のため合計が各数値の和に一致しない場合がある。 
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（参考）愛知県（2014）の想定結果（冬・夕方発災、風速 5m/s）（棟） 

 揺れ 液状化 浸水・津波 
急傾斜地 

崩壊等 
火災 合計 

全壊・焼失 

棟数 
約 47,000 約 16,000 約 8,400 約 600 約 23,000 約 94,000 

注）端数処理のため合計が各数値の和に一致しない場合がある。 
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(2) 理論上最大モデル 

地震動：陸側ケース、津波：ケース⑦、冬・夕方発災の場合に全壊・焼失棟数が最大となり、県

全体で約 367,000 棟が全壊・焼失すると推計される。 

要因別では、揺れによる全壊が約 222,000 棟となっており、全体の約 60％に上る。また、火災

による焼失が約 99,000 棟で全体の約 27％、浸水・津波による全壊が約 29,000 棟で全体の約 8％と

なっている。 

・揺れによる建物被害は、建替や耐震改修等により耐震性を備えた建物が増加したことにより、前

回調査より全壊棟数が減少した。 

・液状化による建物被害は、海部地域を中心に液状化による沈下量が増加し、前回調査より全壊棟

数が増加した。 

・浸水・津波による建物被害は、浸水範囲の変化により、前回調査と比べてより深い浸水深にさら

される建物棟数が増加したため、全壊棟数が増加した。 

・がけ崩れ等による建物被害は、今回調査では従来の急傾斜地崩壊危険箇所に代わり土砂災害警戒

区域における評価結果を用いて推計した。この結果、対象範囲が増え、前回調査より全壊棟数が

増加した。 

・火災による建物被害は、出火率の低減、感震ブレーカー効果等によって前回調査より焼失棟数が

減少した。 

 

表 1-12 全壊・焼失棟数（理論上最大モデル）（冬・夕方発災、風速 5m/s）（棟） 

ケース 揺れ 液状化 浸水・津波 がけ崩れ等 火災 合計 

地
震
：
陸
側 

津波：ケース① 

約 222,000 約 18,000 

約 27,000 

約900 

約 99,000 約 366,000 

津波：ケース⑥ 約 26,000 約 99,000 約 365,000 

津波：ケース⑦ 約 29,000 約 99,000 約 367,000 

津波：ケース⑧ 約 26,000 約 99,000 約 365,000 

津波：ケース⑨ 約 27,000 約 99,000 約 366,000 

地
震
：
東
側 

津波：ケース① 

約 180,000 約 17,000 

約 31,000 

約700 

約 73,000 約 303,000 

津波：ケース⑥ 約 30,000 約 73,000 約 301,000 

津波：ケース⑦ 約 32,000 約 73,000 約 304,000 

津波：ケース⑧ 約 30,000 約 73,000 約 302,000 

津波：ケース⑨ 約 32,000 約 73,000 約 303,000 
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表 1-13 全壊・焼失棟数（理論上最大モデル） 

（地震動：陸側、津波：ケース⑦、風速 5m/s）（棟） 

項目 被害区分 冬・深夜 夏・昼 冬・夕方 

揺れ 
全壊 約 222,000 

半壊 約 253,000 約 253,000 約 239,000 

液状化 
全壊 約 18,000 

半壊 約 71,000 約 71,000 約 68,000 

浸水・津波 
全壊 約 29,000 

半壊 約 88,000 約 88,000 約 84,000 

がけ崩れ等 
全壊 約 900 

半壊 約 2,000 約 2,000 約 2,000 

火災 焼失 約 34,000 約 33,000 約 99,000 

建物被害総数 
全壊・焼失 約 303,000 約 302,000 約 367,000 

半壊 約 414,000 約 414,000 約 394,000 

建物棟数 約 2,513,000 

建物被害率 
全壊・焼失 約 12％ 約 12％ 約 15％ 

半壊 約 16％ 約 16％ 約 16％ 
注）端数処理のため合計が各数値の和に一致しない場合がある。 

 

表 1-14 全壊・焼失棟数（理論上最大モデル） 

（地震動：東側、津波：ケース⑦、風速 5m/s）（棟） 

項目 被害区分 冬・深夜 夏・昼 冬・夕方 

揺れ 
全壊 約 180,000 

半壊 約 225,000 約 225,000 約 215,000 

液状化 
全壊 約 17,000 

半壊 約 76,000 約 76,000 約 74,000 

浸水・津波 
全壊 約 32,000 

半壊 約 100,000 約 100,000 約 98,000 

がけ崩れ等 
全壊 約 700 

半壊 約 1,600 約 1,600 約 1,600 

火災 焼失 約 22,000 約 21,000 約 73,000 

建物被害総数 
全壊・焼失 約 253,000 約 252,000 約 304,000 

半壊 約 402,000 約 402,000 約 388,000 

建物棟数 約 2,513,000 

建物被害率 
全壊・焼失 約 10％ 約 10％ 約 12％ 

半壊 約 16％ 約 16％ 約 15％ 
注）端数処理のため合計が各数値の和に一致しない場合がある。 
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表 1-15 全壊・焼失棟数（理論上最大モデル） 

（被害最大となる津波ケース⑦、冬・夕方発災、風速 5m/s）（棟） 

全壊・焼失 

棟数 
揺れ 液状化 浸水・津波 がけ崩れ等 火災 合計 

地震動：陸側 
約 222,000 

(8.8%) 

約 18,000 

（0.7%) 

約 29,000 

（1.1%） 

約 900 

（0.03%） 

約 99,000 

(3.9%) 

約 367,000 

(14.6%) 

地震動：東側 
約 180,000 

(7.2%) 

約 17,000 

（0.7%) 

約 32,000 

（1.3%） 

約 700 

（0.03%） 

約 73,000 

(2.9%) 

約 304,000 

(12.1%) 
注）（ ）内は要因別の全壊・焼失棟数／建物棟数 

注）端数処理のため合計が各数値の和に一致しない場合がある。 

 

（参考）愛知県（2014）の想定結果（津波ケース⑦、冬・夕方発災、風速 5m/s）（棟） 

全壊・焼失 

棟数 
揺れ 液状化 浸水・津波 がけ崩れ等 火災 合計 

地震動：陸側 約 242,000 約 16,000 約 22,000 約 700 約 101,000 約 382,000 

地震動：東側 約 185,000 約 16,000 約 25,000 約 500 約 69,000 約 296,000 

注）端数処理のため合計が各数値の和に一致しない場合がある。 

 

（参考）中央防災会議（2025）の想定結果 

（地震動：陸側、津波：ケース①、冬・夕方発災、風速 8m/s）(棟) 

全壊・焼失 

棟数 
揺れ 液状化 津波 

急傾斜地 

崩壊 
火災 合計 

愛知県 約 245,000 約 17,000 約 1,500 約 400 約 137,000 約 401,000 

全国計 約 1,279,000 約 110,000 約 176,000 約 6,800 約 768,000 約 2,340,000 

注）端数処理のため合計が各数値の和に一致しない場合がある。 
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2. 屋外転倒物・落下物 

2.1. 予測手法 

屋外転倒物（ブロック塀等、自動販売機）は、揺れの大きさに応じて被害件数を推計した。 

屋外落下物は、震度分布や建物被害有無等から落下物が生じる建物棟数を推計した。 

 

(1) ブロック塀等の倒壊 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。なお、愛知県（2014）も同様の手法である。 

具体的には、建物あたりのブロック塀等の存在割合からブロック塀、石塀等の分布数を求めるとと

もに、地震動の強さと倒壊率との関係式を用いて各施設の倒壊件数を推計した。 

・ 建物あたりのブロック塀等の存在割合から、ブロック塀、石塀等の分布数を推計 

・ ブロック塀等の対策実施率を踏まえ、地震動の発生に伴う各施設の倒壊件数を推計 

・ 推計に用いる被害率は、宮城県沖地震時の被害実態データを参考に作成 

ブロック塀等の倒壊件数の推計フローを図 2-1 に示す。 

 

 
図 2-1 ブロック塀等の倒壊件数の推計フロー 

 

① 塀件数 

ブロック塀については、愛知県（2003）における愛知県でのサンプル調査に基づく木造棟数とブ

ロック塀数との関係を用いて、ブロック塀数を推計した。また、石塀・コンクリート塀について

は、東京都（1997）による木造棟数と塀件数との関係をもとにして推計した。 
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表 2-1 塀件数の推定式 

ブロック塀 石塀 コンクリート塀 

0.16×（木造住宅棟数） 0.035×（木造住宅棟数） 0.036×（木造住宅棟数） 

 

② 倒壊対象となる塀の割合 

東京都（1997）による各塀の危険度調査結果から、外見調査の結果、特に改善が必要のない塀の

比率が設定されており、このうちの半分は改訂耐震基準を十分満たしており、倒壊の危険性はない

ものとした。 

 

表 2-2 倒壊対象となる塀の割合 

塀の種類 
外見調査の結果特に改善が 

必要ない塀の比率（Ａ） 

倒壊対象となる割合 

（１－0.5×Ａ） 

ブロック塀 0.500 0.750 

石塀 0.362 0.819 

コンクリート塀 0.576 0.712 

 

③ 被害率 

宮城県沖地震時の地震動の強さとブロック塀等の倒壊率との関係実態に基づき次式を設定した。 

（ブロック塀倒壊率）(％) ＝ －12.6 + 0.07 ×（地表最大加速度）(gal) 

（石塀倒壊率）(％) ＝ －26.6 + 0.168×（地表最大加速度）(gal) 

（コンクリート塀倒壊率）(％) ＝ －12.6 + 0.07 ×（地表最大加速度）(gal) 

※ただし、右辺の式の値が負になる場合には0％に、100を超える場合には100％に置き換える。 

 

 

(2) 自動販売機の転倒 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。なお、愛知県（2014）も同様の手法である。 

具体的には、転倒対象となる自動販売機数を推計し、阪神・淡路大震災時の転倒率に基づき推計し

た。 

・ 自動販売機の転倒対象となる割合は、屋外設置比率と転倒防止措置未対応率より設定 

・ これと阪神・淡路大震災時の実態から設定される被害率より、震度 6 弱以上のエリアの転倒

件数を推計 

自動販売機の転倒件数の推計フローを図 2-2 に示す。 
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図 2-2 自動販売機転倒件数の推計フロー 

 

① 自動販売機台数 

全国の自動販売機台数を市町村別に次の式で配分して推計した。 

（自動販売機台数）＝ 

（全国自動販売機台数）×｛（市町村別夜間人口）＋（市町村別昼間人口）｝ 

÷｛（全国夜間人口）＋（全国昼間人口）｝ 

 

② 転倒対象となる自動販売機の割合 

転倒対象となる自動販売機の割合を、次の屋外設置比率と転倒防止措置未対応率より設定した。 

屋外設置比率 約 6 割 

転倒防止未対応率 約 10％ 

 

③  被害率 

阪神・淡路大震災時の、概ね震度 6 弱以上の地域における自動販売機の転倒率により設定した。 

 

阪神・淡路大震災時の（概ね震度６弱以上の地域における）転倒率 

25,880 台／124,100 台＝約 20.9％ 

 （神戸市、西宮市、尼崎市、宝塚市、芦屋市、淡路島：全数調査） 
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(3) 屋外落下物 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。なお、愛知県（2014）も同様の手法である。 

具体的には、東京都（1997）に基づき、全壊建物及びその他の建物のうち 3 階建て以上の非木造建

物で落下危険性のある付帯物を保有する建物棟数比率から、落下物の発生が想定される建物棟数を推

計した。この建物棟数に落下率を乗じることで、屋外落下物が発生する建物棟数を推計した。 

・ 揺れによって全壊する建物については、すべての建物で落下物の発生が想定されるものとした。 

・ 揺れによって全壊しない建物のうち落下が想定される建物棟数は、震度 6 弱以上のエリア内

の 3 階以上の非木造建物棟数に、落下物を保有する建物棟数比率と安全化指導実施による建

物改修率を乗じることで推計した。 

屋外落下物が発生する建物棟数の推計フローを図 2-3 に示す。 

 

 
図 2-3 屋外落下物が発生する建物棟数の推計フロー 

 

① 落下危険性のある屋外落下物を保有する建物棟数比率 

東京都(1997)をもとに、対象となる建物の築年別に、屋外落下物を保有する建物比率を設定し

た。 

表 2-3 屋外落下物を保有する建物棟数比率 

建築年代 飛散物（窓ガラス、壁面等） 非飛散物（吊り看板等） 

～1970 年 30％ 17％ 

1971 年～1980 年 6％ 8％ 

1981 年～ 0％ 3％ 

 

② 建物改修率（落下対策実施率） 

国土交通省が福岡県西方沖地震後に各都道府県に対し、建築基準法（昭和 53 年）の窓ガラス落

下防止基準に関する適合状況について点検を指示した際の調査結果を元にして設定した建物改修率

（97.15％（平成 17 年 3 月 31 日現在））を用いた。 
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③ 落下率（落下物の発生が想定される建物のうち落下が生じる建物の割合） 

東京都（1997）で設定したブロック塀の被害率と同じ式を用いた。 

（落下率）(％) ＝ －12.6 + 0.07 ×（地表最大加速度）(gal) 

※ただし、右辺の式の値が負になる場合には 0％に、100 を超える場合には 100％に置き換える。 

 

2.2. 予測結果 

(1) 過去地震最大モデル 

戸建住宅の多い市街地等を中心に、県全体で約 21,000 件のブロック塀やレンガ塀が倒壊する。

また、約 5,400 棟の建物で看板、窓ガラス、外壁パネル、コンクリート片等の屋外落下物が発生す

る。 

表 2-4 屋外転倒・落下物（過去地震最大モデル） 

ブロック塀等の倒壊件数 約 21,000 件 

屋外落下物が発生する建物棟数 約 5,400 棟 

 

(2) 理論上最大モデル 

戸建住宅の多い市街地等を中心に、陸側ケースでは県全体で約 50,000 件のブロック塀やレンガ

塀が倒壊する。また、同じく陸側ケースでは約 51,000 棟の建物で看板、窓ガラス、外壁パネル、

コンクリート片等の屋外落下物が発生する。 

表 2-5 屋外転倒・落下物（理論上最大モデル（陸側）） 

ブロック塀等の倒壊件数 約 50,000 件 

屋外落下物が発生する建物棟数 約 51,000 棟 

 

表 2-6 屋外転倒・落下物（理論上最大モデル（東側）） 

ブロック塀等の倒壊件数 約 40,000 件 

屋外落下物が発生する建物棟数 約 43,000 棟 
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3. 人的被害 

3.1. 予測手法 

(1) 建物倒壊等による人的被害 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。なお、愛知県（2014）も同様の手法である。 

具体的には、揺れによる全壊棟数と死者数の関係を基に推計した。 

1） 死者 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。なお、愛知県（2014）も同様の手法である。 

具体的には、全壊棟数を説明変数とした死者数の推計式を用いている。 

建物倒壊等による死者数の推計フローを図 3-1 に示す。 

 

 

図 3-1 建物倒壊等による死者数の推計フロー 

 

（死者数）＝（木造 死者数）＋（非木造 死者数） 

（木造 死者数） 
＝ tw ×（市町村別の揺れによる木造全壊棟数）×（木造建物内滞留率） 

（非木造 死者数） 
＝ tn ×（市町村別の揺れによる非木造全壊棟数）×（非木造建物内滞留率） 

（木造建物内滞留率） 
＝（発生時刻の木造建物内滞留人口）÷（朝 5 時の木造建物内滞留人口） 

（非木造建物内滞留率） 
＝（発生時刻の非木造建物内滞留人口）÷（朝 5 時の非木造建物内滞留人口） 
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2） 負傷者 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。なお、愛知県（2014）も同様の手法である。 

具体的には、阪神・淡路大震災、鳥取県西部地震、新潟県中越地震、新潟県中越沖地震、能登半島

地震（2007 年）、岩手・宮城内陸地震の主な被災市町村、東日本大震災の内陸被災市町村の負傷者

数・重傷者数と建物被害数（全壊棟数、全半壊棟数）との関係により推計した。 

建物倒壊等による重傷者数の推計フローを図 3-2 に、負傷者数（重傷者数＋軽傷者数）の推計フ

ローを図 3-3 に示す。 

 

①重傷者 

 

図 3-2 建物倒壊等による重傷者数の推計フロー 

 

（木造建物における重傷者数） 

＝0.100×（揺れによる木造全壊棟数）×αw×βw 

（非木造建物における重傷者数） 

＝0.100×（揺れによる非木造全壊棟数）×αn×βn 

 

（木造建物内滞留率）αw 

＝（発生時刻の木造建物内滞留人口）÷（朝 5 時の木造建物内滞留人口） 

（非木造建物内滞留率）αn 

＝（発生時刻の非木造建物内滞留人口）÷（朝 5 時の非木造建物内滞留人口） 

 

（建物1棟当たり滞留人口の全建物に対する木造建物の比率（時間帯別））βw 

＝（木造建物 1 棟あたりの滞留人口）／（全建物 1 棟あたりの滞留人口） 

（建物1棟当たり滞留人口の全建物に対する非木造建物の比率（時間帯別））βn 

＝（非木造建物 1 棟あたりの滞留人口）／（全建物 1 棟あたりの滞留人口） 

  

木造建物内重傷者数

（標準式による）重傷者数

木造建物全壊棟数

木造建物内滞留率αw

×0.1

建物１棟当たり滞留人
口の全建物に対する木
造建物の比率βw

非木造建物内重傷者数

（標準式による）重傷者数

非木造建物全壊棟数

非木造建物内滞留率αn

×0.1

建物１棟当たり滞留人
口の全建物に対する非
木造建物の比率βn
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②負傷者（重傷者＋軽傷者） 

 

図 3-3 建物倒壊等による負傷者数の推計フロー 

 

（木造建物における負傷者数） 

＝0.177×（揺れによる木造全半壊棟数）×αw×βw 

（非木造建物における負傷者数） 

＝0.177×（揺れによる非木造全半壊棟数）×αn×βn 

 

（木造建物内滞留率）αw 

＝（発生時刻の木造建物内滞留人口）÷（朝 5 時の木造建物内滞留人口） 

（非木造建物内滞留率）αn 

＝（発生時刻の非木造建物内滞留人口）÷（朝 5 時の非木造建物内滞留人口） 

 

（建物1棟当たり滞留人口の全建物に対する木造建物の比率（時間帯別））βw 

＝（木造建物 1 棟あたりの滞留人口）／（全建物 1 棟あたりの滞留人口） 

（建物1棟当たり滞留人口の全建物に対する非木造建物の比率（時間帯別））βn 

＝（非木造建物 1 棟あたりの滞留人口）／（全建物 1 棟あたりの滞留人口） 

 

(2) 火災による人的被害 

1) 死者 

①炎上出火家屋からの逃げ遅れ 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。なお、愛知県（2014）も同様の手法である。 

具体的には、突然の出火により逃げ遅れて被災した死者数に関する、出火件数との関係式を用いて

推計した。 

 

 

木造建物内負傷者数

（標準式による）負傷者数

木造建物全壊棟数

木造建物内滞留率αw

×0.177

建物１棟当たり滞留人
口の全建物に対する木
造建物の比率βw

非木造建物内負傷者数

（標準式による）負傷者数

非木造建物全半壊棟数

非木造建物内滞留率αn

×0.177

建物１棟当たり滞留人
口の全建物に対する非
木造建物の比率βn
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（炎上出火家屋内から逃げ遅れた死者数） 

＝0.055×出火件数×（屋内滞留人口比率） 

ここで、 

（屋内滞留人口比率）＝（発生時刻の屋内滞留人口）÷（屋内滞留人口の 24 時間平均） 

 

②倒壊後に焼失した家屋内の救出困難者 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。なお、愛知県（2014）も同様の手法である。 

具体的には、倒壊家屋による自力脱出困難者数から、要救助者数を求め、そのうち早期救出が困難

な人数を、過去の災害時における実績から推計した。 

 

（倒壊後に焼失した家屋内の閉込めによる死者数） 

＝（倒壊かつ焼失家屋内の救出困難な人）×（生存救出率（0.387）） 

ここで、 

（倒壊かつ焼失家屋内の救出困難な人） 

＝（1－早期救出可能な割合（0.72)）×（倒壊かつ焼失家屋内の要救助者数） 

（倒壊かつ焼失家屋内の要救助者数） 

＝（建物倒壊による自力脱出困難者数）×（倒壊かつ焼失の棟数／倒壊建物数） 

 

③延焼拡大時の逃げまどい 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。 

具体的には、関東大震災及び函館大火の事例をもとに、延焼拡大時の逃げまどいの死者数と、焼失

範囲の滞留人口の関係について推計した。 

なお、中央防災会議（2025）では、関東大震災における本所区の被服廠跡の死者について、火災旋

風の発生による局所的で極端な規模の被害とみなして、事例から除かれている。 

（延焼火災による死者数）＝0.0197×焼失人口 

ここで、焼失人口＝（市町村別木造焼失率）×（発生時刻の市町村別木造滞留人口） 

注）炎上家屋内における死傷者及び延焼家屋内における死傷者数との重複処理を行うものとした。 

 

2) 火災による負傷者 

①炎上出火家屋からの逃げ遅れ 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。なお、愛知県（2014）も同様の手法である。 

具体的には、以下に示す平時の火災における負傷者発生率に、今回の出火件数及び屋内滞留人口を

乗じて推計した。 

（出火直後の火災による重傷者数）＝0.073×出火件数×（屋内滞留人口比率） 

（出火直後の火災による軽傷者数）＝0.182×出火件数×（屋内滞留人口比率） 

ここで、（屋内滞留人口比率）＝（発生時刻の屋内滞留人口）÷（屋内滞留人口の 24 時間平均） 

 

②延焼拡大時の逃げまどい 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。なお、愛知県（2014）も同様の手法である。 
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具体的には、函館大火等の事例をもとに、市町村別の焼失率と、延焼拡大時の逃げまどいの負傷者

数の関係式を推計した。 

（延焼火災による重傷者数）＝0.0053×焼失人口 

（延焼火災による軽傷者数）＝0.0136×焼失人口 

ここで、焼失人口＝（市町村別焼失率）×（発生時刻の市町村別滞留人口） 
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(3) がけ崩れ等による人的被害 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。なお、愛知県（2014）も同様の手法である。 

具体的には、今回推計されたがけ崩れ（土砂災害警戒区域（急傾斜地崩壊、地すべり）、山腹崩壊

危険地区が対象）による建物全壊棟数から、東京都（1991)における、1967 年から 1981 年までのが

け崩れの被害実態から求められた、被害棟数と死者数・負傷者数との関係式により、人的被害を算出

した（木造建物の大破棟数は、全壊棟数×0.7 に等しいものとする）。 

がけ崩れ等による死傷者数の推計フローを図 3-4 に示す。 

 

 

図 3-4 がけ崩れ等による死傷者数の推計フロー 

 

がけ崩れ等による建物被害と死者数の関係式を以下に示す。ここでがけ崩れ等による建物被害は木

造建物で発生するものとする。 

（死者数） 

＝0.098×（市町村別のがけ崩れ等による全壊棟数）×0.7×（木造建物内滞留者人口比率） 

（負傷者数）＝1.25×（死者数） 

（重傷者数）＝（負傷者数）÷2 

ここで、（木造建物内滞留者人口比率） 

＝（発生時刻の木造建物内滞留者人口）÷（木造建物内滞留人口の 24 時間平均） 

注）がけ崩れ等による負傷者の程度別の実態データは把握されていないため、重傷者数は負傷者数の半数とした。 
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(4) 浸水・津波による人的被害 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。 

具体的には、津波浸水域において浸水深 30cm の津波が到達する時間までに避難が完了できなかっ

た者を津波に巻き込まれたものとし、巻き込まれた場所での浸水深をもとに死亡か負傷かを判定して

いる。また、揺れによる建物倒壊に伴う自力脱出困難者は津波からの避難ができないものとしてい

る。 

なお、愛知県においては、ゼロメートル地帯の即時浸水が想定されるため、この地域における死亡

の判定について、中央防災会議（2025）とは別の推計式を用いている。また、避難速度の設定値につ

いては、愛知県市町村津波避難計画策定指針（2015 年策定、2020 年改正）で設定された、液状化危

険度の高い地域における、低減した歩行速度を採用している。 

浸水・津波による死傷者数の推計フローを図 3-5 に示す。 

 

図 3-5 津波による死傷者数の推計フロー 
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1） 避難の有無、避難開始時期 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。 

具体的には、直後避難、用事後避難、切迫避難の 3 パターンの避難開始時期を設定し、各パターン

における避難行動の割合は過去の津波からの避難意識をもとに設定されたものを用いた。 

 

・直後避難者： 

昼は地震発生後 5 分、深夜は地震発生後 10 分で避難開始する者 

・用事後避難者： 

地震発生後、何らかの用事を済ませた後に避難する者であって、昼は地震発生後 15 分、深

夜は地震発生後 20 分で避難開始する者 

・切迫避難者： 

津波が迫ってから避難する者（1cm 津波到達時） 

 

表 3-1 避難の有無、避難開始時期の設定 

 避難行動別の比率 

避難する 

切迫避難あるいは 

避難しない すぐに避難する 

（直後避難） 

避難するがすぐには

避難しない（用事後

避難） 

全員が発災後すぐに避難を開始

した場合 

（避難開始迅速化） 

100％ 0％ 0％ 

早期避難者比率が高く、さらに

津波情報の伝達や避難の呼びか

けが効果的に行われた場合 

（早期避難率高＋呼びかけ） 

70％ 

（※1) 

30％ 

（※2) 

0％ 

（※3） 

早期避難者比率が低い場合 

（早期避難率低） 

20％ 

（※4） 

50％ 

（※2) 

30％ 

（※5） 

※1： 東日本大震災では、すぐに避難した人の割合が最も高い市で約67％であった。また、北海道南西沖地震の事例では意識の
高いケースで70％であった。これらを踏まえて70％と設定した。 

※2： 全体から「すぐに避難する」＋「切迫避難あるいは避難しない」の割合を引いた数値として設定した。 
※3： 東日本大震災では、津波情報や避難の呼びかけを見聞きしている中でそれをもって避難のきっかけとなった場合におい

て、切迫避難の割合が一番低い市で0％であった。 

※4： 東日本大震災では、すぐに避難した人の割合が最も低い市で約35％であった。また、日本海中部地震の事例では、意識の
低いケースで20％であった。ここで、三陸地域は避難意識の高い地域であり、他の地域は相対的に意識の低い地域が多い
と考えられることから、20％と設定した。 

※5： 東日本大震災では、切迫避難（死者含む）の割合が高い市で25％～約27％であった。このことを踏まえて30％と設定し
た。 

 

2) 避難未完了率 

中央防災会議（2025）の手法を基本とした。ただし、今回調査では、液状化危険度の高い地域にお

ける歩行速度の低減を考慮している点が中央防災会議（2025）とは異なる。 

具体的には、発災時の所在地から安全な場所まで津波到達までに避難完了できない人の割合（避難

未完了率）を、以下の考え方で推計した。 
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a)要避難メッシュの特定 

最大津波浸水深が 30cm 以上となる要避難メッシュを特定した。 

b)避難先メッシュの設定 

各要避難メッシュ（避難元メッシュ）から最短距離にあり、かつ避難元メッシュよりも津波浸水

深 1cm 到達時間が長い、津波浸水深 30cm 未満の避難先メッシュを特定した。 

c)避難距離の算定 

メッシュ中心間の直線距離の 1.5 倍を避難距離とした（東日本大震災の実績）。 

d)避難完了所要時間の算定 

各要避難メッシュについて、避難距離を避難速度で割って避難完了所要時間を推計した。 

e）避難速度の設定 

中央防災会議（2025）では、東日本大震災時の実績を踏まえた「平野部」と「傾斜部」、「健常

者」と「避難行動要支援者及びその同行者」別の歩行速度※を設定している（愛知県（2014）での

避難速度は、東日本大震災実績の速報値による 2.65km/h を一律に設定）。なお、避難行動要支援者

数及びその同行者は、全体の 2 割※とした。 

※ 国交省都市局街路交通施設課「津波避難を想定した避難路、避難施設の配置及び避難誘導について（第 3 版）」 

愛知県市町村津波避難計画策定指針（2015 年策定、2020 年改正）では、液状化危険度の高い地

域においては、低減した歩行速度を設定している。本調査においてもこれを踏まえることとし、液

状化危険度の高い場所（PL＞15）では、速度低減率 0.65 を乗じた。 

表 3-2 地形別、属性別の歩行速度（km/h（m/s）) 

 健常者 
避難行動要支援
者及び同行者 

平野部 2.72（0.76） 1.89（0.53） 

傾斜部 1.73（0.48） 1.20（0.33） 

 

f)避難成否の判定 

各要避難メッシュについて、避難先メッシュの隣接メッシュにおける浸水深 30cm 到達時間と避

難先メッシュまでの避難完了所要時間を比較し、避難行動者別に避難成否を判定した。 

夜間発災の場合の避難速度は昼間の 80％に低下するものとした。 

浸水域内に津波避難ビルの指定、津波避難タワー等の整備がされているところでは、浸水域内に

いる人は津波避難ビルに逃げ込むことで助かる可能性が高まる。このため、津波避難ビル・タワー

等を避難先メッシュとして設定し、人的被害軽減効果を考慮した。 

 

3）浸水深別死亡率 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。 

具体的には、各要避難メッシュについて、避難未完了者に関して、死亡率曲線（浸水深 30cm 以上

で死者発生、浸水深 1m で全員死亡という正規分布の累積分布関数）で死亡率を推計し、死亡以外は

負傷とした。 



 

 

3-34 

 

図 3-6 津波に巻き込まれた場合の死亡率 

 

また、濃尾平野のゼロメートル地帯などで津波よりも早く河川等からの浸水がある場合には、愛知

県（2014）と同様に、次図のとおり LIFESim モデルを参考にした死亡率を適用した。なお、この関係

は、ゼロメートル地帯を有する地域等において、河川等からの浸水による浸水深 30cm 到達時間が津

波による浸水深 30cm 到達時間よりも早いメッシュにおいて適用する。 

 

図 3-7  津波よりも早く河川等からの浸水がある場合の死亡率 
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（揺れによる建物倒壊等に伴う死者及び自力脱出困難者の考慮） 

・浸水域内における揺れによる建物倒壊等に伴う死者については、建物倒壊等による死者として計上

した。 

・浸水域内における揺れによる木造建物の倒壊等に伴う自力脱出困難者のうち、火災による死者を除

く生存者については、津波による死者として計上した（近隣住民等による救助活動が行われずに、

建物倒壊により閉じ込められた状態で浸水する可能性があるとともに、浸水地域の救助活動が難航

し、一定時間を経過すると生存率が低下することを考慮）。 

 

（年齢構成を考慮した死傷者数の算出） 

・東日本大震災における岩手、宮城、福島の被災地域では、生存者においては高齢者ほど直後の避難

率が高い傾向があるが、65 歳以上及び 75 歳以上の方は結果として死者率が他年齢に比べて高

い。ここでは、年齢構成が東日本大震災の被災地の状況よりも高齢化していれば浸水・津波に巻き

込まれる可能性がより高いものとした。 

・年齢構成を考慮した人的被害を推定するため、令和２年国勢調査に基づく市町村別の年齢区分比率

をもとにして、次式により人的被害補正係数を算出し、算出した市町村別死傷者数に掛け合わせる

ものとした。 

市町村別の人的被害補正係数 

＝Σ（年齢区分別比率×年齢区分別重み係数） 

＝15 歳未満人口比率×0.34＋15～64 歳人口比率×0.62＋65 歳～74 歳人口比率×1.79＋75 歳

以上人口比率×2.81 
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(5) 屋内収容物の移動・転倒、屋内落下物、屋内ガラス被害による人的被害 

1) 屋内収容物の移動・転倒、屋内落下物 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。なお、愛知県（2014）も同様の手法である。 

具体的には、阪神・淡路大震災の被害状況を踏まえた手法で推計した。転倒・落下防止対策実施

率を考慮して対策効果を反映している。 

屋内収容物の移動・転倒、屋内落下物による死者数の推計フローを図 3-8 及び図 3-9 に示す。

なお、これらはいずれも、揺れによる建物被害に伴う死傷者との区別が難しいことから、建物倒

壊等による人的被害の内数として扱う。 

 

 
 

図 3-8 屋内収容物の移動・転倒（屋内転倒物）による死者数の推計フロー 

（ここで木造大破率＝木造全壊率×0.7、非木造大破率＝非木造全壊率） 
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図 3-9 屋内落下物による死者数の推計フロー 

①死者率 

表 3-3 屋内転倒物による死者率(大破の場合) 

 木造建物 非木造建物 
震度 7 0.314% 0.192% 
震度 6 強 0.255% 0.156% 
震度 6 弱 0.113% 0.0688% 
震度 5 強 0.0235% 0% 
震度 5 弱 0.00264% 0% 

 

表 3-4 屋内転倒物による死者率(中破以下の場合) 

 木造建物 非木造建物 
震度 7 0.00955% 0.000579% 
震度 6 強 0.00689% 0.000471% 
震度 6 弱 0.00343% 0.000208% 
震度 5 強 0.000715% 0.0000433% 
震度 5 弱 0.0000803% 0.00000487% 

表 3-5 屋内落下物による死者率(大破の場合) 
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 木造建物 非木造建物 
震度 7 0.0776% 0.0476% 
震度 6 強 0.0542% 0.0351% 
震度 6 弱 0.0249% 0.0198% 
震度 5 強 0.0117% 0% 
震度 5 弱 0.00586% 0% 

 

表 3-6 屋内落下物による死者率(中破以下の場合) 

 木造建物 非木造建物 
震度 7 0.00270% 0.000164% 
震度 6 強 0.00188% 0.000121% 
震度 6 弱 0.000865% 0.0000682% 
震度 5 強 0.000407% 0.0000404% 
震度 5 弱 0.000204% 0.0000227% 

 

②負傷者率 

表 3-7 屋内転倒物による負傷者率(大破の場合) 

 負傷者率 うち重傷者率 
震度 7 3.69% 0.995% 
震度 6 強 3.00% 0.809% 
震度 6 弱 1.32% 0.357% 
震度 5 強 0.276% 0% 
震度 5 弱 0.0310% 0% 

 

表 3-8 屋内転倒物による負傷者率(中破以下の場合) 

 負傷者率 うち重傷者率 
震度 7 0.112% 0.0303% 
震度 6 強 0.0809% 0.0218% 
震度 6 弱 0.0402% 0.0109% 
震度 5 強 0.00839% 0.00226% 
震度 5 弱 0.000943% 0.000255% 

 

表 3-9 屋内落下物による負傷者率(大破の場合) 

 負傷者率 うち重傷者率 

震度 7 1.76% 0.194% 

震度 6 強 1.23% 0.135% 

震度 6 弱 0.566% 0.0623% 

震度 5 強 0.266% 0% 

震度 5 弱 0.133% 0% 

 

表 3-10 屋内落下物による負傷者率(中破以下の場合) 

 負傷者率 うち重傷者率 

震度 7 0.0613% 0.00675% 

震度 6 強 0.0428% 0.00471% 

震度 6 弱 0.0197% 0.00216% 

震度 5 強 0.00926% 0.00102% 

震度 5 弱 0.00463% 0.000509% 
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（転倒防止実施率による補正） 

転倒防止対策実施効果の補正係数 

＝（（1－現状の対策実施率）＋現状の対策実施率×0.23）／（92.2％＋7.8％×0.23） 

ここで、現状の対策実施率（56.4％）※を考慮すると、愛知県の補正係数は約 60％となる。し

たがって、震度別死傷者率に対して補正係数 0.6 を乗じて、対策実施状況による被害低減状況を補

正するものとする。屋内落下物についても同様に取り扱う。 
※愛知県「防災に関する意識調査」（2025 年度）によれば、家具等の転倒防止対策実施率（「大部分固定している」＋「一部

しか固定していない」＋「転倒のおそれがある大型の家具・家電がない」）は愛知県全体で 56.4％である。 

 

（時間帯による補正） 

時間帯によって起きている人が多い場合は家具を支える行動を取りうることを考慮し、令和 3 年

社会生活基本調査に基づく起床率に応じて、震度別死傷者率に対して時間帯別補正係数を乗じるもの

とする。補正係数は、冬・深夜で 1.0、昼・夕方で 0.82 とする。屋内落下物についても同様に取り扱

う。 

 

2) 屋内ガラス被害 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。なお、愛知県（2014）も同様の手法である。 

具体的には、過去の地震災害時における屋内ガラス被害による死傷者率から推計した。 

屋内ガラスによる死傷者は、揺れによる建物被害に伴う死傷者との区別が難しいことから、建物

倒壊等による人的被害の内数として扱う。 

屋内ガラス被害による死傷者率を表 3-11 に示す。 

 

表 3-11 屋内ガラス被害による死傷者率 

 死者率 負傷者率 重傷者率 

震度 7 0.000299% 0.0564% 0.00797% 

震度 6 強 0.000259% 0.0490% 0.00691% 

震度 6 弱 0.000180% 0.0340% 0.00480% 

震度 5 強 0.000101% 0.0190% 0.00269% 

震度 5 弱 0.0000216% 0.00408% 0.000576% 
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(6) ブロック塀・自動販売機の転倒、屋外落下物による人的被害 

 

① ブロック塀の倒壊 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。なお、愛知県（2014）も同様の手法である。 

具体的には、東京都（1997）、静岡県（2001）による宮城県沖地震（1978）時のブロック塀等の

倒壊件数と死傷者数との関係から死傷者率を設定した。 

（死傷者数）＝（死傷者率）×（市町村別のブロック塀等倒壊件数） 

×（市町村別時刻別移動者数）／（市町村別 18 時移動者数） 

×（（市町村別屋外人口密度）／1689.16（人／km2）） 

死傷者率は、1978 年宮城県沖地震時の仙台市の屋外人口密度（1689.16 人/km2）を前提とした値

であるため、各地の屋外人口密度（交通センサスより算出）に応じて補正を行った。 

 

表 3-12 死傷者率（＝ブロック塀等倒壊 1 件あたり死傷者数） 

死者率 負傷者率 うち重傷者率 

0.00116 0.04 0.0156 

出典）死者率：東京都（1997） 

負傷者率・重傷者率：静岡県（2001） 

 

屋外人口密度は道路交通センサスによる昼間の時間帯の推定値であり、時刻別には推定されてい

ない。このため、死傷者率設定の基となった 1978 年宮城県沖地震の発生時刻に近く夕方時点にお

ける移動者が多い 18 時における移動者数の比で補正を行った。 

 

② 自動販売機の転倒 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。なお、愛知県（2014）も同様の手法である。 

具体的には、ブロック塀の倒壊による死傷者算定式を適用した。ただし、自動販売機とブロック

塀の幅の平均長の比（1：12.2）を死傷者率に乗じて補正を行った。 

 

③ 屋外落下物 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。なお、愛知県（2014）も同様の手法である。 

具体的には、宮城県沖地震（1978）時の落下物による被害事例に基づき設定した屋外落下物及び

窓ガラスの屋外落下による死傷者率を用いて推計した。 

（死傷者数）＝（死傷者率） 

×｛（市町村別の屋外落下物が発生する建物棟数）／（市町村別の建物棟数） 

×（市町村別の時刻別移動者数）｝×（（市町村別の屋外人口密度）／1689.16（人／km2）） 
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表 3-13 屋外落下物による死傷者率 

  死者率 負傷者率 うち重傷者率 

震度 7 0.00504% 1.69% 0.0816% 

震度 6 強 0.00388% 1.21% 0.0624% 

震度 6 弱 0.00239% 0.700% 0.0383% 

震度 5 強 0.000604% 0.0893% 0.00945% 

震度 5 弱 0% 0% 0% 

震度 4 以下 0% 0% 0% 

（出典）火災予防審議会・東京消防庁（2005）における屋外落下物（壁面落下）と屋外ガラス被害による死傷者率の合算値 
※震度 7 を計測震度 6.5 相当、震度 6 強以下を各震度階の計測震度の中間値として内挿補間 
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(7) 建物倒壊等による自力脱出困難者 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。なお、愛知県（2014）も同様の手法である。 

具体的には、阪神・淡路大震災時の神戸市の被害事例より推計した。 

建物倒壊等による自力脱出困難者の推計フローを図 3-10 に示す。 

 

 

図 3-10 建物倒壊等による自力脱出困難者数の推計フロー 

 

自力脱出困難者発生率（木造、非木造）＝0.117×市町村別建物全壊率 

自力脱出困難者数（木造、非木造） 

＝自力脱出困難者発生率（木造、非木造）×屋内人口（木造、非木造） 

 

  

屋内滞留人口

建物全壊率（揺れ）

自力脱出困難者発生率

自力脱出困難者数
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(8) 浸水・津波被害に伴う要救助者・要捜索者 

①要救助者 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。なお、愛知県（2014）も同様の手法である。 

具体的には、津波の最大浸水深より高い階に滞留する者及び津波避難ビル・タワーに避難した者を

要救助者として推計した。 

最大浸水深別の中高層階滞留に伴う要救助者の設定について表 3-14 に示す。 

 

表 3-14 最大浸水深別の中高層階滞留に伴う要救助者の設定 

最大浸水深 中高層階滞留に伴う要救助者の設定の考え方 

1m 未満 （自力脱出可能とみなす） 

1m 以上 6m 未満 3 階建て以上建物の滞留者が要救助対象 

6m 以上 12m 未満 5 階建て以上建物の滞留者が要救助対象 

12m 以上 18m 未満 7 階建て以上建物の滞留者が要救助対象 

18m 以上 30m 未満 11 階建て以上建物の滞留者が要救助対象 

30m 以上 （要救助者なし） 

 

②要捜索者 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。なお、愛知県（2014）も同様の手法である。 

具体的には、津波による死傷者数の合計を、津波被害に伴う要捜索者数と推計した。 

東日本大震災では大規模な津波浸水による行方不明者が多く発生したが、津波による人的被害の推

計の際に考慮した「津波に巻き込まれた人（避難未完了者＝津波による死傷者）」が津波被害に伴う

要捜索者と考えられる。捜索が進むにつれ、行方不明者が死者や生存者として判明していくため、時

系列でみた場合、要捜索者の最大値として想定される。 

 

津波被害に伴う要捜索者数（最大）＝津波による死傷者数 
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3.2. 予測結果 

(1) 過去地震最大モデル 

冬・深夜発災、早期避難率低の場合、県全体の死者数は約 5,300 人と推計される。死者率は、県全

体で約 0.07％である。 

要因別では、浸水・津波による死者数が約 2,800 人となっており、全体の約 53％に上る。また、

建物倒壊等による死者数が約 2,400 人となっており、全体の約 45％に上る。 

浸水・津波による死者数は、堤防等の整備効果もあり、前回調査より減少した。なお、早期避難の

意識が高まった場合、早期避難率が低い場合と比べて 8 割程度減少する。 

 

表 3-15 人的被害 総括表（過去地震最大モデル）（風速 5m/s）（人） 

項目  冬・深夜 夏・昼 冬・夕方 

建物倒壊等 
死者数 約 2,400 約 1,400 約 1,900 

 (約 200) (約 100) (約 100) 

（うち屋内収容物移動・転倒、 重傷者数 約 5,500 約 9,500 約 6,500 

屋内落下物）  (約 1,000) (約 1,000) (約 600) 
  軽傷者数 約 26,000 約 27,000 約 23,000 
   (約 5,100) (約 4,200) (約 4,100) 

浸
水
・
津
波 

早期避難率高 

＋呼びかけ 

死者数 約 500 約 200 約 300 

重傷者数 - - - 

軽傷者数 約 10 約 10 約 10 

早期避難率低 

死者数 約 2,800 約 2,100 約 2,200 

重傷者数 約 100 約 100 約 100 

軽傷者数 約 200 約 200 約 200 

がけ崩れ等 

死者数 約 60 約 20 約 40 

重傷者数 約 40 約 20 約 30 

軽傷者数 約 40 約 20 約 30 

火災 

死者数 約 50 約 20 約 500 

重傷者数 約 20 約 20 約 300 

軽傷者数 約 50 約 40 約 800 

ブロック塀等の転倒、 

屋外落下物等 

死者数 - - 約 10 

重傷者数 - 約 70 約 200 

軽傷者数 約 10 約 100 約 300 

死
傷
者
数
合
計 

早期避難率高 

+呼びかけ 

死者数 約 2,900 約 1,700 約 2,700 

重傷者数 約 5,500 約 9,600 約 7,000 

軽傷者数 約 26,000 約 27,000 約 24,000 

早期避難率低 

死者数 約 5,300 約 3,600 約 4,600 

重傷者数 約 5,700 約 9,800 約 7,100 

軽傷者数 約 26,000 約 27,000 約 24,000 

人口 約 7,543,000 約 7,747,000 約 7,760,000 

地震動による自力脱出困難者

数・津波による要救助者数 

地震動 約 17,000 約 20,000 約 18,000 

津波 約 5,700 約 5,200 約 5,500 
注）端数処理のため合計が各数値の和に一致しない場合がある。 
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表 3-16 人的被害（死者数）（過去地震最大モデル） 

（被害最大となる冬・深夜発災、早期避難率低、風速 5m/s）（人） 

 建物倒壊等 浸水・津波 

がけ崩れ等 火災 死者計 
 

（うち屋内 
収容物移動 
・転倒、 

屋内落下物） 

 
（うち 

自力脱出 
困難） 

（うち 
逃げ遅れ） 

死者数 
約 2,400 
（0.03%） 

約 200 
（0.003%） 

約 2,800 
（0.04%） 

約 400 
（0.005%） 

約 2,400 
（0.03%） 

約 60 
（0.001%） 

約 50 
（0.001%） 

約 5,300 
（0.07％） 

 

（冬・深夜発災、早期避難率高＋呼びかけ、風速 5m/s）（人） 

 建物倒壊等 浸水・津波 

がけ崩れ等 火災 死者計 
 

（うち屋内 
収容物移動 
・転倒、 

屋内落下物） 

 
（うち 

自力脱出 
困難） 

（うち 
逃げ遅れ） 

死者数 
約 2,400 
（0.03%） 

約 200 
（0.003%） 

約 500 
（0.006%） 

約 400 
（0.005%） 

約 60 
（0.001%） 

約 60 
（0.001%） 

約 50 
（0.001%） 

約 2,900 
（0.04％） 

注）（ ）内の数値は死者率＝要因別の死者数／人口 
注）端数処理のため合計が各数値の和に一致しない場合がある。 

 

（参考）愛知県（2014）の想定結果（死者数）（冬・深夜発災、早期避難率低、風速 5m/s）（人） 

 建物倒壊等 浸水・津波 

がけ崩れ等 火災 死者計 
 

（うち屋内 
収容物移動 
・転倒、 

屋内落下物） 

 
（うち 

自力脱出 
困難） 

（うち 
逃げ遅れ） 

死者数 約 2,400 約 200 約 3,900 約 800 約 3,100 約 50 約 90 約 6,400 
注）端数処理のため合計が各数値の和に一致しない場合がある。 

 

(2) 理論上最大モデル 

地震動：陸側ケース、津波：ケース①、冬・深夜発災、早期避難率低の場合に死者数が最大とな

り、県全体で約 27,000 人と推計される。要因別では、浸水・津波による死者数が約 14,000 人となっ

ており、全体の約 52％に上る。また、建物倒壊等による死者数が約 12,000 人となっており、全体の

約 43％に上る。 

建物倒壊等による死者数は、建替や耐震改修等により耐震性を備えた建物が増加したことにより、

揺れによる全壊棟数が減少したため、前回調査より減少した。 

浸水・津波による死者数は、揺れによる全壊棟数の減少により自力脱出困難者は減少するものの、

歩行速度の設定を変更したことなどにより、前回調査より増加した。なお、冬・深夜において、早期

避難の意識が高まった場合、早期避難率が低い場合に比べて 6 割程度減少する。 
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表 3-17 人的被害（死者数）（理論上最大モデル）（冬・深夜発災、早期避難率低、風速 5m/s）（人） 

ケース 

建物倒壊等 浸水・津波 
がけ 

崩れ等 
火災 

ブロック塀・自動

販売機の転倒、屋

外落下物等 

合計  
（うち屋内収容
物移動・転倒、

屋内落下物） 

 （うち自力脱

出困難） 

地
震
：
陸
側 

津波：ケース① 

約12,000  約800  

約14,000  約4,100  

約 80 

約1,300  

－ 

約27,000  

津波：ケース⑥ 約12,000  約4,000  約1,300  約25,000  

津波：ケース⑦ 約9,400  約3,800  約1,300  約22,000  

津波：ケース⑧ 約13,000  約4,000  約1,300  約26,000  

津波：ケース⑨ 約12,000  約4,000  約1,300  約25,000  

地
震
：
東
側 

津波：ケース① 

約8,800  約700  

約12,000  約2,400  

約 60 

約900  

－ 

約22,000  

津波：ケース⑥ 約11,000  約2,400  約900  約20,000  

津波：ケース⑦ 約7,800  約2,100  約1,000  約18,000  

津波：ケース⑧ 約11,000  約2,300  約900  約21,000  

津波：ケース⑨ 約11,000  約2,200  約1,000  約21,000  

注）端数処理のため合計が各数値の和に一致しない場合がある。 
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表 3-18 人的被害 総括表（理論上最大モデル）（地震動：陸側、津波：ケース①、風速 5m/s）（人） 

項目  冬・深夜 夏・昼 冬・夕方 

建物倒壊等 
死者数 約 12,000 約 6,100 約 8,800 

 (約 800) (約 500) (約 600) 

（うち屋内収容物移動・転倒、 重傷者数 約 23,000 約 33,000 約 24,000 

屋内落下物）  (約 3,700) (約 3,000) (約 2,400) 
  軽傷者数 約 59,000 約 67,000 約 55,000 
   (約 14,000) (約 12,000) (約 11,000) 

浸
水
・
津
波 

早期避難率高 

＋呼びかけ 

死者数 約 5,200 約 2,200 約 3,500 

重傷者数 約 400 約 300 約 300 

軽傷者数 約 800 約 600 約 700 

早期避難率低 

死者数 約 14,000 約 8,800 約 10,000 

重傷者数 約 800 約 700 約 700 

軽傷者数 約 1,500 約 1,400 約 1,400 

がけ崩れ等 

死者数 約 80 約 30 約 60 

重傷者数 約 40 約 20 約 40 

軽傷者数 約 50 約 20 約 40 

火災 

死者数 約 1,300 約 500 約 2,500 

重傷者数 約 600 約 600 約 1,600 

軽傷者数 約 1,400 約 1,400 約 4,200 

ブロック塀等の転倒、 

屋外落下物等 

死者数 - 約 10 約 40 

重傷者数 約 10 約 200 約 500 

軽傷者数 約 90 約 400 約 800 

死
傷
者
数
合
計 

早期避難率高 

+呼びかけ 

死者数 約 18,000 約 8,900 約 15,000 

重傷者数 約 24,000 約 34,000 約 26,000 

軽傷者数 約 62,000 約 70,000 約 60,000 

早期避難率低 

死者数 約 27,000 約 15,000 約 22,000 

重傷者数 約 24,000 約 35,000 約 27,000 

軽傷者数 約 62,000 約 71,000 約 61,000 

人口 約 7,543,000 約 7,747,000 約 7,760,000 

地震動による自力脱出困難者

数・津波による要救助者数 

地震動 約 71,000 約 72,000 約 70,000 

津波 約 41,000 約 36,000 約 38,000 
注）端数処理のため合計が各数値の和に一致しない場合がある。 
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表 3-19 人的被害 総括表（理論上最大モデル）（地震動：東側、津波：ケース①、風速 5m/s）（人） 

項目  冬・深夜 夏・昼 冬・夕方 

建物倒壊等 
死者数 約 8,800 約 5,100 約 7,000 

 (約 700) (約 500) (約 500) 

（うち屋内収容物移動・転倒、 重傷者数 約 19,000 約 32,000 約 22,000 

屋内落下物）  (約 2,800) (約 2,400) (約 1,800) 
  軽傷者数 約 53,000 約 64,000 約 50,000 
   (約 11,000) (約 9,400) (約 9,200) 

浸
水
・
津
波 

早期避難率高 

＋呼びかけ 

死者数 約 3,500 約 1,600 約 2,400 

重傷者数 約 400 約 300 約 300 

軽傷者数 約 800 約 600 約 700 

早期避難率低 

死者数 約 12,000 約 8,200 約 9,300 

重傷者数 約 800 約 700 約 700 

軽傷者数 約 1,500 約 1,400 約 1,400 

がけ崩れ等 

死者数 約 60 約 20 約 40 

重傷者数 約 40 約 20 約 30 

軽傷者数 約 40 約 20 約 30 

火災 

死者数 約 900 約 300 約 1,900 

重傷者数 約 400 約 400 約 1,300 

軽傷者数 約 1,000 約 1,100 約 3,300 

ブロック塀等の転倒、 

屋外落下物等 

死者数 - 約 10 約 30 

重傷者数 約 10 約 200 約 400 

軽傷者数 約 80 約 300 約 600 

死
傷
者
数
合
計 

早期避難率高 

+呼びかけ 

死者数 約 13,000 約 7,200 約 11,000 

重傷者数 約 20,000 約 33,000 約 24,000 

軽傷者数 約 55,000 約 66,000 約 55,000 

早期避難率低 

死者数 約 22,000 約 14,000 約 18,000 

重傷者数 約 21,000 約 33,000 約 25,000 

軽傷者数 約 55,000 約 66,000 約 56,000 

人口 約 7,543,000 約 7,747,000 約 7,760,000 

地震動による自力脱出困難者

数・津波による要救助者数 

地震動 約 64,000 約 71,000 約 66,000 

津波 約 41,000 約 36,000 約 38,000 
注）端数処理のため合計が各数値の和に一致しない場合がある。 

 

表 3-20 人的被害（死者数）（理論上最大モデル） 

（被害最大となる津波ケース①、冬・深夜発災、早期避難率低、風速 5m/s）（人） 

死者数 

建物倒壊等 浸水・津波 
がけ 

崩れ等 
火災 死者計 

 

（うち 
屋内収容物 

移動・転倒、 
屋内落下物） 

 
（うち 

自力脱出 
困難） 

（うち 
逃げ遅れ） 

地震動： 

陸側 
約 12,000 
（0.16%） 

約 800 
（0.01%） 

約 14,000 
（0.19%） 

約 4,100 
（0.05%） 

約 9,900 
（0.13%） 

約 80 
（0.001%） 

約 1,300 
（0.02%） 

約 27,000 
（0.36%） 

地震動： 

東側 
約 8,800 
（0.12%） 

約 700 
（0.01%） 

約 12,000 
（0.16%） 

約 2,400 
（0.03%） 

約 9,900 

（0.13%） 
約 60 

（0.001%） 
約 900 

（0.01%） 
約 22,000 
（0.29%） 
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（津波ケース①、冬・深夜発災、早期避難率高＋呼びかけ、風速 5m/s）（人） 

死者数 

建物倒壊等 浸水・津波 
がけ 

崩れ等 
火災 死者計 

 

（うち 
屋内収容物 

移動・転倒、 
屋内落下物） 

 
（うち 

自力脱出 
困難） 

（うち 
逃げ遅れ） 

地震動： 

陸側 
約 12,000 
（0.15%） 

約 800 
（0.01%） 

約 5,200 
（0.07%） 

約 4,100 
（0.05%） 

約 1,100 
（0.01%） 

約 80 
（0.001%） 

約 1,300 
（0.02%） 

約 18,000 
（0.24%） 

地震動： 

東側 
約 8,800 
（0.12%） 

約 700 
（0.01%） 

約 3,500 
（0.04%） 

約 2,400 
（0.03%） 

約 1,100 

（0.01%） 
約 60 

（0.001%） 
約 900 

（0.01%） 
約 13,000 
（0.18%） 

注）（ ）内の数値は死者率＝要因別の死者数／人口 
注）端数処理のため合計が各数値の和に一致しない場合がある。 

 

（参考）愛知県（2014）の想定結果（死者数） 

（津波ケース①、冬・深夜発災、早期避難率低、風速 5m/s）（人） 

死者数 

建物倒壊等 浸水・津波 
がけ 

崩れ等 
火災 死者計 

 

（うち 
屋内収容物 

移動・転倒、 
屋内落下物） 

 
（うち 

自力脱出 
困難） 

（うち 
逃げ遅れ） 

地震動： 

陸側 
約 14,000 約 1,000 約 13,000 約 5,500 約 7,100 約 70 約 2,400 約 29,000 

地震動： 

東側 
約 9,900 約 800 約 10,000 約 2,900 約 7,200 約 50 約 1,700 約 22,000 

注）端数処理のため合計が各数値の和に一致しない場合がある。 

 

（参考）中央防災会議の想定結果 

（地震動：陸側、津波：ケース①、冬・深夜発災、早期避難率低、風速 8m/s）（人） 

死者数 

建物倒壊等 

津波 
急傾斜地 

崩壊 
火災 

ブロック塀・

自動販売機の

転倒、屋外落

下物 

合計 

（参考） 

堤防・水 

門が機能 

不全によ 

る増分 

 

（うち屋内収

容物移動・転
倒、屋内落下
物） 

愛知県 約 14,000 約 1,200 約 2,900 約 40 約 2,000 － 約 19,000 約 3,500 

全国計 約 73,000 約 5,300 約 215,000 約 600 約 8,700 約 20 約 298,000 約 14,000 
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3.3. 【参考】建物更新等による建物被害・人的被害の変化の試算 

 

前回調査以降の建物更新及び住宅耐震改修による、揺れ・液状化による建物被害・人的被害の変化

について試算した。 

(1)試算条件 

試算内容 揺れ・液状化による全壊棟数、建物倒壊等による死者数 

試算に用いたハザード 愛知県（2014）の地震動、液状化による地盤沈下量 

試算に用いた建物データ 2024 年度に市町村から収集した固定資産課税台帳及び公共

建築物データ（今回調査に用いた建物データ、前回調査は

2012 年度収集） 

試算に用いた住宅耐震改修データ 愛知県の耐震改修補助制度を活用した耐震改修実績 

 

(2)試算結果 

前回調査以降の建物更新及び住宅耐震改修による、揺れ・液状化による建物被害・人的被害の変化

の試算結果を表 3-21、表 3-22 に示す。 

新築年棟数割合の増加、耐震改修の進捗により、揺れによる全壊棟数は過去地震最大モデルで約

6,000 棟、理論上最大モデル（陸側ケース）で約 31,000 棟減少した。また、液状化による全壊棟数

は、過去地震最大モデルで約 4,000 棟、理論上最大モデル（陸側ケース）で約 3,000 棟減少した。 

建物倒壊等による死者数は、冬・深夜発災の場合、過去地震最大モデルで約 400 人、理論上最大モ

デル（陸側ケース）で約 3,000 人減少した。 

 

表 3-21 揺れ・液状化による全壊棟数の変化 

 過去地震最大モデル 理論上最大モデル（陸側ケース） 

揺れ 液状化 揺れ 液状化 

愛知県（2014） 約 47,000 棟 約 16,000 棟 約 242,000 棟 約 16,000 棟 

試算結果 約 41,000 棟 約 12,000 棟 約 211,000 棟 約 13,000 棟 

増減（試算-前回） ▲約 6,000 棟 ▲約 4,000 棟 ▲約 31,000 棟 ▲約 3,000 棟 

 

表 3-22 建物倒壊等による死者数の変化 

 過去地震最大モデル 理論上最大モデル（陸側ケース） 

冬・深夜 夏・昼 冬・深夜 夏・昼 

愛知県（2014） 約 2,400 人 約 1,200 人 約 14,000 人 約 6,000 人 

試算結果 約 2,000 人 約 1,100 人 約 11,000 人 約 5,700 人 

増減（試算-前回） ▲約 400 人 ▲約 100 人 ▲約 3,000 人 ▲約 300 人 
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4. ライフライン被害 

4.1. 上水道 

(1) 予測手法 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。なお、愛知県（2014）も同様の手法である。 

具体的には、地震発生直後、1 日後、1 週間後、1 か月後の断水人口を想定した。断水人口の評価

にあたっては、1)津波の影響、2)停電の影響、3)管路被害を考慮した。 

上水道被害の推計フローを図 4-1 に示す。 

 

図 4-1 上水道被害の推計フロー  



 

 

3-52 

1)津波の影響 

浄水場の位置データと津波浸水の結果を基に、少しでも浸水があれば当該浄水場の供給エリアで断

水が発生するものとした。 

浸水した浄水場については、東日本大震災における実例をもとに、60 日で復旧するものとした。 

 

2)停電の影響 

電力事業者の電力供給が停止する期間、及び非常用発電機の稼働期間を踏まえ、停電の有無を判定

した。停電が発生する期間中は当該浄水場の供給エリアで断水が発生するものとする。「停電率が

50％以上、かつ非常用発電機の稼働期間外である」以外の場合については、浄水場が機能するものと

した。 

 

3)管路被害 

上記の津波、停電双方の影響がないと判定された給水人口について、以下の断水率を適用した。

神戸市水道局（1996）の事例より、外部支援（給水等ではなく、特に道路上の作業を伴う復旧）受

け入れが最初のピークを迎える週は、ほぼ 3 週間目であるが、本調査では、厚生労働省（2013）の

事例、東日本大震災の反省を踏まえた事前の受援体制整備効果等も見込み、これを 2 週間目と設定

した。このことを踏まえ、外部応援による復旧作業が本格化する 2 週間目までと、2 週間後以降

（15 日目以降）の断水率を以下のとおり設定した。 

 

①地震直後～14 日後の断水率 

川上（1996）の式を基に、以下のとおり設定した。X は水道管の被害率[件/km]である。 

被災 3 日～2 週間後の混乱期については、この間の非線型的な断水率推計に資する十分なデータが

限られていることから線形補完による処理を行った。ただし、上水道技術系職員等の判断により、２

週間以内の復旧作業について、被害が軽微で復旧効果の上がる地区から優先的に進められるなどの措

置がとられた場合には、より迅速な復旧が図られる可能性もある。 

 

表 4-1 地震直後～14 日後の断水率 

地震後経過日数 断水率 

直後 1 / (1 + 0.0473 × X-1.61) 

1 日後 1 / (1 + 0.307 × X-1.17) 

2 日後 1 / (1 + 0.319 × X-1.18) 

（3 日～14 日後） （2 日後及び 15 日後の断水率を線形補完） 

（出典）「震度、被害率、断水率の関係」、土木学会第 53 回年次学術講演会（平成 10 年 10 月）、川上英二 
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水道管の被害率 X[件/km]は、水道技術研究センター（2013）を用いて、以下のとおり推計した。 

 

表 4-2 管路被害予測式 

地震による管路被害予測式 

液状化の情報を有していない場合、又は 液状化

の可能性がない場合の被害予測式 

液状化の情報を有しており、かつ 液状化の可能

性ありの場合の被害予測式（PL＞15 の場合） 

X=Cp×Cd×Cg×R(v) X =Cp×Cd×RL 

X ：推定被害率 [件/km] X ：推定被害率 [件/km] 

Cp：管種・継手補正係数 Cp：管種・継手補正係数 

Cd：口径補正係数 Cd：口径補正係数 

Cg：微地形補正係数 RL：標準液状化被害率 [件/km] 

R(v)：標準被害率 [件/km]     RL＝5.5 

R(v) =9.92×10－3×(v－15)1.14  

v ：地震動の地表最大速度(cm/s) 
 

（ただし、15≦v＜120） 
 

（出典）「地震による管路被害予測の確立に向けた研究報告書【概要版】」（2013 年 3 月） 

 

②地震 15 日後以降の断水率 

15 日後以降の断水率は以下のとおり設定した。 

以下表のうち、復旧作業員数は他県からの応援も含む。愛知県、他県、それぞれの応援職員を、前

日までの被害箇所数の比率に応じて振り分けを行うものとした。 

 

表 4-3 地震後 15 日後以降の断水率 

地震後経過日数 断水率 

15 日後 配水管の被害箇所数 ÷ 配水管数（制水弁数） 

16 日後以降 
15 日後の断水率 ×（前日の断水箇所数 － 復旧作業員数 ÷ 復旧 1 箇所あ

たり必要人日）÷ 15 日後の断水箇所数 

 

なお、復旧作業員数について、日本水道協会中部地方支部（2008）を参考に、各市町の上水道技術

系職員 1 名につき、6 名の作業員（協力業者）が調達できるとした。 

また、復旧 1 箇所あたり必要人日（応急復旧原単位）は 3.2 人日（／被害箇所）とした。 

 

(2) 予測結果 

管路被害により、発災直後で、最大約 698 万 1 千人、給水人口の約 9 割が断水すると推計され

た。また、需要家（津波により被災した需要家を除く）の 95％が復旧するのに約 8 週間を要する。

なお、浄水場の津波浸水による断水は発生せず、また電力も 1 週間程度で応急復旧する。 

県西部等、液状化の可能性が高いと予測される地域では、95％が復旧するのに 2 か月以上要する

など、断水被害が長期にわたることが想定される。 
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表 4-4 上水道被害予測結果（過去地震最大モデル、冬・夕方） 

 
管路延長 

（㎞） 

被害箇所数 

（件） 

被害率 

（件/㎞） 

断水率（％） 

直後 1 日後 1 週間後 1 か月後 

県計 約 47,000 約 141,000 3.0 94％ 85％ 53％ 9％ 

 

 給水人口 
断水人口（人） 

直後 1 日後 1 週間後 1 か月後 

県計 約 7,459,000 約 6,981,000 約 6,353,000 約 3,970,000 約 666,000 

 

 

図 4-2 県全体の断水人口及び断水率（過去地震最大モデル、冬・夕方） 
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4.2. 下水道 

(1) 予測手法 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。なお、愛知県（2014）も同様の手法である。 

具体的には、1)津波の影響、2)停電の影響、3)管路被害（＝被害延長）を考慮し、地震発生直後、

1 日後、1 週間後、1 か月後の機能支障人口を推計した。 

下水道被害の推計フローを図 4-3 に示す。 

 

図 4-3 下水道被害の推計フロー 
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1)津波の影響 

下水処理場の位置データと津波浸水の結果を基に、少しでも浸水があれば機能停止に至るものと評

価した。 

浸水した処理場については、東日本大震災時に浸水した 15 箇所の処理場の応急復旧完了率（発災

後の応急復旧完了処理場／15）を、浸水した個々の処理場の以下の日数後の機能回復率として適用し

た。 

表 4-5 機能回復率 

日数 機能回復率 

7 日後 13％ 

14 日後 33％ 

21 日後 67％ 

28 日後 87％ 

35 日後 87％ 

42 日後 100％ 

 

2)停電の影響 

電力事業者の電力供給が停止する期間、及び非常用発電機の稼働期間を踏まえ、停電の有無を判定

した。下水処理場が停電する場合には、管轄エリアで機能支障が発生するものとした。 

「停電率が 50％以上、かつ非常用発電機の稼働期間外である」以外の場合については、下水処理

場が機能するものとした。 
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3)管路被害 

上記の津波、停電双方の影響がないと判定された下水処理の利用可能人口（※）について、管路

被害による機能支障人口を推計した。 

管路被害については、大規模地震による下水道被害想定検討委員会の「大規模地震による被害想

定手法及び被害想定結果の活用方法に関するマニュアル（2006 年 3 月）」の評価モデルを基に、レ

ベル 1 地震動相当の手法を本調査の過去地震最大モデルの場合の被害に適用し、次表の管路被害率

（液状化危険度別、震度階級別、管種別の平均被害率）を用いて、250m メッシュ単位で評価した。 

また、管路被害による機能支障人口は、利用可能人口（※）に対して上記で得られる管路被害率

を乗じて推計した。 

 

表 4-6 液状化危険度別、震度階級別、管種別の平均被害率 

管種 
液状化 

危険度 

震度階級 5 弱 5 強 6 弱 6 強 7 

計測震度基準値 4.75 5.25 5.75 6.25 6.75 

塩ビ管 

陶管 
A～D ALL 1.0% 2.3% 5.1% 11.3% 24.9% 

その他 

の管 

A 15＜PL 0.6% 1.3% 3.0% 6.5% 14.5% 

B 5＜PL≦15 0.5% 1.0% 2.2% 4.8% 10.6% 

C 0＜PL≦5 0.4% 0.9% 2.0% 4.5% 9.8% 

D PL＝0 0.4% 0.9% 1.9% 4.2% 9.2% 

（出典）国土交通省「大規模地震による下水道被害想定検討委員会」資料 4“管路施設の被害予測手法について” 

 

管路被害による機能支障人口 

＝管路被害率 × 利用可能人口（※） 

＝管路被害率 × 復旧対象人口＊ ×（ 1 － 施設被害による機能支障人口 ／ 処理人口） 

＝管路被害率 × 処理人口 ×（ 1 － 津波による建物全壊率）×（ 1 － 施設被害による機能

支障人口 ／ 処理人口） 

（＊）復旧対象人口＝津波による建物全壊の影響を受けなかった処理人口 

 

未修復管路延長は、「前日の未修復管路延長 － 復旧班数 × 1 日あたり復旧効率」とした。 

なお、復旧作業員は他県からの応援も含むものとし、前日までの各市町村の未修復管路延長の比率

に応じて振り分けを行うものとした。 

また、一日あたりの復旧効率は、内閣府（2008）から、400［m/班］（応急復旧原単位）とした。 
（出典）内閣府中央防災会議東南海、南海地震等に関する専門調査会（第 34 回）（平成 20 年 5 月 14 日）資料 3“中部圏・近畿

圏の内陸地震に係る被害想定手法（案）について～交通被害、ライフライン被害、孤立集落の発生など～”p.24 
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(2) 予測結果 

停電及び管路被害により、発災 1 日後で、最大約 344 万７千人、処理人口の約 6 割が利用困難とな

ると推計された。なお、処理場の津波被害はない。また、需要家（津波により被災した需要家を除

く）の 95％が復旧するのに約 1 週間を要する。 

 

 

表 4-7 下水道被害予測結果（過去地震最大モデル、冬・夕方） 

 
管路延長 

（㎞） 

被害延長 

（㎞） 

被害率 

（％） 

県計 約 30,000 約 1,100 4％ 

 

 処理人口 
機能支障率（％） 機能支障人口（人） 

直後 1 日後 1 週間後 1 か月後 直後 1 日後 1 週間後 1 か月後 

県計 約 6,164,000 10％ 56％ 1％ 0％ 約 639,000 約 3,447,000 約 42,000 約 5,100 

 

 

図 4-4 県全体の下水道機能支障人口及び機能支障率（過去地震最大モデル、冬・夕方） 
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4.3. 電力 

(1) 予測手法 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。なお、愛知県（2014）も同様の手法である。 

具体的には、津波浸水の影響として、架空線の被害は津波による建物全壊率により推計し、地中

線は地上構造物の浸水有無で判定した。揺れの影響として、火災延焼エリアの停電軒数は建物焼失

率により推計し、それ以外のエリアについて建物被害や揺れによる電柱被害に起因する停電軒数を

推計した。需給バランスの不均衡等に起因した停電に関しては、阪神・淡路大震災及び東日本大震

災における復旧状況を考慮して推計した。今回も前回手法を踏襲した。 

電力被害の推計フローを図 4-5 に示す。 

 
図 4-5 電力被害の推計フロー  

電灯軒数
（メッシュ単位）

津波浸水の影響（電線被害）

建物全壊による停電率
（＝津波による建物全壊率）

地中供給電灯軒数
（メッシュ単位）

浸水判定
（浸水がある場合は停電）

供給可能な
地中供給電灯軒数
（津波被害なし）

停電軒数①
（津波による地中線被害）

停電軒数②
（津波による架空線被害）供給可能軒数

（津波被害なし）

電灯軒数
（火災延焼エリア内）

電柱本数 地中電灯供給軒数 電灯軒数

火災延焼による
建物焼失棟数率

非延焼電柱本数

建物全壊による
電柱折損率

揺れによる
電柱折損率

電柱折損本数

電柱被害1本
当たりの停電軒数

延焼エリア停電軒数
非延焼エリア
停電軒数

地下エリア停電軒数

配電線被害による
停電軒数

需給バランス等に
起因した停電軒数

津波浸水、震度区
分別の停電率

①配電線被害による停電
②需給バランス等に

起因した停電

揺れの影響（電線被害）

Ａ：火災延焼エリア Ｂ：非延焼エリア Ｃ：地下エリア

停電軒数③
（火災・揺れ等による被害）

被害量の大きい方を実効値
とする。

停電軒数
（＝①＋②＋③）

（注）

建物全壊による
電柱折損数

揺れによる
電柱折損数

地中整備用の路上
設置危機の建物全
壊による損壊率

（注）延焼エリア停電件数＝電灯軒数×〔火災延焼による建物焼失棟数率〕
非延焼電柱本数＝電柱本数×（１－〔火災延焼による建物焼失棟数率〕）
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① 浸水による配電線被害 

以下の式により推計した。 

津波による架空線の被害によって生じる停電軒数＝電灯軒数 ×津波による建物全壊率 

   津波による地中線の被害によって生じる停電軒数＝浸水メッシュ内の地中電灯軒数  

（注）津波によりある変電所が機能停止しても、特定の需要家の停電と結びつけた評価は難しいこ

と、及び変電所が機能停止したとしても周辺の需要家だけが生き残って停電している状況は極

めて稀と考えられること等から、最終的な需要家の停電に対しては配電系の影響が支配的であ

ると考え、停電の想定では主に配電線被害を考慮した。 

 

② 火災、揺れ・液状化による配電線被害 

A) 火災延焼エリア 

火災延焼による建物焼失棟数率から延焼エリア停電軒数を算出した。 

延焼エリア停電軒数＝火災延焼による建物焼失棟数率 ×津波被害を除いた電灯軒数 

B) 非延焼エリア 

津波・火災被害を受けなかった電柱本数に対し、阪神・淡路大震災等の実績に基づいた

震度による揺れ・液状化による電柱折損率をかけ、非延焼エリアの停電軒数を算出した。 

非延焼電柱本数＝(1－火災延焼による建物焼失棟数率) ×津波被害を除いた電柱本数 

電柱折損本数＝建物全壊による電柱折損本数 +揺れ・液状化による電柱折損本数 

 建物全壊による電柱折損本数＝非延焼電柱本数 ×建物全壊による電柱折損本率 

 揺れ・液状化による電柱折損本数＝非延焼電柱本数 ×

揺れ・液状化による電柱折損率 ×補正係数 

なお、配電線の復旧については、過去の震災における復旧の実績に基づき、3.6 人日／本で復

旧するものとした。また、津波の影響による需要の喪失は一定期間続くため、津波により被災

した需要家は復旧対象から除外した。 

 

③ 需給バランスの不均衡等に起因した停電 

発災直後の供給ネットワークの不安定な状態（需給バランスの不均衡等）に起因するもので

あり、所要の点検が済み次第速やかに復旧される。このため、復旧率を阪神・淡路大震災及び

東日本大震災における復旧状況を考慮し、津波浸水の有無及び震度区分別で復旧率を表 4-8 の

とおり定めた。 

 

表 4-8 津波浸水の有無及び震度区分別の復旧率 

震度・津波区分 
停電率 

適用事例 
直後 1 日後 2 日後 3 日後 4 日後 5 日後 

津波あり・6 強以上 88.8% 80.4% 68.5% 46.2% 0.0% 0.0% 宮城県（震度 6 強以上） 

津波あり・6 弱 88.8% 77.7% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 岩手県（震度 6 弱） 

津波あり・5 強 88.8% 41.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 青森県（震度 5 強） 

津波なし・6 強以上 88.8% 13.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 阪神・淡路大震災 

津波なし・6 弱 88.8% 13.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 阪神・淡路大震災 

津波なし・5 強 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 阪神・淡路大震災 
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最後に、以下の式により停電率を求めた。 

停電率=(1-需給バランスの不均衡等に起因した停電率) 

×（①②で求めた停電軒数を電灯軒数で割り算出した津波被害・配電被害による停電

率）＋需給バランスの不均衡等に起因した停電率 

 

(2) 予測結果 

需給バランスの不均衡等により、発災直後で、需要家数の約 9 割が停電すると推計された。ま

た、需要家（津波により被災した需要家を除く）の 95％が復旧するのに約 1 週間を要する。 

表 4-9 電力被害予測結果（過去地震最大モデル、冬・夕方） 

停電率 

直後 約 89％ 

1 日後 約 81％ 

4 日後 約 1％ 

1 週間後 約 1％ 

復旧期間 1 週間程度 

 

 

図 4-6 県全体の停電率の推移（過去地震最大モデル、冬・夕方） 
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（参考）ライフラインの相互依存関係 

発電所は、発電所に供給される工業用水が停止することにより稼働が停止する恐れがある。一方

で、工業用水を供給する浄水場等も停電が生じると稼働が停止し、工業用水を発電所に供給できなく

なる。このように、ライフラインは相互に依存しており、稼働が停止すると、他のライフラインも連

鎖的に停止するおそれがある。被害想定では、ライフラインの相互依存性を定量的に考慮できていな

い点に留意が必要である。 

 

【参考】ライフラインの相互依存関係を示した図 

 

（出典）中央防災会議（2025） 

図 4-7 （参考）ライフラインの相互依存関係 
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4.4. 通信 

(1) 予測手法 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。なお、愛知県（2014）も同様の手法である。 

具体的には、津波浸水影響として、架空線の被害は津波による建物全壊率により推計し、地中線

は地上構造物の浸水有無で判定した。揺れの影響として、火災延焼エリアの不通回線数は建物焼失

率により推計し、それ以外のエリアについて建物被害や揺れによる電柱被害に起因する不通回線数

を推計した。携帯電話に関しては、固定電話の不通回線率及び停電影響による停波基地局率により

不通ランクを評価した。通信被害の推計フローを図 4-8 に示す。 

 
図 4-8 通信被害の推計フロー  



 

 

3-64 

a） 固定電話 

① 津波による固定電話・インターネット被害 

以下の式により計算する。 

津波による不通回線数＝回線数 ×津波による建物全壊率 

 

② 配電線被害による固定電話・インターネット被害 

A) 火災延焼エリア 

火災延焼による建物焼失棟数率から延焼エリア不通回線数を算出する。 

延焼エリア不通回線数＝火災延焼による建物焼失棟数率 ×津波被害を除いた回線数 

B) 非延焼エリア 

まず、非延焼電柱本数を算出する。 

非延焼電柱本数＝(1－火災延焼による建物焼失棟数率) ×津波被害を除いた電柱本数 

電柱折損本数＝建物全壊による電柱折損本数 +揺れ・液状化による電柱折損本数 

 建物全壊による電柱折損本数＝非延焼電柱本数 ×建物全壊による電柱折損本率 

 揺れ・液状化による電柱折損本数＝ 

非延焼電柱本 ×揺れ・液状化による電柱折損率 ×補正係数 

その後、電柱折損本数から非延焼エリア不通回線数を算出する。 

非延焼エリア不通回線数＝電柱折損本数 ×電柱被害 1 本当たりの不通回線数 

 

③ 停電による被害 

停電による不通回線数＝津波被害・揺れ被害を除いた不通回線数 ×停電率 

により計算する。屋外設備被害の復旧については、東日本大震災における通信事業者の復旧

の実績を踏まえ、以下の条件のもとで復旧日数を設定する。停電による被害は、需要家側の停

電による被害であるため電力の復旧に合わせて復旧するものとする。 

 発災直後の一日間は初動対応、調査、調整のため復旧はない。 

 電柱被害本数に応じて復旧日数が長期化する。（10 本未満：2 日間、10 本以上：7 日間） 

 津波浸水による被害が大きい場合は 50 日間をもって屋外設備被害の復旧を完了する。 

また、津波の影響による需要の喪失は一定期間続くため、津波により被災した需要家数は復

旧対象から除外する。 

 

最後に、以下の式により停電率を求めた。 

不通回線率 ＝ （①②③で求めた不通回線数）/全回線数 

 

b） 携帯電話 

停電による基地局被害と固定回線の不通回線被害から停波基地局率を算出する。また、携帯

電話の繋がりにくさを示す携帯電話不通ランクで影響を評価する。携帯電話不通ランクの評価

については、停電率と不通回線率から従来の被害想定と同様の評価基準（表 4-10）により、ラ

ンク A～C の範囲で判定する。 

 停波基地局率＝1－（1－停電による基地局被害率）×（1－固定回線の不通回線率）  
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表 4-10 携帯電話不通ランク 

ランク A:非常につながりにくい 停電率・不通回線率の少なくとも一方が 50％超 

ランク B:つながりにくい 停電率・不通回線率の少なくとも一方が 40％超 

ランク C:ややつながりにくい 停電率・不通回線率の少なくとも一方が 30％超 

 

(2) 予測結果 

a） 固定電話 

停電により、発災直後で、需要回線数の約 9 割が通話支障となると推計された。また、需要家

（津波により被災した需要家を除く）の 95％が復旧するのに約 1 週間を要する。 

表 4-11 固定電話被害予測結果（過去地震最大モデル、冬・夕方） 

不通回線率 

直後 約 89％ 

1 日後 約 81％ 

1 週間後 約 2％ 

1 か月後 約 2％ 

復旧期間 1 週間程度 

 

 
図 4-9 県全体の固定電話不通回線率の推移（過去地震最大モデル、冬・夕方） 
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b） 携帯電話 

基地局の非常用電源による電力供給の停止により、発災 1 日後で、停波基地局率が最大約 8 割に

達すると推計された。また、需要家（津波により被災した需要家を除く）の 95％が復旧するのに約 1

週間を要する。 

表 4-12 携帯電話被害予測結果（過去地震最大モデル、冬・夕方） 

停波基地局率 

（不通ランク） 

直後 約 1％（－） 

1 日後 約 81％（A） 

4 日後 約 3％（－） 

1 週間後 約 2％（－） 

復旧期間 1 週間程度 

 

 

図 4-10 県全体の携帯電話停波基地局率の推移（過去地震最大モデル、冬・夕方） 
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4.5. ガス（都市ガス・LP ガス） 

(1) 予測手法 

a） 都市ガス 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。なお、愛知県（2014）も同様の手法である。 

具体的には、1)津波による施設被害、2)停電による施設被害、3)安全措置としての供給停止を考

慮し、地震発生直後、1 日後、1 週間後、1 か月後の供給停止戸数等を推計した。施設被害として

は、製造設備の津波浸水及び及び停電による停止判定を考慮して製造設備停止による供給停止戸数

を推計した。また、安全措置による供給停止としては、地震動の SI 値を用いて供給停止基準値を

超過する供給ブロック単位での供給停止判定を行い、それに伴う供給停止戸数を推計した。推計フ

ローを図 4-11 に示す。 

 

  
図 4-11 都市ガス被害の推計フロー 

  

製造設備の位置データ

津波浸水の影響（施設被害）

製造設備の浸水深さ
（メッシュ単位）

停電の被害想定結果
（市区町村別））

製造設備別の停電判定
（停電期間を予測）

需要家数
（製造設備別）

製造設備別の停止判定
（機能停止期間を予測）

供給停止戸数①
（製造設備の停止）

供給可能戸数
（製造設備が機能）

供給停止戸数②
（安全措置）

停電の影響（施設被害）

安全措置としての供給停止

製造設備の浸水判定

供給停止基準値（SI値）を
超過する供給ブロックの有無

機能支障人口
（＝①＋②）

製造設備の位置データ
（所在市区町村を把握）

需要家数
（供給ブロック別）

臨時供給設備等
による代替供給
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１)津波による施設被害 

各製造設備が浸水する場合には、供給エリアでのガス供給が停止するものとした。 

 

２)停電による施設被害 

電力事業者からの電力供給が停止（停電）する期間、及び非常用発電機の稼働時間を踏まえ

て、製造設備が停電する場合には、供給エリアでのガス供給が停止するものとした。 

 

３)安全措置としての供給停止 

供給ブロック毎に設定された供給停止基準値を超過する SI 値の面積比率を基に、安全措置と

しての供給停止を供給ブロック毎に判定した。 

 
※復旧想定の考え方 

被害想定で算出された被害数を基に、事業者の協力を得て全国的な応援の差配を考慮し、復旧想定を行う。 
また、復旧予測にあたっては、個々の需要家数がガス機器の使用できる場合に復旧作業を行うというガスにおける復旧作業

の実態を考慮し、地震動や津波浸水等により建物全壊・半壊した需要家数に相当する供給停止戸数を別途算出し、復旧対象か
ら除くものとする。 

 

b） LP ガス 

愛知県（2014）の手法を用いた。 

具体的には、阪神・淡路大震災では建物が全半壊した需要家はほとんど全てが LP ガスの安全点

検を実施しないと使用できない需要家であったため、機能支障需要家数をもとに機能支障率を推計

した。 

機能支障需要家数＝（全壊率＋半壊率）×総需要家数 

LP ガス機能支障率＝機能支障需要家数／総需要需要家数 

また、新潟中越沖地震と阪神・淡路大震災における復旧の実績を考慮し、復旧期間を推計した。 

 

(2) 予測結果 

a） 都市ガス 

強い揺れに伴う安全措置等による供給停止により、発災直後で、最大約 18 万 7 千戸、需要家数の

約１割が供給停止となると推計された。また、需要家（津波により被災した需要家を除く）の 95％

が復旧するのに約 2 週間を要する。 

 

表 4-13 都市ガス被害予測結果（過去地震最大モデル、冬・夕方） 

 
需要家数 

（戸） 

復旧対象戸数（戸）※ 供給停止率（％） 

直後 1 日後 1 週間後 1 か月後 直後 1 日後 1 週間後 1 か月後 

県計 約 2,099,000 約 187,000 約 187,000 約 153,000 － 9％ 9％ 7％ － 

※復旧対象戸数は、全供給停止戸数のうち家屋被害の著しい需要家分を除いたもの 
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図 4-12 都市ガス復旧対象戸数及び供給停止率の推移（過去地震最大モデル、冬・夕方） 

 

 

b） LP ガス 

建物が全半壊する影響により、発災直後で、最大約 14 万戸、需要家数の約 1～2 割で機能支障が

生じると推計された。また、需要家（津波により被災した需要家を除く）の 95％が復旧するのに約 1

週間を要する。 

 

表 4-14 LP ガス被害予測結果（過去地震最大モデル、冬・夕方） 

 需要家数 

（世帯数） 
機能支障率 機能支障需要家数 

県計 約 926,000 15％ 約 140,000 
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5. 交通施設被害 

5.1. 緊急輸送道路 

(1)予測手法 

愛知県（2014）の手法を用いた。 

具体的には、県内の緊急輸送道路を対象に、通行支障を引き起こす要因として、橋梁の被害、沿道

建物の倒壊、その他の揺れ被害、液状化、がけ崩れ等、津波浸水を考慮し、要因別の影響度ランクの

判定結果を基に影響度を総合評価した。要因別の影響度の判定基準は次のとおりである。 

表 5-1 通行支障を引き起こす要因及び影響度の判定基準 

要因 被害例 判定基準 影響度設定※1 

揺れ 
（橋梁※2) 

落橋、倒壊 
亀裂、損傷 

建設時及び耐震
補強時に適用し
た耐震基準（道
路橋示方書）等
により判定 

震度 5 弱以上が想定されたエリアの橋梁におけ
る、適用耐震基準 
S55 年より古く、落橋・倒壊の恐れがある橋梁 
→影響度ランク AA 
S55 年より古い（AA を除く） →影響度ランク A 
S55 年以降、H8 年より古い →影響度ランク B 
H8 年以降 →影響度ランク C 

揺れ 
（建物倒
壊） 

建物倒壊によ
る道路閉塞 

3 号特定建築物 
※3の耐震化状況
により判定 

震度 7 が想定され、耐震化状況が不十分または不
明な建物が存在 →影響度ランク A 

揺れ 
（その他道
路被害） 

盛土や擁壁の
被害等 

道路防災総点検
の各項目の対策
状況により判定 

震度 6 弱以上が想定されたエリアの対策が必要※4

な箇所のうち、対策未了の箇所 
盛土 →影響度ランク A 
擁壁 →影響度ランク B 

液状化 
路面の亀裂、
噴砂、噴水等 

液状化危険度に
より判定 

PL 値＞15 のメッシュ上に道路が存在 
 →影響度ランク B 

がけ崩れ等 
道路周辺※5に
おける崩壊、
地すべり 

道路防災総点検
の該当項目の対
策状況により判
定 
 
がけ崩れ等の危
険度ランクに応
じて判定 

【崩壊】 
（道路防災総点検） 
震度 6 弱以上が想定されたエリアの対策が必要な
箇所のうち、対策未了の箇所 

落石・崩壊 →影響度ランク B 
岩石崩壊 →影響度ランク B 

（がけ崩れ等） 
土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）の災害危険
度「大」の場合→影響度ランク B 
山腹崩壊危険地区の危険度ランク「Ａ」の場合 
→影響度ランク B 
【地すべり】 
（道路防災総点検） 
震度 6 弱以上が想定されたエリアの対策が必要な
箇所のうち、対策未了の箇所 

地すべり →影響度ランク A 
（がけ崩れ等） 
土砂災害警戒区域（地すべり）の災害危険度
「大」の場合→影響度ランク A 

津波浸水※6 

津波堆積物※7

による道路閉
塞、道路の損
傷等 

浸水程度に応じ
て判定 

標高が干潮位よりも低い浸水エリア（長期的な湛
水）のメッシュに道路が存在 →影響度ランク AA 
津波による建物被害発生メッシュに道路が存在 
→影響度ランク A 
浸水のあるメッシュに道路が存在 →影響度ラン
ク B 
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※1： 個別施設の対策状況等によっては、軽微な被害にとどまる可能性や、さらに厳しい被害が発生する可能性がある。 

例：高速道路の橋梁・高架区間は支持地盤まで杭基礎を施工しているため液状化の影響は少ないと考えられる。 

※2： 橋長 15m 以上の橋梁を対象とした。 

※3： 3 号特定建築物とは以下をみたすものである（耐震改修促進法第 6 条 3 号）。 

前面道路幅員が 12m 以下の場合：6m の高さをこえる建築物 

前面道路幅員が 12m をこえる場合：幅員の 1/2 の高さをこえる建築物 

※4： 道路防災総点検においてランクⅠと判定された点検箇所 

※5： がけ崩れ等の危険度ランクに応じた判定においては、該当する箇所から 15m 以内に道路が存する場合に判定の対象とし  

た。 

※6： 津波により橋梁上部工が流出する等の被害が発生することも考えられるが、知見が少なく統計的に扱うことが難しいこ

とから、影響度判定の対象としていない。 

※7： 津波により運ばれた土砂やがれきなどを総称している。 

 

表 5-2 影響度ランクに応じた被害事象 

影響度 

ランク 
被害規模 被害事象 

ＡＡ 大 橋梁の落橋・倒壊／湛水 等 

Ａ 中 

道路閉塞（建物、道路上工作物、津波

堆積物）／橋梁の亀裂・損傷／盛土・

切土被害／地すべり 等 

Ｂ 小 液状化被害／その他小規模な被害 等 

Ｃ なし － 

注 1）「影響度ランク C」は、緊急通行車両の通行は可能であるものの、多少の被害は発生しており一般車両の通行には支

障がある状況も含む。 

注 2）緊急輸送道路周辺で予測される揺れ及び津波の大きさ等に基づいた評価であり、個別の道路施設に地震動等を与えて
被害有無を照査したものではない。 
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(2)予測結果 

主に沿岸部や中山間部の道路において、津波やがけ崩れ等に伴う通行支障が発生し、橋梁の落橋等

を伴う大きな被害の場合は通行に特に大きな支障を来すと評価された。また、平野部においても、液

状化等の被害により、道路の段差等の軽微な被害による通行支障が発生すると評価された。 

 

図 5-1 緊急輸送道路の被害予測結果（過去地震最大モデル） 

 
※ 緊急輸送道路の影響度ランクは、過去の事例や施設の位置で予測される揺れ及び津波の大きさ等を基準として設定して

いる。 

※ 個別施設の対策状況等によっては、軽微な被害にとどまる可能性や、さらに厳しい被害が発生する可能性がある。 
※ 今回の調査では、緊急輸送道路の結節点で区間を分割し、当該区間全体の影響度を表示しているが、区間の途中までの

進入や、側道を用いた迂回等が可能な場合がある。 
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5.2. 鉄道施設 

(1) 予測手法 

静岡県（2013）の手法を参考にした。 

具体的には、県内の鉄道路線を対象に、通行支障を引き起こす要因として、揺れ被害、液状化、

がけ崩れ等、津波浸水を考慮し、要因別の影響度ランクの判定結果を基に、鉄道路線各区間（区間

設定の考え方は図 5-2）の影響度ランクを総合評価した。要因別の影響度の判定基準は次のとおり

である。 

表 5-3 通行支障を引き起こす要因及び影響度の判定基準 

要因 被害例 判定基準 影響度設定 

揺れ 盛土・切土

の崩壊、橋

梁の落橋、

軌道変状、

跨線橋の落

下等 

震度によ

り判定 
【新幹線】 

⚫ 震度 6 弱以上 →A 

⚫ 震度 5 強 →B 

【在来線・私鉄線】 

⚫ 震度 7 →AA 

⚫ 震度 6 弱・6 強 →A 

⚫ 震度 5 弱・5 強 →B 

液状化 橋脚傾倒、

軌道変状等 

液状化危

険度によ

り判定 

⚫ PL 値＞15→B 

がけ崩れ等 鉄道周辺※1

における崩

壊、地すべ

り 

がけ崩れ

等の危険

度ランク

に応じて

判定 

⚫ 土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）の災害危険

度「大」→B 

⚫ 山腹崩壊危険地区の危険度ランク「A」→B 

⚫ 土砂災害警戒区域（地すべり）の災害危険度「大」

→A 

津波浸水 津波堆積物
※2の線路侵

入、鉄道構

造物の損傷

等 

浸水程度

に応じて

判定 

⚫ 浸水深 4m※3以上 →AA 

⚫ 津波による建物被害あり →A 

⚫ 浸水あり →B 

※1： がけ崩れ等の危険度ランクに応じた判定においては、該当する箇所から 15m 以内に鉄道が存する場合に判定の対象とし

た。  
※2： 津波により運ばれた土砂やがれきなどを総称している。 
※3： 東日本大震災において JR 八戸線が運転再開に要した期間と浸水深の関係をみると、1 か月以内で運行再開した鮫駅～階

上駅は浸水深 4m 未満が中心だが、運行再開まで１か月以上を要した階上駅～久慈駅は浸水深 4m 以上が比較的多いこと
から、ここでは浸水深 4m 以上で影響度ランク AA に相当する被害が発生するものと設定した。なお、津波浸水域内にお
いても、盛土部・高架部等で鉄道施設の高さが確保されている場合は浸水の影響を受けないものとする。 

（国土交通省都市局による 東日本大震災の浸水深データと鉄道路線位置データによる） 
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表 5-4 影響度ランクに応じた被害事象 

影響度 

ランク 

被害 

規模 
※1 

運行再開まで 

の日数目安※2 
被害事象 

ＡＡ 大 1 か月以上 
橋梁の落橋、倒壊、大変形／津波によ

る流失 等  

Ａ 中 1 週間～1 か月 

線路上への異物侵入（建物、鉄道上工

作物、津波堆積物等）／橋梁の亀裂、

損傷／地すべり／盛土、切土被害／軌

道変状 等  

Ｂ 小 当日～1 週間 液状化被害／その他小規模な被害 等  

Ｃ なし － － 

※1：鉄道施設等の位置に想定される揺れ及び津波の大きさ等を基準として設定しており、個別施設の対策状況等によって、過

去事例と同等の震度・浸水であっても軽微な被害にとどまる可能性や、更に厳しい被害が発生する可能性がある。 
※2：個別の被害に対して復旧に着手できた場合に要する日数の目安である。資機材、人員が不足する場合や、他の被害箇所や

道路被害を啓開しなければ被害箇所の復旧にあたれない場合等においては、路線全体の復旧により長期間を要する可能性

がある。 

 

 
図 5-2 区間設定の考え方 
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(2)予測結果 

県内の広い範囲で震度 6 弱以上となることから、県内の鉄道は概ね 1 週間～1 か月程度、運休や便

数減になると評価された。特に、震度 7 の揺れや津波浸水の影響を受ける路線では、1 か月以上の長

期間にわたる運休になると評価された。また、東海道新幹線も県内全線で震度 6 弱以上の揺れを受

け、運行が停止すると評価された。 

 

 

図 5-3 鉄道の被害予測結果（過去地震最大モデル） 

 
※ 鉄道の影響度ランクは、鉄道施設等の位置で予測される揺れ及び津波の大きさ等を基準として設定している。 
※ 個別施設の対策状況等によっては、過去事例と同等の震度・浸水であっても軽微な被害にとどまる可能性や、更に厳しい

被害が発生する可能性がある。 

※ 津波浸水域内においても、盛土部・高架部等で鉄道施設の高さが確保されている場合は浸水の影響を受けない。 
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5.3. 港湾施設 

(1) 予測手法 

愛知県（2014）の手法を用いた。 

具体的には、県内の港湾・漁港を対象に、揺れ及び液状化を考慮して、入力加速度や PL 値をもと

に各岸壁（図 5-4）の被害レベルの判定（表 5-5～表 5-6）を実施した。 

 

表 5-5 被害レベルの判定基準 

 
入力加速度 [gal] 

0～150 150～200 200～300 300～450 450～ 

液状化あり（PL＞15） なし 小 中 大 大 

液状化なし なし なし 小 中 大 

 

 

表 5-6 被害レベルのイメージ 

被害レベル 被災の状況・程度 

大 

全壊して形をとどめていないもの。 

形はとどめているが、構造物本体に破壊が起こった

と認められるもの。（機能を全く喪失している。） 

中 
構造物にかなりの変状が起こったもの。（簡単な手

直しですぐに供用に耐えうる。） 

小 
本体には異常は無いが、附属構造物に破壊や変状が

認められるもの。 

被害なし 無被害（耐震岸壁は被害がないものとする。） 

 注） 港湾周辺で予測される揺れ及び液状化に基づいた評価であり、個別の港湾施設に地震動を与えて被害有無を照査

したものではない。 

注） 東日本大震災においては津波により防波堤や荷役機械、上屋倉庫等の被害、コンテナや自動車、がれき等の流

出・沈殿、津波火災等が発生したが、津波による被害を個別に想定することは困難であるため、港湾別の定量的
な被害程度の評価には津波の要素を考慮していない。 
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図 5-4 県内の港湾・漁港 

 
※ 港湾・漁港の位置に関しては、国土数値情報の位置データを基に設定し、国際港湾・重要港湾である名古屋港・衣浦港・三

河港に関しては、より詳細な評価する観点から、岸壁のデータを基に位置を設定した。 
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(2) 予測結果 

港湾の岸壁の 6 割、漁港の岸壁の 9 割近くが被害により使用困難となる。国際港湾・重要港湾であ

る名古屋港・衣浦港・三河港においても、耐震化されていない岸壁の多くが被害レベル大となり、使

用困難となる。 

 

 

図 5-5 港湾・漁港の被害予測結果（過去地震最大モデル） 

 
※ 港湾・漁港の被害レベルは、過去の事例や施設の位置で予測される揺れ及び液状化を基準として設定している。 
※ 個別施設の対策状況等によっては、軽微な被害にとどまる可能性や、さらに厳しい被害が発生する可能性がある。 
※ 耐震強化岸壁は被害なしと評価しているが、個別施設の状況等によっては、大きな被害が発生する可能性がある。 
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5.4. 空港施設 

(1) 予測手法 

愛知県（2014）と同様に、県内の飛行場・ヘリポート等について、施設位置のハザードの状況を整

理した。 

 

図 5-6 県内の飛行場・ヘリポート等 

a） 飛行場 

基本施設や航空保安施設等が受ける地震動・液状化危険度・津波について整理した。 

 

b） ヘリポート等 

ヘリポート等が受ける地震動・液状化危険度・津波について整理した。 

 

(2) 予測結果 

中部国際空港において、空港の一部で震度 6 強の強い揺れとなる。また、主に空港島東側・南側

で一部浸水が発生する。県営名古屋空港では震度 5 強の揺れとなる。 

緊急時ヘリコプター離着陸可能場所、飛行場外離着陸場は、全体の 1/3 超の施設が揺れ（震度 6

強以上）、液状化、津波浸水の影響を受ける。  
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表 5-7 空港施設等が受けるハザードの状況（過去地震最大モデル） 

空港 震度 液状化危険度 津波 

中部国際空港 6 強 小 主に空港島東側・南側で一部浸水 

県営名古屋空港 5 強 小 浸水しない 

 

ヘリポート等 
緊急時ヘリコプター 

離着陸可能場所 
飛行場外離着陸場 

総数 588 99 

震度 6 強以上となる 93 20 

液状化危険度が極めて高い 164 22 

浸水の恐れがある 16 1 
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6. 避難者、帰宅困難者 

6.1. 避難者数 

(1) 予測手法 

中央防災会議（2025）の手法を基本とし、愛知県（2014）と同様に、ゼロメートル地帯における浸

水の特徴を踏まえて一部改良した手法を用いた。 

また、建物被害・ライフライン被害・エレベーター停止があるものの自宅に留まる人について、

「在宅避難者となる可能性のある人数」として推計した。 

 

ａ）内陸部（津波浸水地域外）の避難者数の推計 

阪神・淡路大震災の実績及び南海トラフ沿いの地震の甚大性・広域性を考慮し、避難所避難者

数の想定式を次式のとおり設定する。過去災害等に基づき建物・ライフライン被害（断水）に伴

う避難率を設定する愛知県（2014）の手法に加え、今回は、半壊建物からの避難者比率の見直し

や、停電やエレベーター停止に伴う避難者を新たに考慮した。 

 

避難所避難者数＝｛（全壊棟数＋半壊棟数×0.5）×1 棟当たり平均人員＋ライフライン被害人

口※1×ライフライン停止時生活困窮度γ※2＋エレベーター停止人口※3×0.107｝

×避難所避難比率δ※4 
※1：ライフライン被害人口は、自宅建物被害を原因とする避難者を除く断水世帯人員あるいは停電人口を示す 

※2：ライフライン停止時生活困窮度とは、自宅建物は大きな損傷をしていないが、断水あるいは停電が継続さ
れることにより自宅で生活し続けることが困難となる度合を意味する。時間とともに数値は大きくなる 

当日・1 日後           ：0.00 

1 週間後  ：0.25 
1 か月後  ：断水の場合は 0.90、停電の場合は 0.50 

※3：エレベーター停止人口は、自宅建物被害を原因とする避難者及びライフライン被害人口を除く、エレベー

ターが停止している共同住宅の 6 階以上に居住する人口 
※4：避難所避難比率＝避難者のうち避難所に避難する割合であり、避難所避難比率＋避難所外避難比率＝1 で

ある 

当日・1 日後           ：0.60 
1 週間後  ：0.50 
1 か月後  ：0.30 
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図 6-1 避難者数推計フロー（内陸部（津波浸水地域外）） 

  

常住人口

建物被害率

①建物被害による避難者数

避難所避難者数

避難比率
全壊：１００％
半壊：５０％

避難者数（①＋②＋③）

避難所外避難者数

在宅避難者となる可能性のある人数
（建物被害・ライフライン停止・エレベー
ター停止のいずれかの影響を受けた人数）

③エレベーター停止による避難者数
（①②を除く）

断水率 or 停電率

エレベーター停止率

避難所避難比率
避難所避難者数：避難所外避難者数
＝６０：４０（当日・１日後）
＝５０：５０（１週間後）
＝３０：７０（１カ月後）

ライフライン停止時生活困窮度

断水時：
０．０（当日・１日後）
０．２５（１週間後）
０．９０（１カ月後）

停電時：
０．０（当日・１日後）
０．２５（１週間後）
０．５０（１カ月後）

エレベーター停止時生活困窮度：
０．１０７（１週間後まで）

１日後／１週間後／１カ月後
市町村ごとに割合の大きい被害率で被害人口を算出

②ライフライン停止による
避難者数（①を除く）

建物被害の避難比率

ライフライン停止時の生活困窮度

エレベーター停止による
生活困窮度

避難所避難比率
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ｂ）津波浸水地域の避難者数の推計 

① 地震発生当日～2 日後 

津波被害の発生直後から 2 日後までの、避難指示が継続しているフェーズにおける避難者数は

以下のとおり推計した。 

津波被害の発生直後は、全壊建物からは、全員が避難するものとした。半壊建物においても、

屋内の浸水等により、自宅では生活できないと考えられるため、全員が避難するものとした。一

部損壊以下の建物（床下浸水を含む）においても、沿岸部では津波警報等が発表され、それに伴

って避難指示が発令されると考えられるため、全員避難するものとした。ただし、一部損壊以下

の建物の中高層階居住者は、津波発生直後の初期段階では浸水等による生活困窮度は高くなく、

自宅に待機するものと考えられるため、避難者扱いとはしないこととした。 

これらの避難者のうち 2/3 が避難所に避難（残りの 1/3 は避難所外避難や地域外への避難）す

るものと想定し、以下の推計式を用いた。 

 

避難所避難者数（地震発生当日～発災 2 日後） 

＝〔全壊建物棟数＋半壊建物棟数＋｛全建物棟数－（全壊建物棟数＋半壊建物棟数）｝×低層階

居住比率〕×1 棟当たり平均人員×2/3 

 

ただし、ゼロメートル地帯の避難所活用は難しいと考えられることから、この避難所避難者比

率 2/3 はゼロメートル地帯の人口比率が高まるとその割合に応じて低減するものとした。 

 

 

 

図 6-2 避難者数推計フロー（津波浸水地域、地震発生当日～2 日後） 

  

常住人口

避難者数

自宅外避難比率：１００％
※避難指示により全員避難するため

避難所避難比率
避難所避難者数：避難所外避難者数＝２：１

避難比率
全壊：１００％
半壊：１００％

※屋内の浸水等で帰宅できないため

＜地震発生当日～２日後＞

一部損壊以下の建物の低層階居住人口

建物被害率

①建物被害による避難者数

避難所避難者数 避難所外避難者数

避難所避難比率

一部損壊以下の建物に居住する人口

低層階居住比率
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② 地震発生 3 日後以降 

津波被害の発生から 3 日間が経過し、避難指示が解除されたフェーズにおける避難者数は以下

のとおり推計した。 

全壊建物からは、全員が避難するものとした。また、半壊建物及び一部損壊以下の建物（床下

浸水を含む）においては、ゼロメートル地帯とそれ以外で、それぞれ下記のとおり推計した。 

（ゼロメートル地帯） 

避難指示等が解除されても、ゼロメートル地帯（ここでは T.P.+0m 以下の地域）では浸水影響

により生活困窮度が高まると考えられることから、ゼロメートル地帯の住民はしばらくの間（想

定上は約 1 か月程度）は避難者扱いとした。 

（ゼロメートル地帯以外の地域） 

避難指示等が解除されれば、自宅に戻れるようになる。しかし、断水や停電、エレベーターの

停止が継続している場合には、生活困窮度が高まるため、内陸部（津波浸水地域外）と同様のラ

イフライン停止時生活困窮度、エレベーター停止時生活困窮度を設定した。 

 

これらの避難者のうち、1 週間後は 9 割が避難所に避難（残りの 1 割は避難所外避難や地域外

への避難）、1 か月後は 3 割が避難所に避難（残りの 7 割は避難所外避難や地域外への避難）する

ものと想定し、以下の推計式を用いた。 

 

避難所避難者数（地震発生 3 日後以降） 

＝〔（全壊棟数＋0.5×半壊棟数）×1 棟当たり平均人員＋ゼロメートル地帯※1人口比率×｛全人

口－（全壊棟数＋0.5×半壊棟数）×1 棟当たり平均人員｝＋（１－ゼロメートル地帯人口比

率）×ライフライン被害人口※2×ライフライン停止時生活困窮度γ※3＋エレベーター停止人

口※4×0.107〕×避難所避難比率δ※5 
※1：ここでのゼロメートル地帯とは T.P.+0m 以下の地域を指す。これらの地域では浸水影響により生活困窮度

が高まると想定する。 

※2：ライフライン被害人口は、自宅建物被害を原因とする避難者を除く断水世帯人員あるいは停電人口を示
す。 

※3：ライフライン停止時生活困窮度とは、自宅建物は大きな損傷をしていないが、断水が継続されることによ

り自宅での生活し続けることが困難となる度合を意味する。時間とともに数値は大きくなる。 
1 週間後    ：0.25 
1 か月後    ：断水の場合は 0.90、停電の場合は 0.50 

※4：エレベーター停止人口は、自宅建物被害を原因とする避難者及びライフライン被害人口を除く、エレベー
ターが停止している共同住宅の 6 階以上に居住する人口。 

※5：避難所避難比率＝避難者のうち避難所に避難する割合であり、避難所避難比率＋避難所外避難比率＝1 で

ある。 
1 週間後 ：0.90 
1 か月後 ：0.30 

なお、ゼロメートル地帯の避難所活用は難しいと考えられることから、避難所避難者比率はゼロメート
ル地帯の人口比率が高まるとその割合に応じて低減するものとする。 
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図 6-3 避難者数推計フロー（津波浸水地域、地震発生 3 日後～） 

  

①ゼロメートル地帯の浸水人口

常住人口

建物被害率

②建物被害による避難者数
（①を除く）

避難所避難者数

避難比率
全壊：１００％
半壊：５０％

避難者数（①＋②＋③＋④）

避難所外避難者数

在宅避難者となる可能性のある人数
（建物被害・ライフライン停止・エレベー
ター停止のいずれかの影響を受けた人数）

④エレベーター停止による避難者数
（①②③を除く）

断水率 or 停電率

エレベーター停止率

避難所避難比率
避難所避難者数：避難所外避難者数
＝９０：１０（１週間後）
＝３０：７０（１カ月後）

ライフライン停止時生活困窮度

断水時：
０．０（当日・１日後）
０．２５（１週間後）
０．９０（１カ月後）

停電時：
０．０（当日・１日後）
０．２５（１週間後）
０．５０（１カ月後）

エレベーター停止時生活困窮度：
０．１０７（１週間後まで）

１日後／１週間後／１カ月後
市町村ごとに割合の大きい被害率で被害人口を算出

③ライフライン停止による
避難者数（①②を除く）

建物被害の避難比率

ライフライン停止時の生活困窮度

エレベーター停止による
生活困窮度

避難所避難比率

津波浸水浸水データ

＜地震発生３日後～＞
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(2) 予測結果 

自宅外への避難者は、1 週間後に最大約 158 万人（常住人口に対する避難者の割合 21％）、うち避

難所への避難者が約 84 万人（同 11％） 、避難所外避難者（自宅に留まる人を除く）が約 75 万人と

なる。 

建物・ライフラインの被害またはエレベーター停止の影響を受けているものの自宅に留まる人数

（＝在宅避難者となる可能性のある人数）は、1 週間後で約 282 万人、1 か月後で約 43 万人となる。 

 

表 6-1 避難者数（過去地震最大モデル、冬・夕方）（人） 

 
避難者（自宅外） 

 在宅避難者とな
る可能性のある

人数 
避難所避難者 避難所外避難者 

1 日後 約 736,000 約 452,000 約 284,000 － 

1 週間後 約 1,584,000 約 835,000 約 749,000 約 2,824,000 

1 か月後 約 1,155,000 約 346,000 約 808,000 約 432,000 
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6.2. ペット同行避難 

(1) 予測手法 

犬と猫について、ペット同行避難世帯数を次式により推計した。 

ペット同行避難世帯数（犬、猫）＝要避難世帯数※×世帯飼育率（犬：8.50％、猫：8.42％） 

※要避難世帯数＝世帯数×（避難者数、避難所避難者数）÷総人口 

避難者数、避難所避難者数は過去地震最大モデルにおける最大の推計値を用いている。 

 

(2) 予測結果 

発災後 1 週間の時点において、ペットを同行して避難する世帯は犬約 58,000 世帯、猫約 57,000 世

帯と推計された。うち、避難所に避難する世帯は犬・猫いずれも約 30,000 世帯と推計された。推計

結果を表 6-2 に示す。 

 

表 6-2 ペット同行避難世帯数（過去地震最大モデル、冬・夕方） 

  ペット同行避難世帯数（犬） ペット同行避難世帯数（猫） 

 うち避難所避難 
 

うち避難所避難 

県計 約 58,000 世帯 約 30,000 世帯 約 57,000 世帯 約 30,000 世帯 

注）ペットを飼っている避難世帯すべてがペットを同行して避難する設定での推計 
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6.3. 避難所避難者における要配慮者 

(1) 予測手法 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。 

具体的には、避難所避難者（最大値）に占める要配慮者数を、人口比率に基づき、要配慮者の属性

別に推計した。なお、各属性の重複は許容している。要配慮者の属性は表 6-3 のとおりである。 

避難所避難者における要配慮者数（属性別）＝避難所避難者数×属性別の人口割合 

 

表 6-3 要配慮者の属性及び参照する統計データ等 

対象とする属性 参照する統計データ等 

65 歳以上（75 歳以上）の単身高齢者 
国勢調査 

5 歳未満の乳幼児 

身体障害者 身体障害者手帳所持者数 

知的障害者 療育(愛護）手帳所持者数 

精神障害者 精神障害者保健福祉手帳所持者数 

要介護認定者（要支援者を除く） 介護保険事業状況報告 

難病患者 特定疾患医療受給者証所持者数 

妊産婦 人口動態統計 

外国人 在留外国人統計 

 

(2) 予測結果 

避難所避難者（最大となる発災１週間後）における要配慮者は約 20 万人と推計された。推計結果

を表 6-4 に示す。 

表 6-4 避難所避難者における要配慮者数（過去地震最大モデル、冬・夕方） 

避難所避難者（最大値）のうち配慮が必要な人 県計（人） 

65 歳以上の単身高齢者 

（うち 75 歳以上の単身高齢者） 

約 36,000 

（約 21,000） 

5 歳未満乳幼児 約 33,000 

身体障害者 約 26,000 

知的障害者 約 7,100 

精神障害者 約 10,000 

要介護認定者（要支援認定者は含まない） 約 28,000 

難病患者 約 5,900 

妊産婦 約 9,900 

外国人 約 41,000 

合計 約 196,900 
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6.4. 帰宅困難者 

(1) 予測手法 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。 

具体的には、1978 年宮城県沖地震のデータに基づく手法を用いて、第 6 回中京都市圏パーソント

リップ調査（2022 年）のデータをもとに推計した。取り扱うデータの地域単位は、中京都市圏パー

ソントリップ調査で基本ゾーンと呼んでいる市町村を 1 つあるいは複数に分割した広がりの地域単位

とした。 

 

ａ）居住地ゾーン外への外出者数 

居住地ゾーン内への外出者は、自宅に近いことから帰宅困難者推計の対象外とし、ここでは、居住

地ゾーン外への外出者数を推計した。なお、居住地ゾーンとは、自宅がある基本ゾーンを指す。 

 

ｂ）帰宅困難者数 

帰宅距離 10km 以内の人は全員が帰宅可能、20km 以上の人は全員が帰宅困難、その間は１km 長くな

るごとに帰宅可能率が 10％ずつ低減する設定とした。 

表 6-5 自宅までの距離と帰宅困難割合の関係 

自宅までの距離 帰宅困難割合 

～10km 全員帰宅可能(帰宅困難割合＝0％） 

10km～20km 
被災者個人の運動能力の差から帰宅困難割合

は 1km 遠くなるごとに 10％増加 

20km～ 全員帰宅困難（帰宅困難割合＝100％） 

 

(2) 予測結果 

平日昼に地震が発生し、全県的に交通機関が停止した場合を前提に帰宅困難者数を推計した。一時

的にでも外出先に滞留することになる外出者数（居住地ゾーン外への外出者数）は、外国人来訪者や

中京都市圏外からの来訪者を含めて約 315 万人であり、自宅からの距離を考慮した帰宅困難者数は約

91 万人である。またそのうち、買い物客等の、通勤・通学者のような所属先のない帰宅困難者数は

約 18 万人である。昼間人口の多い自治体で多数の帰宅困難者が発生し、駅周辺等に滞留する。 

帰宅困難者数 91 万人には、中京圏外からの流入者数約 11 万人、及び外国からの流入者数約７千人

を含んでおり、長期間の滞在の必要性や、言語・生活様式の違いによる混乱が発生する可能性があ

る。 

 

表 6-6 帰宅困難者数(過去地震最大モデル、夏・昼) 

居住地ゾーン外への外出者数 約 3,149,000 人 

帰宅困難者数 約 912,000 人 

※外出者数及び帰宅困難者数には、中京圏外流入者数約 111,000 人、外国からの流入者数約

7,000 人を含む。 
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6.5. 災害関連死 

(1) 予測手法 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。 

具体的には、過去災害における災害関連死の発生状況に基づき、災害関連死者数を推計した。ま

た、リスクが高いと考えられる各種被害への暴露人口を「要対処可能性人口」として整理した。さら

に、その中で発災後の状況によって災害関連死につながる可能性が高いと考えられる人口についても

整理した。 

 

a）過去災害での発生状況に基づく死者数予測 

中央防災会議（2025）の手法を踏襲し、過去災害（東日本大震災の岩手県及び宮城県、令和６年能

登半島地震の石川県）における災害関連死者数と避難者数の発生規模の関係（避難者 1 万人当たり

40～100 人）に基づき推計した。災害関連死は普段通りの生活が送れないことに伴う負担や医療・介

護サービスの停止等に起因する中で、その死亡要因は多岐にわたるため、直接死のような発生要因ご

との積み上げによる定量評価が難しい。そのため、最大避難者数を災害規模の指標として説明変数に

して推計を行った。 

ただし、図 6-4 に示すように災害関連死の発生率には災害ごとのばらつきも大きい。また、各災

害で認定された災害関連死の人数に基づいて推計する場合、災害・地域による認定基準のばらつき

や、災害弔慰金の申請が行われなかった死亡者は反映され得ない等の偏りがある点にも留意が必要で

ある。 

 

 

図 6-4 最大避難者数と避難者 1 万人あたり災害関連死者数の関係 

（各県被害報告等から作成、※令和６年能登半島地震の災害関連死者数:2024 年 11 月 26 日時点の消防庁報告） 

 

避難者 1 万人あたり約 100 人 
避難者 1 万人あたり約 40 人 

原子力発電所の事故に伴う広域・長期

の避難のため検討対象からは除外 
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b）各種被害の曝露人口等に基づく「要対処可能性人口」の整理 

大規模災害時には被災者支援等が十分に行き届かないことで災害関連死に至る人が多数生じること

が想定される。a)の推計手法は東日本大震災等と同等の広域応援が得られた場合の推計となってお

り、支援が十分に行き届かない等のケースは想定できていない。 

ここでは、中央防災会議（2025）の手法を踏襲し、過去の災害関連死事例を踏まえてリスクが高い

と考えられる以下の項目の曝露人口等を「要対処可能性人口」として併せて整理した。 

 

c）「要対処可能性人口のうち特に災害関連死につながる可能性の高い人口」の整理 

「要対処可能性人口のうち特に災害関連死につながる可能性の高い人口」として、1 週間後の避難

所避難者のうち要介護認定者・難病患者・妊産婦、医療対応力不足数（入院）、要転院患者数、ライフ

ライン被害に遭遇する人口透析患者数、停電に遭遇する在宅人工呼吸器利用者数、長期湛水する可能

性のある医療機関の入院患者数を推計した。 

 

(2) 予測結果 

災害関連死者数は約 3,300 人～8,400 人と推計された。 

また、要対処可能性人口としては、建物被害人口は約 90 万人、避難所避難者数は約 85 万人、停電

人口、断水人口はそれぞれ約 700 万人となった。 

表 6-7 災害関連死者数（過去地震最大モデル） 

 災害関連死者数（人） 

全県 約 3,300 ～  8,400 

 

表 6-8 要対処可能性人口（過去地震最大モデル） 

  県計（人） 

建物被害人口（全壊・焼失・半壊人口） 約 900,000 

停電人口（最大） 約 6,700,000 

断水人口（最大） 約 6,981,000 

避難所避難者数（最大） 約 835,000 

 

  

【「要対処可能性人口」として整理した項目】 

○ 建物被害人口（全壊・焼失・半壊人口） 

○ 停電人口（最大） 

○ 断水人口（最大） 

○ 避難所避難者数（最大） 
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表 6-9 要対処可能性人口のうち特に災害関連死につながる可能性の高い人口 

（過去地震最大モデル） 

 県計 

1 週間後の避難所避難者のうち 

要介護認定者 約 28,000 

難病患者 約 5,900 

妊産婦 約 9,900 

医療対応力不足数（入院） 約 6,200 

要転院患者数 約 3,700 

ライフライン被害に遭遇する人工透析患者数 約 18,000 

停電に遭遇する在宅人工呼吸器利用者数（人） 約 1,800 

長期湛水する可能性のある医療機関の入院患者数 約 200 
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7. 生活等支障 

7.1. 物資不足 

主要備蓄量（飲料水については給水可能量）と需要量との差から、それぞれの不足量を推計した。 

(1) 予測手法 

a）対象期間 

中央防災会議（2025）において、「被災地域では、発災直後は特に行政からの支援の手が行き届か

ないことから、まず地域で自活するという備えが必要であり、食料や飲料水、乾電池、携帯電話の電

池充電器、カセットコンロ、簡易トイレ等の家庭備蓄を 1 週間分以上確保するなどの細かい具体的な

対応を推進する必要がある。」とされていることを踏まえ、市町村や地域住民による備えを促進する

観点から、「県全体における物資不足量」を推計する。 

想定する期間としては、阪神・淡路大震災や東日本大震災の例から、避難所避難者数がピークとな

る発災後 1 週間までとした。 

b)対象物資品目 

国の「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画」では、飲料水及びプッシュ型

支援で供給する「基本 8 品目」（①食料、②毛布、③乳児用粉ミルク又は乳児用液体ミルク、④乳

児・小児用おむつ、⑤大人用おむつ、⑥携帯トイレ・簡易トイレ、⑦トイレットペーパー、⑧生理用

品）について必要量を推計している。本県の受援計画においても飲料水及び基本 8 品目の物資必要量

が掲載されており、その手法を参考に予測を実施した。 

c)算出の考え方 

県内の物資不足量を次の基本式に従い推計した。物資不足量は常住人口を対象とし、家庭内備蓄及

び、県や市町村の公的備蓄による物資供給の不足を推計した。 

「県内の物資不足量」 

＝「需要量」－「供給量」（「家庭内備蓄」＋「県や県内市町村の供給量」） 

なお、推計に際しては、地震発生後 1～3 日において物資量に余剰のある市町村から余剰量の半数

を拠出し、不足市町村の不足量で按分して分配した場合の不足量も推計した。 

各物資量の推計式は表 7-1 のとおり。 
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表 7-1 各物資の需要量・供給量の推計式 

項目 需要量 供給量 備考 

飲料水 

Σ（（断水人口×1 日あたり必要

量×（1－家庭備蓄率※）） 

1 日あたり必要量: 

3 日目までは 1 日 1 人 3 リットル 

4 日目以降は 1 日 1 人 20 リットル 

供給量（3 日間）＝（給水

車の総容量+給水タンクの

総容量）×3 回/日×3 日 

供給量（1 週間）＝（給水

車の総容量+給水タンクの

総容量）×（3 回/日×3 日

＋5 回/日×4 日） 

※「2025 年度

防災に関する意

識調査」の結果

を踏まえた家庭

内備蓄率を考慮

するが、避難所

避難者について

は家庭内備蓄率

0 とする。 
食料 

Σ（（避難所避難者数＋避難所外

避難者数）×1 日 3 食×（1－家庭

備蓄率※）） 

各自治体での備蓄量を対象

とする。 

（2025 年 4 月 1 日時点の

公表値） 

毛布 
避難所避難者数×2 枚 

 

乳児用粉ミ

ルク又 

は乳児用液

体ミルク 

Σ（（避難所避難者数＋避難所外

避難者数）×0 歳人口比率×一人

１日当たり必要量※） 

※乳児用粉ミル

クは 140g、乳

児用液体ミルク

は１リットル 

乳児・小児

用おむつ 

Σ（（避難所避難者数＋避難所外

避難者数）×0～2 歳人口比率×一

人 1 日当たり必要量 8 枚） 

 

大人用おむ

つ 

Σ（（避難所避難者数＋避難所外

避難者数）×必要者割合×一人 1

日当たり必要量 8 枚） 

 

携帯トイ

レ・簡易ト

イレ  

Σ（（避難所避難者数＋避難所外

避難者数）×上水道支障率×一人

1 日当たり使用回数 5 回） 

 

トイレット

ペーパー 

Σ（（避難所避難者数＋避難所外

避難者数）×一人 1 日当たり必要

量 0.18 巻） 

 

生理用品 

Σ（（避難所避難者数＋避難所外

避難者数）×12～51 歳女性人口

比率×一人 1 期間（7 日間）当た

り必要量 30 枚×1／7×1／4） 
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(2) 予測結果 

物資不足の推計結果を表 7-2 に示す。 

飲料水の不足量は、発災 1 日目～3 日目の合計が最大で約 8 千トン、4 日目～7 日目の合計が最大

で約 25 万 3 千トンと推計される。 

食料の不足量は、発災 1 日目～3 日目の合計が最大で約 79 万食、4 日目～7 日目の合計が最大で約

1,161 万食と推計される。 

毛布の不足量は最大で約 20 万枚と推計される。 

携帯・簡易トイレの不足量は、発災 1 日目～3 日目の合計が最大で約 386 万回分、4 日目～7 日目

の合計が最大で約 1,694 万回分と推計される。 

表 7-2 物資不足量の予測結果（過去地震最大モデル、冬・夕方） 

県計 
自市町村のみで対応した場合 余剰量の半分を拠出した場合 

1～3 日目の計 4～7 日目の計 1～3 日目の計 4～7 日目の計 

給水（トン） 8,413 252,634 8,196 252,851 

食料（食） 794,900 11,609,800 充足 12,318,400 

毛布（枚） 203,300 71,200 

乳児用ミルク（kg） 600 4,100 充足 4,600 

乳児・小児用おむつ（枚） 充足 660,200 充足 590,100 

大人用おむつ（枚） 充足 99,700 充足 50,700 

携帯・簡易トイレ（回） 3,862,500 16,943,600 3,348,100 17,330,100 

トイレットペーパー（巻） 291,300 854,400 272,800 870,300 

生理用品（枚） 充足 582,500 充足 272,000 

※充足とあるものは不足なし。乳児用ミルクの不足量については、液体ミルクの備蓄量も考慮した上で、粉ミルク相当

（kg）で推計 
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7.2. 医療機能支障 

(1) 予測手法 

中央防災会議（2025）の手法を用いて、以下の a)医療対応力不足数を推計した。また、愛知

県（2014）の手法を用いて、以下の b)医師 1 人あたり診療すべき患者数、c)日常受療困難者数

を推計した。 

 

a） 医療対応力不足数 

建物被害やライフライン被害を考慮した医療機関の対応可能量を算出し、発災による新規の

入院需要量（重傷者数＋医療機関で結果的に亡くなる死者数＋被災した医療機関からの転院患

者数）及び外来需要量（軽傷者数）を差し引くことで、医療対応力不足数を推計した。 

 

（入院対応） 

医療対応力不足数＝入院需要量（A）＋被災した医療機関からの転院患者数（B） 

－地震後の対応可能入院患者数（C） 

A：入院需要量＝地震時の重傷者数＋医療機関での死者数 

B：被災した医療機関からの転院患者数＝平常時在院患者数×医療機関建物被害率 

×ライフライン機能低下による医療機能低下率×要転院割合 

C：地震後の対応可能入院患者数＝市町村別一般病床数×医療機関使用可能率×空床率 

×ライフライン低下後の医療機能率 

（外来対応） 

医療対応力不足数＝外来需要量（D）－地震後の対応可能外来患者数（E） 

D：外来需要量＝地震時の軽傷者数 

E：地震後の対応可能外来患者数＝市町村別平常時外来患者数×医療機関使用可能率 

×ライフライン低下後の医療機能率 

 

b） 医師 1 人あたり診療すべき患者数 

以下の式により推計した。 

外科系  ： （重傷者数＋医療機関での死者数）／外科系医師数 

外科系以外： 軽傷者数／外科系以外の医師数 
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c） 日常受療困難者数 

「避難所避難者」と「それ以外の従前の住宅で生活する人」のそれぞれについて、日常の 1 日

当たり医療需要の発生量と、建物被害等による医療機能低下を考慮した医療サービスの供給可能

量とを比較し、日常受療が困難となる患者数を推計した。 
※ 避難所避難者の受療率は平常時の 2 倍と設定した。 

 

日常医療需要者数（避難所生活者） 

＝避難所避難者数（1 週間後）×平常時の受療率×受療増加率（=2） 

日常医療需要者数（従前住宅等） 

＝（市町別人口－避難所避難者数（1 週間後））×平常時の受療率 

医療機関の震後の受入れ可能数＝市町村別人口×平常時の受療率×（1－医療機関被害率） 

日常受療困難者数（入院、外来、出生の別） 

＝日常医療需要者数（避難所避難者）＋日常医療需要者数（従前住宅等） 

－医療機関の震後の受入れ可能数 

ここで、平常時の受療率（入院、外来）は令和 5 年患者調査に基づく。平常時の受療率

（出生）は令和 6 年人口動態調査に基づいて 1 日当たり出生数÷人口とする。また、医療機

関被害率＝全壊・焼失率＋1/2×半壊率である。 

 

(2) 予測結果 

推計結果を表 7-3 に示す。 

1)医療対応力不足数 

地震により多数の負傷者が発生する中で、建物被害やライフライン被害の影響により医療機能

が低下した結果、県内全体で、入院患者について約 6,200 人分、外来患者について約 6,000 人分

の医療対応力が不足すると推計された。 

 

2)医師一人当たり診療すべき患者数 

医師 1 人あたり診療すべき患者数は市町村ごとに幅があるが、最大で外科系 119 人、外科系以

外 70 人である。前述のとおり、医師１人当たりの対応重傷者数は約 5 人/日、対応軽傷者数は約

70 人/日が限界と考えられることから、発災直後は重傷者の集中発生と外科医師の不足等から特

に重傷者対応が困難となる可能性がある。 

 

3)日常受療困難者数 

医療機関の被災や発災による負傷者の発生等により、日常の治療を受けられなくなる患者が多

数発生する。日常受療困難者数は約 78,000 人に上ると推計された。 
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表 7-3 医療対応力不足数（過去地震最大モデル、夏・昼 ※日常受療困難者数は冬・夕方） 

医療対応力 
不足数 

入院対応 約 6,200 人 

外来対応 約 6,000 人 

医師 1 人あたり 
診療すべき患者数 

外科系 最大 119 人 

外科系以外 最大 70 人 

日常受療困難者数 約 78,000 人 

注）医師 1 人当たりの対応重傷者数は約 5 人/日、対応軽傷者数は約 70 人/日が限界（今泉,1996） 
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7.3. 住機能支障 

(1) 予測手法 

愛知県（2014）の手法を用いた。 

具体的には、住機能支障に伴う居住先については、応急仮設住宅等の供給が必要となる中期（発災

後約 1 か月～約 2 年）、及び災害公営住宅の供給が必要となる長期（発災後約 2 年以降）に区分し、

県民を対象とした Web アンケート結果を用いて、居住先等の選定意向の割合に基づき、応急仮設住宅

や災害公営住宅の需要を推計した。 

 

① 住機能支障に伴う中期的な居住先（発災後約 1 か月～約 2 年） 

アンケート結果は、表 7-4～表 7-5 のとおりである。下記の居住先等の選定意向の割合をもと

に、中期的住機能支障を推計した。 

 

表 7-4 自宅が全壊・焼失した世帯の居住先選択の割合（発災後約 1 か月～約 2 年） 

 （％） 

居住先   (1) (2) （3） （4） (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

 

 

 

 

 

 

 

従前 

住宅形態 

回
答
者
数
（
人
） 

全 
 

体 

従
前
場
所
で
自
宅
新
築 

従
前
場
所
で
自
力
仮
設 

別
の
場
所
に
新
築
・
購
入 

親
族
、
知
人
宅 

勤
務
先
の
提
供
す
る
施
設 

民
間
賃
貸 

賃
貸
型
応
急
住
宅 

建
設
型
応
急
住
宅 

公
営
住
宅
一
時
使
用 

避
難
所
※ 

そ
の
他 

全体 （1,008） 100.0 20.8 5.3 6.9 15.1 3.6 9.9 11.9 11.3 9.4 5.2 0.6 

持ち家 （518） 100.0 33.2 7.7 8.3 11.4 1.7 5.8 9.7 11.4 6.2 3.9 0.8 

賃貸 （490） 100.0 7.8 2.7 5.5 19.0 5.5 14.3 14.3 11.2 12.9 6.5 0.4 

 

表 7-5 自宅が半壊あるいはライフライン被害を受けた世帯の居住先選択の割合 

(発災後約 1 か月～約 2 年) 

（％） 
居住先   (1) (2) （3） （4） (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
従前 
住宅形態 

回
答
者
数
（
人
） 

全  

体 

自
宅
を
応
急
修
理
し
居
住 

従
前
場
所
で
自
宅
新
築 

従
前
場
所
で
自
力
仮
設 

別
の
場
所
に
新
築
・
購
入 

親
族
、
知
人
宅 

勤
務
先
の
提
供
す
る
施
設 

民
間
賃
貸 

賃
貸
型
応
急
住
宅 

建
設
型
応
急
住
宅 

公
営
住
宅
一
時
使
用 

避
難
所 

そ
の
他 

全体 （1,008） 100.0 41.3 10.3 2.1 3.0 10.2 2.8 6.3 8.9 5.6 5.8 3.6 0.2 

持ち家 （518） 100.0 57.7 15.4 2.5 3.1 6.9 1.2 1.5 3.7 3.7 2.1 1.9 0.2 

賃貸 （490） 100.0 23.9 4.9 1.6 2.9 13.7 4.5 11.4 14.5 7.6 9.6 5.3 0.2 
※災害救助法では避難所の開設期間を概ね 1 週間としているが、阪神・淡路大震災、東日本大震災等では概ね数か月程度は避難所

が開設されており、現実には 1 か月後以降も避難所以外に居住先を求められない被災者が発生することが予想されるため、避難

所を選択可能とした。 
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各居住先の潜在的需要は以下のとおりとなる。 

各居住先の潜在的需要数 

＝A（持ち家）×自宅が持ち家の全壊・焼失世帯数＋ 

B（持ち家）×自宅が持ち家の半壊世帯数＋ 

A（借家）×自宅が借家の全壊・焼失世帯数＋ 

B（借家）×自宅が借家の半壊世帯数 

なお、A：自宅が全壊・焼失した世帯の居住先選択の割合（表 7-4） 

B：自宅が半壊した世帯の居住先選択の割合（表 7-5） 

 

 

（自宅が全壊・焼失及び半壊した場合において、建設型応急住宅の潜在的需要を計算する場合） 

  ・自宅が持ち家の人が、建設型応急住宅（8）を選択している割合 

A（持ち家）：全壊の場合「11.4％」（表 7-4） 

B（持ち家）：半壊の場合「3.7％」（表 7-5） 

  ・自宅が借家の人が、建設型応急住宅（8）を選択している割合 

A（借家）：全壊の場合「11.2％」（表 7-4） 

B（借家）：半壊の場合「7.6％」（表 7-5） 

建設型応急住宅需要世帯数＝ 

〔11.4％×｛木造全壊・焼失世帯数（持ち家）＋非木造全壊世帯数（持ち家）｝＋

3.7％×｛木造半壊世帯数（持ち家）＋非木造半壊世帯数（持ち家）｝〕＋〔11.2％

×｛木造全壊・焼失世帯数（借家）＋非木造全壊世帯数（借家）｝＋7.6％×｛木造

半壊世帯数（借家）＋非木造半壊世帯数（借家）｝〕 

 

上記の潜在的需要をベースに、既存住宅の空き状況及び被災状況に応じた入居制限を考慮した以下

のパターンについて推計した。 

 

既存住宅の空き状況や被災状況に応じた入居制限の考慮について、表 7-6 のパターンを設定し、

そのうちパターン C を採用して推計した。（愛知県（2014）でも「パターン C」を考慮） 

 

表 7-6 既存住宅の空き状況や被災状況に応じた入居制限の考慮 

空き家数は住宅・土地統
計調査に基づき設定 

全壊・半壊いずれも 
希望どおり 

半壊の場合は応急仮設住
宅や公営住宅一時使用は

不可 

既存住宅の空き家※を 
考慮せず 

パターン A パターン B 

全県単位で考慮 パターン C パターン D 

市町村単位で考慮 パターン E パターン F 

       ※この場合の空き家は、賃貸型応急住宅、公営住宅及び民間賃貸住宅とする。 
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② 住機能支障に伴う長期的な居住先（発災後約 2 年～数年以降） 

既存住宅の空き家は考慮せず、被災状況に応じた入居制限も行わない想定とする。 

アンケート結果に基づいて、表 7-7～表 7-8 の居住先への入居者数をそれぞれ推計する。 

 

表 7-7 自宅が全壊・焼失した世帯の住宅再建方法の割合（発災後約 2 年～数年以降） 

                                  （％） 

再建方法   (1) (2) （3） （4） (5) (6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
従前 
住宅形態 

回
答
者
数
（
人
） 

全 
 

体 

従
前
場
所
で
自
宅
新
築 

別
の
場
所
に
新
築
・
購
入 

民
間
賃
貸 

親
族
、
知
人
宅 

公
営
住
宅 

そ
の
他 

全体 （1,008） 100.0 24.4 9.6 22.7 14.1 28.7 0.5 

持ち家 （518） 100.0 37.5 12.5 16.4 11.6 21.2 0.8 

賃貸 （490） 100.0 10.6 6.5 29.4 16.7 36.5 0.2 

 

表 7-8 自宅が半壊あるいはライフライン被害を受けた世帯の住宅再建方法の割合 

（発災後約 2 年～数年以降） 

（％） 

再建方法   (1) (2) （3） （4） (5) (6) (7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
従前 
住宅形態 

回
答
者
数
（
人
） 

全  

体 

応
急
修
理
し
居
住 

従
前
場
所
で
自
宅
新
築 

別
の
場
所
に
新
築
・
購
入 

民
間
賃
貸 

親
族
、
知
人
宅 

公
営
住
宅 

そ
の
他 

全体 （1,008） 100.0 11.6 46.1 3.1 14.5 8.3 16.1 0.3 

持ち家 （518） 100.0 63.5 16.6 3.5 5.0 4.2 6.9 0.2 

賃貸 （490） 100.0 27.8 6.3 2.7 24.5 12.7 25.7 0.4 

 

   本調査では、上表のアンケート結果に基づき、公営住宅を必要とする潜在的需要を求め、その

内訳として、全壊世帯（うち年収 400 万円未満の世帯）及び半壊世帯を推計した。 

ここでは、借家の平均構成人員である 2 人世帯における災害公営住宅（一般災害時）の入居収

入基準（収入分位 40％）に当たる年収 400 万円未満の世帯を、災害公営住宅の主要な入居対象者

とした。 
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(2) 予測結果 

① 住機能支障に伴う中期的な居住先（発災後約 1 か月～約 2 年の応急住宅） 

「賃貸型応急住宅、公営住宅及び民間賃貸住宅の入居上限（全県単位）を考慮した場合（パターン

C）」の結果を以下に示す。中期的住機能支障については、賃貸型応急住宅の需要が約 31,000 世帯、

建設型応急住宅の需要が約 25,000 世帯と推計された。 

 

表 7-9 発災後約 1 か月～約 2 年における中期的住機能支障（世帯） 

（過去地震最大モデル、冬・夕方） 

 

自
宅
を
応
急 

修
理
し
居
住 

従
前
場
所
で 

自
宅
新
築 

従
前
場
所
で 

自
力
仮
設 

別
の
場
所
に 

新
築
・
購
入 

親
族
、
知
人
宅 

勤
務
先
の
提
供 

す
る
施
設 

民
間
賃
貸 

賃
貸
型 

応
急
住
宅 

建
設
型 

応
急
住
宅 

公
営
住
宅 

一
時
使
用 

避
難
所 

そ
の
他 

合
計 

住
機
能
支
障 

な
し 

県計 約112,000 約52,000 約11,000 約15,000 約38,000 約9,400 約22,000 約31,000 約25,000 約19,000 約13,000 約1,100 約348,000 約3,065,000 

 

②  住機能支障に伴う長期的な居住先（発災後約 2 年～数年の恒久的住宅） 

長期的住機能支障については、公営住宅の需要が約 62,000 世帯と推計された。 

表 7-10 発災後約 2 年～数年以降における長期的住機能支障（世帯） 

（過去地震最大モデル、冬・夕方） 

  

長期的住機能支障（世帯）[避難先別あるいは住宅再建方法別] 住
機
能
支
障 

な
し 補

修
し
居
住 

従
前
場
所
で 

自
宅
新
築 

別
の
場
所
に 

新
築
・
購
入 

民
間
賃
貸 

親
族
、 

知
人
宅 

公営住宅 そ
の
他 

合
計  

 

全壊 

 

半壊 うち年収 400
万円未満 

県計 約125,000 約58,000 約18,000 約52,000 約32,000 約62,000 約26,000 約15,000 約35,000 約1,200 約348,000 約3,065,000 
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7.4. 災害廃棄物等 

(1) 予測手法 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。 

愛知県（2014）では、当時の環境省「災害廃棄物対策指針」に基づき、地震に伴う災害廃棄物等の

発生量を推計した。 

今回は、同指針が 2023 年に改訂され、それに伴い技術資料「災害廃棄物等発生量の算定手法」に

おいて算定方法が変更されたことを踏まえた。なお、災害廃棄物等に半壊の建物の解体廃棄物が加え

られたこと（改訂前は全壊の建物の解体廃棄物のみ）、建物内の片付けに関する廃棄物（片付けご

み）が加えられたことが主な変更点である。 

 

a）解体廃棄物 

全半壊建物から解体された廃棄物について、平均的な建物1棟あたりの解体時の廃棄物発生量を踏

まえて推計した。 

全半壊建物からの解体廃棄物Y1＝(X1＋X2)×a×b1＋(X3＋X4)×a×b2 

添え字 1:住家全壊, 2:非住家全壊, 3:住家半壊, 4:非住家半壊 

a:解体廃棄物発生原単位（t/棟） 

a= A1×a1×r1＋A2×a2×r2 

A1：木造床面積（㎡/棟） A2：非木造床面積（㎡/棟） 

a1：木造建物発生原単位（トン/㎡） a2：非木造建物発生原単位（トン/㎡） 

r1：解体棟数の構造割合（木造） r2：解体棟数の構造割合（非木造） 

b1：全壊建物解体率 b2：半壊建物解体率 

なお、火災焼失に伴う災害廃棄物については、揺れ等による廃棄物発生量に比べ、焼失する分廃棄

物の発生量は減る。この割合については、技術資料「災害廃棄物等発生量の算定手法」に基づき、木

造の場合で34％減、非木造の場合は16％減とした。 

 

表 7-11 解体廃棄物の推計に用いる係数 

項目 細目 記号 単位 地震災害 

（揺れ） 

地震災害 

（津波） 

建物発生原単位 
木造建物 a1 

トン/㎡ 
0.5 

非木造建物 a2 1.2 

延床面積 

木造建物 A1 

㎡/棟 

市区町村別に、固定資産税台帳上の

構造別の延床面積を構造別建物棟数

で割ることにより算出 
非木造建物 A2 

解体棟数の木造、

非木造の割合 
木造：非木造 r1: r2 - 

建物被害想定の結果得られる構造別

全壊、半壊棟数を利用 

建物解体率 
全壊 b1 - 0.75 1.00 

半壊 b2 - 0.25 0.25 

片付けごみ及び公

物等発生量原単位 
全壊棟数 CP トン/棟 53.5 82.5 

（出典）災害廃棄物対策指針（2023年改定）技術資料 
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b）片付けごみ及び公物等 

片付けごみ及び公物等の発生量について、全壊棟数に、表 7-11に示す発生原単位の値（地震災害

（揺れ）：53.5トン／棟、地震災害（津波）：82.5トン／棟）を乗じて推計した。 

片付けごみ及び公物等の発生量Y2=(X1＋X2)×ＣＰ 

ここで、ＣＰ：片付けごみ及び公物等発生原単位（トン／棟） 

 

c）津波堆積物 

津波堆積物の発生量は東日本大震災における宮城県及び岩手県の2県の数値である0.024トン/㎥を

用いて算出した発生原単位を用いて推計した。 

表 7-12 津波堆積物の発生量の推計に用いる各係数 

 
（出典）災害廃棄物対策指針（2023年改定）技術資料 

 

(2) 予測結果 

災害廃棄物発生量は約 2,600 万トン、津波堆積物発生量は約 300 万トンと推計された。 

 

表 7-13 災害廃棄物等発生量（過去地震最大モデル、冬・夕方） 

 

災害廃棄物等発生量（万トン） 

災害廃棄物 

津波堆積物 計 
解体廃棄物 

片付けごみ

及び公物等 
合計 

合計 約 2,100 約 500 約 2,600 約 300 約 2,900 
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8. 危険物施設 

(1) 予測手法 

愛知県（2014）の手法を用いた。 

具体的には、これまでの地震でも被害が発生しており、かつ最大容量が多いため被害発生時の影響

が大きくなる傾向がある貯蔵タンクを対象として、貯蔵タンクにおける被害発生件数について、確率

論的な期待値として以下の被害発生確率（表 8-1）を設定し、推計した。 

被害発生確率は、過去調査事例の確率値の中央値を設定した。各市町村で建物があるメッシュの最

大震度が震度 6 強または震度 7 の場合に被害が発生するものとして評価した（石油コンビナート等特

別防災区域では、当該区域に含まれる市町村の計測震度の最大値を引用）。 

被害発生件数[件]＝被害発生確率[件/基] ×施設数[基] 

 

表 8-1 被害発生確率 

危険物の分類 対象とする事象 
発生確率（件/基）

※1 

引火性液体 

（石油類） 

タンク本体や配管からの小規模漏洩  1E-02 

相当量の継続漏洩（防油堤内に止まる） 2E-03 

防油堤外への流出 5E-04 

防油堤内のプール火災  ※2 2E-04 

防油堤外への火災 8E-05 

可燃性ガス タンク配管からの漏洩（緊急遮断） 6E-03 

相当量の継続漏洩、爆発の危険あり 4E-04 

防液堤内のプール火災 5E-05 

漏洩ガス着火、タンク爆発 4E-06 

※1： 例えば発生確率 1E-02 は、1.0×0.01＝0.01（件/基）を意味し、危険物施設 100 基中１基の割合で

被害が発生することに相当。同様に 2E-03 は 2.0×0.001＝0.002、5E-04 は 5.0×0.0001＝0.0005。 
※2： プール火災とは、可燃性液体が流出して、ある領域内で燃え続ける火災である。 
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(2) 予測結果 

石油コンビナート等特別防災区域では、引火性液体について、タンク本体や配管からの小規模漏洩

が約 10 件発生、相当量の継続漏洩が約 2 件発生、防油堤外への流出が 1 件未満と推計された。可燃

性ガスについて、タンク配管からの漏洩は 1 件未満である。 

石油コンビナート等特別防災区域以外では、引火性液体について、タンク本体や配管からの小規模

漏洩が約 22 件発生、相当量の継続漏洩が約 4 件発生、防油堤外への流出が約 1 件発生と推計された。

可燃性ガスについて、タンク配管からの漏洩は約 2 件である。 

 

表 8-2 石油コンビナート等特別防災区域の被害発生件数［単位：件］ 

（過去地震最大モデル、冬・夕方） 

  

引火性液体（石油類） 可燃性ガス 

タンク本体や
配管からの小
規模漏洩  

相当量の継続
漏洩（防油堤
内に止まる） 

防油堤外への
流出 

防油堤内のプ
ール火災 

防油堤外への火
災 

タンク配管か
らの漏洩（緊
急遮断） 

相当量の継続
漏洩、爆発の
危険あり 

防液堤内のプ
ール火災 

漏洩ガス着
火、タンク爆
発 

名古屋港臨海地区 9.04 1.81 0.45 0.18 0.07 0.12 0.01 0.00 0.00 

衣浦地区 0.98 0.20 0.05 0.02 0.01 0.06 0.00 0.00 0.00 

※ 0 件の場合は空欄にした。0.01 件未満で 0 件より大きい場合は 0.00 と表示した。0 件より大きい場合で次の条件を満たす場

合には背景を色付けした。1.00 件以上 0.10 件以上 
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表 8-3 石油コンビナート等特別防災区域以外の被害発生件数［単位：件］ 

（過去地震最大モデル、冬・夕方） 

  

引火性液体（石油類） 可燃性ガス 

タンク本体や
配管からの小
規模漏洩 

相当量の継続
漏洩（防油堤
内に止まる） 

防油堤外への
流出 

防油堤内のプ
ール火災 

防 油 堤 外 へ
の火災 

タンク配管か
らの漏洩（緊急
遮断） 

相当量の継続
漏洩、爆発の
危険あり 

防液堤内のプ
ール火災 

漏 洩 ガ ス 着
火、タンク爆
発 

発生確率 
（件/基） 

0.01 0.002 0.0005 0.0002 0.00008 0.006 0.0004 0.00005 0.000004 

名古屋市 6.02 1.20 0.30 0.12 0.05 0.13 0.01 0.00 0.00 
千種区 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
東区 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
北区 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
西区 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

中村区 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
中区 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

昭和区 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
瑞穂区 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
熱田区 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
中川区 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
港区 4.98 1.00 0.25 0.10 0.04 0.06 0.00 0.00 0.00 
南区 0.64 0.13 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

守山区 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
緑区 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 

名東区 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
天白区 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 
豊橋市 1.19 0.24 0.06 0.02 0.01 0.11 0.01 0.00 0.00 
岡崎市 0.61 0.12 0.03 0.01 0.00 0.11 0.01 0.00 0.00 
一宮市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
瀬戸市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
半田市 1.02 0.20 0.05 0.02 0.01 0.10 0.01 0.00 0.00 

春日井市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
豊川市 0.43 0.09 0.02 0.01 0.00 0.09 0.01 0.00 0.00 
津島市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
碧南市 0.60 0.12 0.03 0.01 0.00 0.08 0.01 0.00 0.00 
刈谷市 0.34 0.07 0.02 0.01 0.00 0.08 0.01 0.00 0.00 
豊田市 1.40 0.28 0.07 0.03 0.01 0.26 0.02 0.00 0.00 
安城市 0.54 0.11 0.03 0.01 0.00 0.10 0.01 0.00 0.00 
西尾市 1.32 0.26 0.07 0.03 0.01 0.14 0.01 0.00 0.00 
蒲郡市 0.47 0.09 0.02 0.01 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 
犬山市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
常滑市 0.35 0.07 0.02 0.01 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 
江南市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
小牧市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
稲沢市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
新城市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
東海市 1.73 0.35 0.09 0.03 0.01 0.11 0.01 0.00 0.00 
大府市 0.31 0.06 0.02 0.01 0.00 0.16 0.01 0.00 0.00 
知多市 2.42 0.48 0.12 0.05 0.02 0.07 0.00 0.00 0.00 
知立市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

尾張旭市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
高浜市 0.10 0.02 0.01 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 
岩倉市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
豊明市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
日進市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
田原市 0.90 0.18 0.05 0.02 0.01 0.06 0.00 0.00 0.00 
愛西市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
清須市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

北名古屋市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
弥富市 0.17 0.03 0.01 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 

みよし市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
あま市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

長久手市 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
東郷町 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
豊山町 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
大口町 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
扶桑町 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
大治町 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
蟹江町 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 
飛島村 0.09 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 

阿久比町 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 
東浦町 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 

南知多町 0.32 0.06 0.02 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 
美浜町 0.09 0.02 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 
武豊町 1.33 0.27 0.07 0.03 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 
幸田町 0.14 0.03 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 
設楽町 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
東栄町 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
豊根村 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
合計 21.68 4.34 1.08 0.43 0.17 1.93 0.13 0.02 0.00 

注）端数処理のため合計が各数値の和に一致しない場合がある。 

※1： 0 件の場合は空欄にした。0.01 件未満で 0 件より大きい場合は 0.00 と表示した。0 件より大きい場合で次の条件を満たす場合には

背景を色付けした。1.00 件以上 0.10 件以上 

※2： 上記の数字には、石油コンビナート等特別防災区域内の施設は含まれない。 

 



 

 

3-108 

9. 経済被害 

9.1. 直接的経済被害 

(1) 予測手法 

中央防災会議（2025）の手法を用いた。なお、愛知県（2014）も同様の手法である。 

具体的には、被害を受けた施設及び資産について、復旧に要する費用の総額を直接被害額とし、被

害量に原単位を乗じて直接被害額を推計している。対象とする施設・資産とそれらの復旧額の算出方

法は表 9-1 のとおりである。 

 

表 9-1 対象とする施設・資産、それらの復旧額の算出方法 

※ 直接被害額は、復旧に要する金額を推計することとし、基本的には「再調達価額」を原単位として用いる。 

※ ライフライン、交通施設等の復旧額の単価は東日本大震災時の単価を建設工事費デフレーターで補正。 

  

施設・資産の種類 ①復旧額計算の対象とする被害量 ②使用する原単位 

住宅 住宅全壊棟数＋0.5×住宅半壊棟数 
新規住宅 1 棟あたり工事必要単価（木造住宅、非

木造住宅別） 

オフィスビル等 非住宅全壊棟数＋0.5×非住宅半壊棟数 
新規非住宅 1 棟あたり工事必要単価（木造非住

宅、非木造非住宅別） 

家庭用品 
住宅倒壊棟数＋0.5×（住宅全壊棟数－住宅倒壊

棟数） 
1 世帯当たり評価単価 

その他償却資産 非住宅全壊棟数率＋非住宅半壊棟数率 償却資産額 

棚卸資産（在庫） 非住宅全壊棟数率＋非住宅半壊棟数率 棚卸資産額 

ラ

イ

フ

ラ

イ

ン 

上水道 断水人口 人口当たり復旧額 

下水道 管渠被害延長 管渠被害延長当たり復旧額 

電力 
被害電柱数 

被害火力発電所数 

電柱 1 本当たり復旧額 

火力発電所当たり復旧額 

通信 不通回線数（固定電話） 回線当たり復旧額 

都市ガス 供給停止世帯数 世帯当たり復旧額 

交

通

施

設 

道路 道路の被害箇所数 箇所当たり復旧額（道路種別） 

鉄道 鉄道の被害箇所数 箇所当たり復旧額 

港湾 被災岸壁数 岸壁当たり復旧額 

漁港 被災漁港数 漁港当たり復旧額（漁港種別） 

農地 浸水被害推定面積 浸水被害面積当たり復旧事業費 

その他公共土木施設 
道路、港湾、下水道等と公共土木施設等の復旧

費を比較することで推計 

道路、港湾、下水道の被害をもとに、その他（河

川、海岸、砂防等）の被害量を算出 

災害廃棄物処理 災害廃棄物発生量 トン当たり処理費用 
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(2) 予測結果 

直接的経済被害額は約 19.4 兆円と推計された。直接的経済被害額は損傷した施設の復旧に要する

費用である。 

 

表 9-2 直接的経済被害（復旧に要する費用）（過去地震最大モデル、冬・夕方） 

 

  

被  害 被害額（億円） 

住宅 約 76,600 

オフィスビル等 約 37,100 

家庭用品 約 6,600 

その他償却資産 約 20,600 

棚卸資産（在庫） 約 10,600 

ライフラ

イン 

上水道 約 2,000 

下水道 約 3,400 

電力 約 100 

通信 約 6,300 

都市ガス 約 200 

交通施設 

道路 約 1,200 

鉄道 約 500 

港湾 約 10,300 

農地 約 1,400 

漁港 約 400 

その他公共土木施設 約 6,300 

災害廃棄物処理 約 10,700 

合計 約 19.4 兆円 
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9.2. 間接的経済被害 

(1) 予測手法 

愛知県（2014）と同様、産業連関表を利用し、産業分類（大分類）別の県内総生産低下額を推計し

た。ここでは、他県の被害から本県が受ける影響を考慮するため、全国の被害の影響を評価できる公

益財団法人中部圏社会経済研究所「中部圏地域間産業連関表（2015 年版）」を用いて評価した。な

お、他県の被害は中央防災会議（2025）の想定結果を用いて設定した。 

 

(2) 予測結果 

間接的経済被害額は約 3.4 兆円と推計された。 

間接的経済被害額は被災後の県内の生産額の低下である。なお、施設の損傷等に伴って生じる復旧

工事等の需要は考慮していない。 

表 9-3 間接的経済被害（生産額の低下）（過去地震最大モデル、冬・夕方） 

 

  
産  業 

県内総生産 

低下額（億円） 

農林水産業 約 300 

鉱業 約 10 

製造業 約 13,100 

建設業 約 800 

電気ガス 約 1,100 

商業 約 4,500 

金融・保険・不動産 約 4,500 

運輸 約 1,600 

情報通信 約 1,400 

公務 約 200 

サービス等 約 6,800 

合計 約 3.4 兆円 

注：端数処理のため合計が各数値の和に一致しない。 
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10. 時間差をおいて発生する地震による被害 

10.1.  建物被害 

(1)予測手法 

基本的な予測手法は全割れと同様とした。時間差発生により、2 回地震を受ける建物について、下

記のとおり評価した。 

中央防災会議（2025）では、時間差をおいて地震が発生した場合に、2 回地震を受ける建物（1 回

目の地震で半壊となった建物）について、2 回目の地震による被害関数を構築しており、木造建物・

非木造建物ともに、2 回目の地震に対する被害率が大きくなる設定としている。 

2 回地震を受ける建物（1 回目の地震で半壊となった建物）について、中央防災会議（2025）の手

法を適用し、建物被害を推計した。 

 

 

図 10-1  1 回目の地震で半壊となった建物に対する木造建物の全壊率 

 

  

図 10-2  1 回目の地震で半壊となった建物に対する RC・SRC 造建物の全壊率（例：1971 年以前） 
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(2)予測結果 

揺れによる建物の全壊棟数 

先発地震として西半割れ地震が発生した場合は、先発地震の揺れによる建物被害は限定的となる。 

先発で発生した西半割れ地震で半壊となった建物は、後発地震によって全壊となる割合が高まるこ

とから、理論上最大モデルでは、東半割れ地震単独発生の場合に比べて、時間差をおいて発生する場

合の方が全壊棟数が約 1,000 棟増加する。過去地震最大モデルでは、先発で発生した西半割れ地震の

揺れが小さいので影響は小さい。 

 

表 10-1 揺れによる全壊棟数（先発地震が西半割れ地震、後発地震が東半割れ地震の場合） 

 
先発地震 

（西半割れ） 

後発地震 

（東半割れ） 
合計 

（参考） 

東半割れ単独 全割れ 

過去地震最大 ＊ 約 49,000 棟 約 49,000 棟 約 49,000 棟 約 50,000 棟 

理論上最大 ＊ 約 223,000 棟 約 223,000 棟 約 222,000 棟 約 222,000 棟 

「＊」：被害わずか 

※ 端数処理のため、合計が各数値の和に一致しない場合がある。 
※ 先発地震により液状化によって半壊した建物が、後発地震の地震動や液状化により被害が拡大する現象は考慮していない。 
※ 冬・夕方発災ケース 

 

先発地震として東半割れ地震が発生し、後発地震として西半割れ地震が発生した場合も、理論上最

大モデルでは、東半割れ地震単独発生の場合に比べて、全壊棟数が約 1,000 棟増加する。これは、東

半割れ地震で多くの半壊建物が発生し、その後、西半割れ地震による揺れで半壊建物が全壊となるこ

とによるものである。 

表 10-2 揺れによる全壊棟数（先発地震が東半割れ地震、後発地震が西半割れ地震の場合） 

 
先発地震 

（東半割れ） 

後発地震 

（西半割れ） 
合計 

（参考） 

西半割れ単独 全割れ 

過去地震最大 約 49,000 棟 約 200 棟 約 49,000 棟 ＊ 約 50,000 棟 

理論上最大 約 222,000 棟 約 1,200 棟 約 223,000 棟 ＊ 約 222,000 棟 

「＊」：被害わずか 

※ 端数処理のため、合計が各数値の和に一致しない場合がある。 
※ 先発地震により液状化によって半壊した建物が、後発地震の地震動や液状化により被害が拡大する現象は考慮していない。 
※ 冬・夕方発災ケース 
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10.2.  人的被害 

(1)予測手法 

基本的な予測手法は全割れと同様とした。西半割れ地震の発生から数日以内に後発で東半割れ地震

が発生した場合の津波による死者数を推計するものとし、先発地震発生後の津波警報や南海トラフ地

震臨時情報により、早期避難意識が高まり、呼びかけが行われる場合、さらに、事前避難が実施され

た場合を想定して推計した。 

 

(2)予測結果 

津波による死者数 

先発地震の西半割れ地震の発生から数日以内に後発地震として東半割れ地震が発生した場合の死者

数は、早期避難意識が高まり呼びかけが行われる場合には、過去地震最大モデルで約 400 人、理論上

最大モデルで約 3,700 人となり、東半割れ地震単独発生の場合と比べ、逃げ遅れによる死者数が大き

く減少する。 

これに加えて、事前避難が行われた場合（東半割れ地震の津波によって 30 分以内に浸水深 30cm と

なるエリアの住民が、先発地震発生後に全員が津波浸水域外の場所に避難した場合）の死者数は、過

去地震最大モデルで約 300 人、理論上最大モデルで約 2,300 人となり、死者数はさらに減少する。た

だし、上記のエリア以外から、後発地震で建物が倒壊し自力脱出困難となり津波に巻き込まれる人が

発生する。 

 

表 10-3 津波による死者数（先発地震が西半割れ地震、後発地震が東半割れ地震の場合） 

 先発地震 

（西半割れ） 

後発地震 

（東半割れ） 

 

【参考】 

東半割れ単独 

（早期避難率低） 早期避難率低 
早期避難意識が高まり呼び

かけが行われた場合 

さらに、浸水深 30 ㎝到達

時間 30 分以内の地域の住

民が事前避難した場合 

 うち、自力

脱出困難 

 うち、自力

脱出困難 

 うち、自力

脱出困難 

 うち、自力

脱出困難 

過去地震 

最大 
＊ ＊ 約 400 人 約 400 人 約 300 人 約 300 人 約 2,400 人 約 400 人 

理論上 

最大 
＊ ＊ 約 3,700 人 約 3,000 人 約 2,300 人 約 2,300 人 約 5,900 人 約 3,000 人 

「＊」：被害わずか 

※端数処理のため、合計が各数値の和に一致しない場合がある。 

※冬・深夜発災ケース 
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11. 市町村別の被害（総括表） 

主な被害予測項目について、市町村別の結果を次ページ以降に示す。 

なお、県全体で見た場合と市町村別で見た場合では被害が最大となるケースが異なるため、下記の

①②についてそれぞれ示すものとした。 

① 県全体で被害が最大となるケース（建物・人的被害、ライフライン被害等について） 

② 市町村別で被害が最大となるケース（建物・人的被害について） 
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①県全体で被害が最大となるケース（建物・人的被害、ライフライン被害等について） 

主な推計結果総括表（過去地震最大モデル） 

市町村名 

全壊・焼失棟数（冬・夕方発災） 死者数（冬・深夜発災、早期避難率低） 

揺れ 液状化 浸水・津波 
がけ崩れ

等 
火災 合計 

建物倒壊 浸水・津波 

がけ崩れ

等 
火災 

ブロッ
ク塀・
自動販
売機の
転倒、
屋外落
下物 

合計 
  

（ うち屋
内 収 容
物移動・
転 倒 、
屋 内 落
下物） 

  

（うち自

力脱出

困難） 

（うち逃

げ遅れ） 

名 古 屋 市 約 6,800 約 3,000 約 2,000 * 約 3,500 約 15,000 約 300 約 40 約 600 約 50 約 500 * * * 約 900 

豊 橋 市 約 6,600 約 200 約 30 約 10 約 3,000 約 9,800 約 300 約 20 約 50 * 約 50 * 約 10 * 約 400 

岡 崎 市 約 2,200 約 900 * 約 70 約 1,500 約 4,700 約 100 約 10 * * * 約 10 * * 約 100 

一 宮 市 約 100 約 3,500 * * 約 40 約 3,600 * * * * * * * * * 

瀬 戸 市 約 100 * * 約 10 * 約 100 * * * * * * * * * 

半 田 市 約 1,100 約 10 約 30 約 10 約 700 約 1,900 約 50 * 約 20 約 10 約 20 * * * 約 80 

春 日 井 市 約 100 * * * 約 50 約 100 * * * * * * * * * 

豊 川 市 約 2,000 * * 約 20 約 900 約 2,900 約 90 約 10 * * * * * * 約 90 

津 島 市 約 200 約 1,200 * * 約 30 約 1,400 約 10 * * * * * * * 約 10 

碧 南 市 約 2,800 約 30 約 200 * 約 1,200 約 4,200 約 100 約 10 約 200 約 50 約 200 * * * 約 300 

刈 谷 市 約 900 * 約 30 * 約 400 約 1,300 約 30 * * * * * * * 約 40 

豊 田 市 約 1,200 約 50 * 約 100 約 20 約 1,400 約 30 約 10 * * * 約 10 * * 約 50 

安 城 市 約 1,700 約 60 * * 約 400 約 2,200 約 80 約 10 * * * * * * 約 80 

西 尾 市 約 7,200 約 600 約 1,300 約 20 約 3,100 約 12,000 約 400 約 20 約 900 約 200 約 700 * 約 40 * 約 1,300 

蒲 郡 市 約 1,200 約 30 約 10 約 40 約 600 約 1,800 約 70 * 約 20 * 約 20 * * * 約 90 

犬 山 市 約 10 * * * * 約 10 * * * * * * * * * 

常 滑 市 約 800 約 10 約 200 約 10 約 500 約 1,500 約 50 * 約 100 約 20 約 100 * * * 約 200 

江 南 市 * * * * * * * * * * * * * * * 

小 牧 市 約 40 * * * * 約 40 * * * * * * * * * 

稲 沢 市 約 200 約 2,800 * * 約 10 約 3,000 約 10 * * * * * * * 約 10 

新 城 市 約 200 * * 約 70 * 約 200 約 10 * * * * 約 10 * * 約 10 

東 海 市 約 1,000 約 20 約 100 約 10 約 700 約 1,800 約 40 * 約 30 * 約 30 * * * 約 70 

大 府 市 約 400 * * * 約 300 約 700 約 30 * * * * * * * 約 30 

知 多 市 約 600 約 10 * 約 20 約 300 約 1,000 約 30 * 約 10 * 約 10 * * * 約 30 

知 立 市 約 300 * * * 約 200 約 500 約 10 * * * * * * * 約 10 

尾 張 旭 市 約 70 * * * * 約 80 * * * * * * * * * 

高 浜 市 約 500 * * * 約 300 約 800 約 20 * * * * * * * 約 20 

岩 倉 市 約 20 約 10 * * * 約 30 * * * * * * * * * 

豊 明 市 約 200 * * * 約 10 約 200 約 10 * * * * * * * 約 10 

日 進 市 約 200 * * * 約 10 約 200 * * * * * * * * * 

田 原 市 約 4,800 約 10 約 200 約 50 約 1,000 約 6,000 約 300 約 10 約 80 約 40 約 30 * 約 10 * 約 300 

愛 西 市 約 300 約 1,800 * * * 約 2,200 約 10 * * * * * * * 約 10 

清 須 市 約 200 約 600 * * * 約 800 約 10 * * * * * * * 約 10 

北名古屋市 約 80 約 300 * * * 約 300 * * * * * * * * * 

弥 富 市 約 300 約 700 * * 約 30 約 1,100 約 10 * * * * * * * 約 10 

み よ し 市 約 200 * * * * 約 200 約 10 * * * * * * * 約 10 

あ ま 市 約 300 約 1,100 * * 約 10 約 1,400 約 10 * * * * * * * 約 10 

長 久 手 市 約 60 * * * * 約 60 * * * * * * * * * 

東 郷 町 約 100 * * * * 約 100 * * * * * * * * * 

豊 山 町 約 10 * * * * 約 10 * * * * * * * * * 

大 口 町 * * * * * * * * * * * * * * * 

扶 桑 町 * * * * * * * * * * * * * * * 

大 治 町 約 90 約 200 * * * 約 300 * * 約 20 * 約 20 * * * 約 30 

蟹 江 町 約 300 約 200 * * 約 10 約 500 約 10 * * * * * * * 約 10 

飛 島 村 約 200 約 50 * * * 約 200 * * * * * * * * * 

阿 久 比 町 約 300 * * 約 10 約 90 約 300 約 10 * * * * * * * 約 10 

東 浦 町 約 600 約 10 約 100 * 約 600 約 1,400 約 30 * 約 20 約 10 約 10 * * * 約 50 

南 知 多 町 約 1,400 約 20 約 400 約 100 約 200 約 2,000 約 90 * 約 700 約 20 約 700 約 10 * * 約 800 

美 浜 町 約 900 約 10 約 30 約 20 約 100 約 1,100 約 50 * 約 20 約 10 約 20 * * * 約 80 

武 豊 町 約 400 約 10 約 10 * 約 200 約 700 約 20 * * * * * * * 約 30 

幸 田 町 約 500 * * 約 20 約 50 約 500 約 20 * * * * * * * 約 30 

設 楽 町 約 20 * * 約 10 * 約 30 * * * * * * * * * 

東 栄 町 約 10 * * 約 20 * 約 40 * * * * * * * * * 

豊 根 村 * * * 約 10 * 約 10 * * * * * * * * * 

県 計 約 50,000 約 17,000 約 4,600 約 700 約 20,000 約 92,000 約 2,400 約 200 約 2,800 約 400 約 2,400 約 60 約 50 * 約 5,300 

想定条件：風速5m/s   

※ 下の①～④にしたがって端数処理を行ったため、合計が各項目の和に一致しない場合がある。   
  ①5未満（被害わずか） →「*」、②5以上100未満 →「一の位を四捨五入」、③100以上1万未満 →「十の位を四捨五入」、④1万以上 →「百

の位を四捨五入」 
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市町村名 

ライフライン機能支障（発災１日後；冬・夕方発災） 避難者数（人） 
（冬・夕方発災） 

帰宅困難
者数（人） 
(圏内の
み、昼発
災) 

災害廃棄
物等 

（万トン） 
（冬・夕方
発災） 

上水道 下水道 電力 固定電話 携帯電話 都市ガス LP ガス 

断水人口 
（人） 

機能支障 
人口（人） 

停電率 
（％） 

不通 
回線率
（％） 

停波 
基地局
率（％） 

復旧対象 
戸数 
（戸） 

機能支障 
世帯数 
（世帯） 

１日後 １週間後 １か月後 

名 古 屋 市 約 2,106,000 約 1,328,000 80% 81% 81% 約 63,000 約 12,000 約 215,000 約 525,000 約 193,000 約 322,000 約 690 

豊 橋 市 約 347,000 約 182,000 81% 82% 82% 約 59,000 約 13,000 約 51,000 約 98,000 約 49,000 約 25,000 約 240 

岡 崎 市 約 362,000 約 279,000 81% 81% 81% * 約 8,000 約 33,000 約 86,000 約 32,000 約 37,000 約 120 

一 宮 市 約 368,000 約 193,000 80% 81% 81% * 約 7,800 約 30,000 約 100,000 約 157,000 約 17,000 約 90 

瀬 戸 市 約 82,000 約 73,000 80% 80% 80% * 約 300 約 2,100 約 5,100 約 1,700 約 7,700 約 10 

半 田 市 約 105,000 約 3,500 81% 82% 82% 約 16,000 約 1,800 約 18,000 約 29,000 約 14,000 約 12,000 約 60 

春 日 井 市 約 111,000 約 71,000 80% 80% 80% * 約 200 約 3,200 約 13,000 約 2,400 約 20,000 約 10 

豊 川 市 約 147,000 約 5,800 81% 81% 81% * 約 5,500 約 15,000 約 36,000 約 22,000 約 15,000 約 70 

津 島 市 約 59,000 約 14,000 81% 81% 81% * 約 4,500 約 11,000 約 23,000 約 48,000 約 3,600 約 30 

碧 南 市 約 31,000 約 4,200 82% 83% 83% * 約 6,700 約 27,000 約 19,000 約 18,000 約 6,400 約 120 

刈 谷 市 約 123,000 約 116,000 81% 81% 81% * 約 2,100 約 10,000 約 28,000 約 9,500 約 32,000 約 50 

豊 田 市 約 328,000 約 261,000 80% 80% 80% * 約 3,800 約 16,000 約 56,000 約 15,000 約 78,000 約 70 

安 城 市 約 154,000 約 116,000 81% 81% 81% * 約 3,900 約 15,000 約 35,000 約 14,000 約 20,000 約 60 

西 尾 市 約 162,000 約 110,000 82% 84% 84% * 約 17,000 約 74,000 約 88,000 約 145,000 約 13,000 約 350 

蒲 郡 市 約 57,000 約 700 81% 82% 82% * 約 4,000 約 10,000 約 15,000 約 8,600 約 7,300 約 40 

犬 山 市 約 50,000 約 500 80% 80% 80% * 約 60 約 300 約 3,500 約 200 約 7,500 * 

常 滑 市 約 52,000 約 33,000 81% 82% 82% * 約 3,000 約 18,000 約 16,000 約 8,800 約 8,000 約 50 

江 南 市 約 57,000 * 80% 80% 80% * 約 40 約 400 約 6,300 約 200 約 4,800 * 

小 牧 市 約 97,000 約 800 80% 80% 80% * 約 200 約 1,400 約 9,200 約 900 約 17,000 約 10 

稲 沢 市 約 130,000 約 53,000 81% 81% 81% * 約 5,900 約 25,000 約 50,000 約 84,000 約 12,000 約 90 

新 城 市 約 32,000 約 300 80% 80% 80% * 約 1,100 約 1,800 約 5,400 約 1,800 約 6,000 約 10 

東 海 市 約 104,000 約 3,000 81% 81% 81% 約 14,000 約 1,500 約 13,000 約 27,000 約 15,000 約 10,000 約 70 

大 府 市 約 73,000 約 64,000 81% 81% 81% 約 21,000 約 900 約 5,100 約 14,000 約 4,800 約 9,700 約 20 

知 多 市 約 74,000 約 2,400 81% 81% 81% 約 900 約 800 約 7,200 約 17,000 約 13,000 約 3,200 約 30 

知 立 市 約 63,000 約 43,000 81% 81% 81% * 約 1,100 約 4,300 約 12,000 約 4,100 約 5,600 約 20 

尾 張 旭 市 約 57,000 約 60,000 80% 80% 80% * 約 80 約 1,300 約 7,600 約 1,100 約 3,400 * 

高 浜 市 約 44,000 約 5,400 81% 81% 81% * 約 800 約 4,500 約 11,000 約 10,000 約 3,100 約 20 

岩 倉 市 約 45,000 約 300 80% 80% 80% * 約 100 約 700 約 7,800 約 600 約 1,200 * 

豊 明 市 約 56,000 約 45,000 80% 80% 80% * 約 200 約 2,400 約 8,200 約 3,500 約 6,900 約 10 

日 進 市 約 73,000 約 27,000 80% 80% 80% * 約 200 約 2,300 約 9,000 約 3,200 約 7,500 約 10 

田 原 市 約 54,000 約 28,000 82% 83% 83% 約 200 約 5,900 約 21,000 約 25,000 約 25,000 約 8,900 約 170 

愛 西 市 約 59,000 約 20,000 81% 81% 81% * 約 5,200 約 13,000 約 25,000 約 49,000 約 2,300 約 50 

清 須 市 約 65,000 約 19,000 81% 81% 81% * 約 1,400 約 7,700 約 19,000 約 27,000 約 5,100 約 30 

北名古屋市 約 80,000 約 39,000 80% 81% 81% * 約 600 約 4,300 約 17,000 約 16,000 約 6,100 約 10 

弥 富 市 約 42,000 約 19,000 81% 81% 81% 約 10 約 4,100 約 8,100 約 17,000 約 34,000 約 6,400 約 50 

み よ し 市 約 52,000 約 43,000 80% 80% 80% * 約 300 約 2,200 約 7,800 約 3,300 約 7,600 約 10 

あ ま 市 約 83,000 約 27,000 81% 81% 81% 約 10 約 3,400 約 12,000 約 28,000 約 48,000 約 4,100 約 40 

長 久 手 市 約 48,000 約 45,000 80% 80% 80% * 約 60 約 1,400 約 5,900 約 1,900 約 7,600 * 

東 郷 町 約 35,000 約 30,000 80% 80% 80% * 約 100 約 1,200 約 4,600 約 1,700 約 2,300 * 

豊 山 町 約 12,000 約 10,000 80% 80% 80% * 約 40 約 200 約 2,000 約 1,600 約 2,800 * 

大 口 町 約 8,900 約 200 80% 80% 80% * 約 20 約 80 約 900 約 200 約 6,500 * 

扶 桑 町 約 13,000 * 80% 80% 80% * 約 20 約 60 約 1,300 約 300 約 1,300 * 

大 治 町 約 32,000 約 7,100 81% 81% 81% * 約 600 約 6,300 約 8,900 約 9,800 約 800 約 10 

蟹 江 町 約 37,000 約 21,000 81% 81% 81% 約 500 約 1,800 約 4,700 約 12,000 約 21,000 約 1,400 約 20 

飛 島 村 約 4,300 * 81% 81% 81% 約 20 約 400 約 1,000 約 1,800 約 3,600 約 3,700 約 30 

阿 久 比 町 約 18,000 約 900 81% 81% 81% 約 20 約 400 約 2,200 約 4,000 約 2,500 約 2,200 約 10 

東 浦 町 約 45,000 約 12,000 82% 83% 83% 約 9,700 約 800 約 9,900 約 13,000 約 7,400 約 2,300 約 40 

南 知 多 町 約 15,000 * 83% 84% 84% * 約 3,400 約 9,100 約 7,600 約 8,400 約 1,500 約 40 

美 浜 町 約 21,000 * 81% 81% 81% * 約 2,300 約 5,600 約 7,300 約 8,000 約 2,800 約 20 

武 豊 町 約 40,000 約 1,800 81% 81% 81% 約 2,700 約 800 約 4,100 約 9,200 約 3,700 約 2,000 約 20 

幸 田 町 約 35,000 約 28,000 81% 81% 81% * 約 1,100 約 3,400 約 8,100 約 3,400 約 4,400 約 10 

設 楽 町 約 3,200 * 80% 80% 80% * 約 200 約 200 約 400 約 400 約 0 * 

東 栄 町 約 1,900 約 10 80% 80% 80% * 約 200 約 100 約 300 約 200 約 0 * 

豊 根 村 約 800 * 80% 80% 80% * 約 60 約 40 約 100 約 40 約 0 * 

県計 約 6,353,000 約 3,447,000 81% 81% 81% 約 187,000 約 140,000 約 736,000 約 1,584,000 約 1,155,000 約 794,000 約 2,900 

  想定条件：風速5m/s   

※ 下の①～④にしたがって端数処理を行ったため、合計が各項目の和に一致しない場合がある。   

  ①5未満（被害わずか） →「*」、②5以上100未満 →「一の位を四捨五入」、③100以上1万未満 →「十の位を四捨五入」、④1万以上 →「百
の位を四捨五入」 
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主な推計結果総括表（理論上最大モデル（陸側）） 

市町村名 

全壊・焼失棟数（冬・夕方発災、津波ケース⑦） 死者数（冬・深夜発災、津波ケース①、早期避難率低） 

揺れ 液状化 浸水・津波 
がけ崩れ

等 
火災 合計 

建物倒壊 浸水・津波 

がけ崩れ

等 
火災 

ブロッ
ク塀・
自動販
売機の
転倒、
屋外落
下物 

合計 
  

（ うち屋
内 収 容
物移動・
転 倒 、
屋 内 落
下物） 

  

（うち自

力脱出

困難） 

（うち逃

げ遅れ） 

名 古 屋 市 約 34,000 約 3,000 約 7,900 約 10 約 17,000 約 62,000 約 1,900 約 100 約 4,200 約 1,400 約 2,800 * 約 100 * 約 6,200 

豊 橋 市 約 31,000 約 200 約 400 約 30 約 13,000 約 45,000 約 1,500 約 100 約 500 約 300 約 200 * 約 200 * 約 2,300 

岡 崎 市 約 10,000 約 900 * 約 100 約 8,400 約 20,000 約 500 約 40 * * * 約 10 約 100 * 約 600 

一 宮 市 約 2,100 約 3,500 * * 約 1,700 約 7,300 約 90 約 10 * * * * * * 約 90 

瀬 戸 市 約 100 * * 約 10 * 約 200 約 10 * * * * * * * 約 10 

半 田 市 約 8,700 約 10 約 40 約 20 約 5,600 約 14,000 約 500 約 30 約 100 約 100 約 20 * 約 100 * 約 700 

春 日 井 市 約 300 * * * 約 200 約 500 約 10 * * * * * * * 約 10 

豊 川 市 約 11,000 * 約 10 約 20 約 5,200 約 16,000 約 600 約 40 約 30 約 10 約 20 * 約 80 * 約 700 

津 島 市 約 2,200 約 1,200 約 3,600 * 約 900 約 8,000 約 100 約 10 約 1,500 約 200 約 1,300 * * * 約 1,700 

碧 南 市 約 9,000 約 30 約 200 * 約 4,400 約 14,000 約 400 約 30 約 300 約 200 約 100 * 約 70 * 約 800 

刈 谷 市 約 5,400 * 約 100 * 約 3,100 約 8,600 約 200 約 20 約 20 約 10 約 10 * 約 40 * 約 300 

豊 田 市 約 3,200 約 50 * 約 100 約 200 約 3,700 約 100 約 10 * * * 約 10 * * 約 200 

安 城 市 約 9,900 約 60 約 10 * 約 2,700 約 13,000 約 500 約 30 * * * * 約 30 * 約 500 

西 尾 市 約 18,000 約 600 約 1,000 約 20 約 6,300 約 26,000 約 1,000 約 70 約 2,100 約 600 約 1,500 * 約 100 * 約 3,100 

蒲 郡 市 約 4,100 約 30 約 10 約 50 約 2,300 約 6,400 約 200 約 10 約 100 約 30 約 70 * 約 30 * 約 400 

犬 山 市 約 10 * * * * 約 10 * * * * * * * * * 

常 滑 市 約 5,100 約 10 約 60 約 20 約 2,300 約 7,500 約 300 約 10 約 200 約 100 約 100 * 約 40 * 約 600 

江 南 市 約 10 * * * * 約 10 * * * * * * * * * 

小 牧 市 約 80 * * * 約 20 約 100 * * * * * * * * * 

稲 沢 市 約 2,700 約 2,800 * * 約 1,200 約 6,700 約 100 約 10 * * * * * * 約 100 

新 城 市 約 3,000 * * 約 100 約 90 約 3,200 約 200 約 10 * * * 約 10 * * 約 200 

東 海 市 約 3,200 約 20 約 200 約 10 約 2,100 約 5,500 約 200 約 10 約 30 約 20 約 10 * 約 30 * 約 200 

大 府 市 約 1,700 * * * 約 900 約 2,500 約 100 約 10 * * * * * * 約 100 

知 多 市 約 4,200 約 10 * 約 20 約 2,400 約 6,600 約 200 約 20 約 20 * 約 10 * 約 30 * 約 300 

知 立 市 約 2,200 * * * 約 1,400 約 3,600 約 100 約 10 * * * * 約 20 * 約 100 

尾 張 旭 市 約 200 * * * 約 10 約 200 約 10 * * * * * * * 約 10 

高 浜 市 約 2,400 * 約 10 * 約 2,000 約 4,400 約 100 約 10 約 30 約 10 約 20 * 約 30 * 約 200 

岩 倉 市 約 200 約 10 * * * 約 200 約 10 * * * * * * * 約 10 

豊 明 市 約 1,000 * * * 約 400 約 1,400 約 40 * * * * * * * 約 40 

日 進 市 約 600 * * * 約 200 約 700 約 20 * * * * * * * 約 20 

田 原 市 約 9,300 約 10 約 50 約 50 約 1,700 約 11,000 約 500 約 30 約 700 約 100 約 600 * 約 40 * 約 1,200 

愛 西 市 約 3,700 約 1,800 約 4,600 * 約 700 約 11,000 約 200 約 10 約 900 約 200 約 700 * * * 約 1,100 

清 須 市 約 1,600 約 600 * * 約 1,200 約 3,400 約 80 約 10 * * * * * * 約 80 

北名古屋市 約 500 約 300 * * 約 400 約 1,100 約 20 * * * * * * * 約 20 

弥 富 市 約 2,200 約 700 約 6,200 * 約 200 約 9,400 約 100 約 10 約 1,100 約 200 約 1,000 * * * 約 1,300 

み よ し 市 約 700 * * * 約 80 約 800 約 30 * * * * * * * 約 30 

あ ま 市 約 2,900 約 1,100 約 300 * 約 1,300 約 5,600 約 100 約 10 約 200 約 90 約 100 * 約 10 * 約 300 

長 久 手 市 約 200 * * * 約 40 約 200 約 10 * * * * * * * 約 10 

東 郷 町 約 400 * * * 約 200 約 600 約 20 * * * * * * * 約 20 

豊 山 町 約 50 * * * 約 50 約 100 * * * * * * * * * 

大 口 町 * * * * * * * * * * * * * * * 

扶 桑 町 約 10 * * * * 約 10 * * * * * * * * * 

大 治 町 約 1,000 約 200 * * 約 300 約 1,500 約 50 * 約 10 約 10 * * * * 約 60 

蟹 江 町 約 1,600 約 200 約 2,900 * 約 300 約 5,000 約 80 約 10 約 600 約 100 約 500 * * * 約 700 

飛 島 村 約 500 約 50 約 700 * * 約 1,300 約 20 * 約 100 約 40 約 80 * * * 約 100 

阿 久 比 町 約 1,700 * * 約 10 約 700 約 2,500 約 90 約 10 * * * * 約 10 * 約 100 

東 浦 町 約 2,100 約 10 約 50 * 約 2,700 約 4,900 約 100 約 10 約 40 約 30 約 10 * 約 40 * 約 200 

南 知 多 町 約 5,500 約 20 約 60 約 100 約 900 約 6,600 約 300 約 10 約 1,000 約 100 約 900 約 10 約 10 * 約 1,400 

美 浜 町 約 4,700 約 10 約 10 約 20 約 900 約 5,600 約 300 約 10 約 80 約 50 約 40 * 約 20 * 約 400 

武 豊 町 約 5,200 約 10 * * 約 2,000 約 7,200 約 300 約 20 約 10 約 10 * * 約 40 * 約 300 

幸 田 町 約 1,900 * * 約 30 約 300 約 2,300 約 100 約 10 * * * * * * 約 100 

設 楽 町 約 300 * * 約 20 * 約 300 約 20 * * * * * * * 約 20 

東 栄 町 約 200 * * 約 40 * 約 200 約 10 * * * * * * * 約 10 

豊 根 村 約 10 * * 約 20 * 約 30 * * * * * * * * * 

県 計 約 222,000 約 18,000 約 29,000 約 900 約 99,000 約 367,000 約 12,000 約 800 約 14,000 約 4,100 約 9,900 約 80 約 1,300 * 約 27,000 

  想定条件：風速5m/s   

※ 下の①～④にしたがって端数処理を行ったため、合計が各項目の和に一致しない場合がある。   

  ①5未満（被害わずか） →「*」、②5以上100未満 →「一の位を四捨五入」、③100以上1万未満 →「十の位を四捨五入」、④1万以上 →「百
の位を四捨五入」 
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主な推計結果総括表（理論上最大モデル（東側）） 

市町村名 

全壊・焼失棟数（冬・夕方発災、津波ケース⑦） 死者数（冬・深夜発災、津波ケース①、早期避難率低） 

揺れ 液状化 浸水・津波 
がけ崩れ

等 
火災 合計 

建物倒壊 浸水・津波 

がけ崩れ

等 
火災 

ブロッ
ク塀・
自動販
売機の
転倒、
屋外落
下物 

合計 
  

（ うち屋
内 収 容
物移動・
転 倒 、
屋 内 落
下物） 

  

（うち自

力脱出

困難） 

（うち逃

げ遅れ） 

名 古 屋 市 約 29,000 約 3,000 約 8,800 約 10 約 14,000 約 54,000 約 1,500 約 100 約 3,500 約 700 約 2,800 * 約 90 * 約 5,100 

豊 橋 市 約 50,000 約 200 約 300 約 30 約 15,000 約 65,000 約 2,400 約 200 約 700 約 500 約 200 * 約 400 * 約 3,500 

岡 崎 市 約 6,200 約 900 * 約 100 約 5,900 約 13,000 約 300 約 20 * * * 約 10 約 20 * 約 300 

一 宮 市 約 900 約 3,500 * * 約 700 約 5,100 約 30 約 10 * * * * * * 約 30 

瀬 戸 市 約 20 * * 約 10 * 約 30 * * * * * * * * * 

半 田 市 約 3,500 約 10 約 50 約 20 約 2,500 約 6,100 約 200 約 10 約 50 約 30 約 20 * 約 20 * 約 200 

春 日 井 市 約 50 * * * 約 10 約 60 * * * * * * * * * 

豊 川 市 約 16,000 * 約 10 約 30 約 6,500 約 22,000 約 800 約 60 約 40 約 20 約 20 * 約 200 * 約 1,000 

津 島 市 約 700 約 1,200 約 4,100 * 約 300 約 6,400 約 40 * 約 1,300 約 80 約 1,300 * * * 約 1,400 

碧 南 市 約 4,300 約 30 約 200 * 約 2,400 約 6,900 約 200 約 10 約 200 約 100 約 100 * 約 20 * 約 400 

刈 谷 市 約 5,300 * 約 100 * 約 2,500 約 7,900 約 200 約 20 約 20 約 10 約 10 * 約 30 * 約 300 

豊 田 市 約 2,700 約 50 * 約 90 約 50 約 2,900 約 100 約 10 * * * 約 10 * * 約 100 

安 城 市 約 5,600 約 60 約 10 * 約 1,700 約 7,300 約 300 約 20 * * * * 約 20 * 約 300 

西 尾 市 約 9,200 約 600 約 1,500 約 20 約 4,000 約 15,000 約 500 約 30 約 1,800 約 300 約 1,500 * 約 50 * 約 2,300 

蒲 郡 市 約 5,100 約 30 約 10 約 50 約 2,700 約 7,800 約 300 約 20 約 100 約 30 約 70 * 約 40 * 約 400 

犬 山 市 約 10 * * * * 約 10 * * * * * * * * * 

常 滑 市 約 1,100 約 10 約 90 約 10 約 600 約 1,800 約 60 * 約 100 約 30 約 100 * * * 約 200 

江 南 市 * * * * * * * * * * * * * * * 

小 牧 市 約 10 * * * 約 10 約 20 * * * * * * * * * 

稲 沢 市 約 1,300 約 2,800 * * 約 800 約 4,900 約 60 約 10 * * * * * * 約 60 

新 城 市 約 900 * * 約 80 約 10 約 1,000 約 60 * * * * 約 10 * * 約 60 

東 海 市 約 2,700 約 20 約 200 約 10 約 1,600 約 4,500 約 100 約 10 約 20 約 10 約 10 * 約 20 * 約 100 

大 府 市 約 1,200 * * * 約 600 約 1,900 約 70 約 10 * * * * * * 約 80 

知 多 市 約 1,100 約 10 * 約 20 約 600 約 1,700 約 50 * 約 10 * 約 10 * * * 約 60 

知 立 市 約 2,600 * * * 約 1,400 約 4,000 約 100 約 10 * * * * 約 10 * 約 100 

尾 張 旭 市 約 30 * * * * 約 30 * * * * * * * * * 

高 浜 市 約 1,400 * 約 20 * 約 1,000 約 2,400 約 50 * 約 20 * 約 20 * 約 10 * 約 80 

岩 倉 市 約 60 約 10 * * * 約 70 * * * * * * * * * 

豊 明 市 約 2,000 * * * 約 700 約 2,700 約 80 約 10 * * * * * * 約 80 

日 進 市 約 100 * * * 約 80 約 200 * * * * * * * * * 

田 原 市 約 10,000 約 10 約 60 約 50 約 1,600 約 12,000 約 500 約 30 約 700 約 100 約 600 * 約 30 * 約 1,300 

愛 西 市 約 1,200 約 1,800 約 5,600 * 約 200 約 8,800 約 50 * 約 700 約 70 約 700 * * * 約 800 

清 須 市 約 2,000 約 600 * * 約 1,100 約 3,700 約 80 約 10 * * * * * * 約 80 

北名古屋市 約 300 約 300 * * 約 200 約 800 約 10 * * * * * * * 約 10 

弥 富 市 約 1,000 約 700 約 7,000 * 約 60 約 8,800 約 40 * 約 1,100 約 60 約 1,000 * * * 約 1,100 

み よ し 市 約 500 * * * 約 50 約 500 約 20 * * * * * * * 約 20 

あ ま 市 約 2,400 約 1,100 約 300 * 約 1,000 約 4,800 約 100 約 10 約 200 約 70 約 100 * * * 約 300 

長 久 手 市 約 20 * * * 約 20 約 40 * * * * * * * * * 

東 郷 町 約 300 * * * 約 90 約 400 約 10 * * * * * * * 約 10 

豊 山 町 * * * * 約 20 約 20 * * * * * * * * * 

大 口 町 * * * * * * * * * * * * * * * 

扶 桑 町 * * * * * * * * * * * * * * * 

大 治 町 約 600 約 200 * * 約 200 約 900 約 30 * 約 10 約 10 * * * * 約 30 

蟹 江 町 約 1,300 約 200 約 3,100 * 約 200 約 4,800 約 70 * 約 600 約 90 約 500 * * * 約 600 

飛 島 村 約 400 約 50 約 800 * * 約 1,200 約 10 * 約 100 約 30 約 80 * * * 約 100 

阿 久 比 町 約 700 * * 約 10 約 300 約 1,000 約 30 * * * * * * * 約 30 

東 浦 町 約 1,300 約 10 約 50 * 約 1,400 約 2,800 約 50 約 10 約 20 約 10 約 10 * 約 10 * 約 90 

南 知 多 町 約 1,600 約 20 約 100 約 80 約 300 約 2,000 約 100 * 約 900 約 40 約 900 約 10 * * 約 1,000 

美 浜 町 約 1,500 約 10 約 20 約 10 約 300 約 1,800 約 90 * 約 50 約 10 約 40 * * * 約 100 

武 豊 町 約 1,200 約 10 * * 約 600 約 1,800 約 50 * * * * * * * 約 60 

幸 田 町 約 1,500 * * 約 20 約 200 約 1,700 約 80 約 10 * * * * * * 約 80 

設 楽 町 約 10 * * 約 10 * 約 20 * * * * * * * * * 

東 栄 町 * * * 約 20 * 約 20 * * * * * * * * * 

豊 根 村 * * * 約 10 * 約 10 * * * * * * * * * 

県 計 約 180,000 約 17,000 約 32,000 約 700 約 73,000 約 304,000 約 8,800 約 700 約 12,000 約 2,400 約 9,900 約 60 約 900 * 約 22,000 

  想定条件：風速5m/s   

※ 下の①～④にしたがって端数処理を行ったため、合計が各項目の和に一致しない場合がある。   

  ①5未満（被害わずか） →「*」、②5以上100未満 →「一の位を四捨五入」、③100以上1万未満 →「十の位を四捨五入」、④1万以上 →「百
の位を四捨五入」 
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②市町村別で被害が最大となるケース（建物・人的被害について） 

主な推計結果総括表（過去地震最大モデル） 

市町村名 

全壊・焼失棟数（冬・夕方発災） 死者数（早期避難率低） 

揺れ 液状化 
浸水・津

波 

がけ崩れ

等 
火災 合計 

建物倒壊 浸水・津波 

がけ崩れ

等 
火災 

ブロッ
ク塀・
自動販
売機の
転倒、
屋外落
下物 

合計 

最大 

ケース 

  

（ う ち
屋 内 収
容 物 移
動 ・ 転
倒、屋内
落下物） 

  

（うち

自力脱

出困

難） 

（うち逃

げ遅れ） 

季節・ 

時間帯 

名古屋市 約 6,800 約 3,000 約 2,000 * 約 3,500 約 15,000 約 300 約 40 約 600 約 50 約 500 * * * 約 900 a 
豊 橋 市 約 6,600 約 200 約 30 約 10 約 3,000 約 9,800 約 300 約 20 約 50 * 約 50 * 約 10 * 約 400 a 
岡 崎 市 約 2,200 約 900 * 約 70 約 1,500 約 4,700 約 80 約 10 * * * * 約 40 * 約 100 c 
一 宮 市 約 100 約 3,500 * * 約 40 約 3,600 * * * * * * * * * ‐ 
瀬 戸 市 約 100 * * 約 10 * 約 100 * * * * * * * * * ‐ 
半 田 市 約 1,100 約 10 約 30 約 10 約 700 約 1,900 約 40 * 約 50 約 10 約 40 * 約 20 * 約 100 c 
春日井市 約 100 * * * 約 50 約 100 * * * * * * * * * ‐ 
豊 川 市 約 2,000 * * 約 20 約 900 約 2,900 約 70 約 10 * * * * 約 20 * 約 100 c 
津 島 市 約 200 約 1,200 * * 約 30 約 1,400 約 10 * * * * * * * 約 10 ‐ 
碧 南 市 約 2,800 約 30 約 200 * 約 1,200 約 4,200 約 100 約 10 約 200 約 50 約 200 * * * 約 300 a 
刈 谷 市 約 900 * 約 30 * 約 400 約 1,300 約 30 * * * * * 約 10 * 約 40 c 
豊 田 市 約 1,200 約 50 * 約 100 約 20 約 1,400 約 30 約 10 * * * 約 10 * * 約 50 ‐ 
安 城 市 約 1,700 約 60 * * 約 400 約 2,200 約 80 約 10 * * * * * * 約 80 ‐ 
西 尾 市 約 7,200 約 600 約 1,300 約 20 約 3,100 約 12,000 約 400 約 20 約 900 約 200 約 700 * 約 40 * 約 1,300 a 
蒲 郡 市 約 1,200 約 30 約 10 約 40 約 600 約 1,800 約 70 * 約 20 * 約 20 * * * 約 90 a 
犬 山 市 約 10 * * * * 約 10 * * * * * * * * * ‐ 
常 滑 市 約 800 約 10 約 200 約 10 約 500 約 1,500 約 50 * 約 100 約 20 約 100 * * * 約 200 a 
江 南 市 * * * * * * * * * * * * * * * ‐ 
小 牧 市 約 40 * * * * 約 40 * * * * * * * * * ‐ 
稲 沢 市 約 200 約 2,800 * * 約 10 約 3,000 約 10 * * * * * * * 約 10 ‐ 
新 城 市 約 200 * * 約 70 * 約 200 約 10 * * * * 約 10 * * 約 10 ‐ 
東 海 市 約 1,000 約 20 約 100 約 10 約 700 約 1,800 約 30 * 約 40 * 約 30 * 約 20 * 約 90 c 
大 府 市 約 400 * * * 約 300 約 700 約 30 * * * * * * * 約 30 ‐ 
知 多 市 約 600 約 10 * 約 20 約 300 約 1,000 約 30 * 約 10 * 約 10 * * * 約 30 a 
知 立 市 約 300 * * * 約 200 約 500 約 10 * * * * * * * 約 10 ‐ 
尾張旭市 約 70 * * * * 約 80 * * * * * * * * * ‐ 
高 浜 市 約 500 * * * 約 300 約 800 約 20 * * * * * 約 10 * 約 30 c 
岩 倉 市 約 20 約 10 * * * 約 30 * * * * * * * * * ‐ 
豊 明 市 約 200 * * * 約 10 約 200 約 10 * * * * * * * 約 10 ‐ 
日 進 市 約 200 * * * 約 10 約 200 * * * * * * * * * ‐ 
田 原 市 約 4,800 約 10 約 200 約 50 約 1,000 約 6,000 約 300 約 10 約 80 約 40 約 30 * 約 10 * 約 300 a 
愛 西 市 約 300 約 1,800 * * * 約 2,200 約 10 * * * * * * * 約 10 ‐ 
清 須 市 約 200 約 600 * * * 約 800 約 10 * * * * * * * 約 10 ‐ 
北名古屋市 約 80 約 300 * * * 約 300 * * * * * * * * * ‐ 
弥 富 市 約 300 約 700 * * 約 30 約 1,100 約 10 * * * * * * * 約 10 ‐ 
みよし市 約 200 * * * * 約 200 約 10 * * * * * * * 約 10 ‐ 
あ ま 市 約 300 約 1,100 * * 約 10 約 1,400 約 10 * * * * * * * 約 10 ‐ 
長久手市 約 60 * * * * 約 60 * * * * * * * * * ‐ 
東 郷 町 約 100 * * * * 約 100 * * * * * * * * * ‐ 
豊 山 町 約 10 * * * * 約 10 * * * * * * * * * ‐ 
大 口 町 * * * * * * * * * * * * * * * ‐ 
扶 桑 町 * * * * * * * * * * * * * * * ‐ 
大 治 町 約 90 約 200 * * * 約 300 * * 約 20 * 約 20 * * * 約 30 a 
蟹 江 町 約 300 約 200 * * 約 10 約 500 約 10 * * * * * * * 約 10 ‐ 
飛 島 村 約 200 約 50 * * * 約 200 * * * * * * * * * ‐ 
阿久比町 約 300 * * 約 10 約 90 約 300 約 10 * * * * * * * 約 10 ‐ 
東 浦 町 約 600 約 10 約 100 * 約 600 約 1,400 約 20 * 約 10 * 約 10 * 約 20 * 約 50 c 
南知多町 約 1,400 約 20 約 400 約 100 約 200 約 2,000 約 90 * 約 700 約 20 約 700 約 10 * * 約 800 a 
美 浜 町 約 900 約 10 約 30 約 20 約 100 約 1,100 約 50 * 約 20 約 10 約 20 * * * 約 80 a 
武 豊 町 約 400 約 10 約 10 * 約 200 約 700 約 20 * * * * * * * 約 30 ‐ 
幸 田 町 約 500 * * 約 20 約 50 約 500 約 20 * * * * * * * 約 30 ‐ 
設 楽 町 約 20 * * 約 10 * 約 30 * * * * * * * * * ‐ 
東 栄 町 約 10 * * 約 20 * 約 40 * * * * * * * * * ‐ 
豊 根 村 * * * 約 10 * 約 10 * * * * * * * * * ‐ 
県 計 約 50,000 約 17,000 約 4,600 約 700 約 20,000 約 92,000 約 2,400 約 200 約 2,800 約 400 約 2,400 約 60 約 50 * 約 5,300 a 

  想定条件：風速5m/s   

※ 下の①～④にしたがって端数処理を行ったため、合計が各項目の和に一致しない場合がある。 

①5未満（被害わずか） →「*」、②5以上100未満 →「一の位を四捨五入」、③100以上1万未満 →「十の位を四捨五入」、④1万以上 →「百の
位を四捨五入」 

※ 県計及び市町村計の死者数が最大ケースとなる時間帯は、右のとおり表記している。（「冬・深夜」 →"ａ"、「夏・昼」→"ｂ"、「冬・夕方」→"ｃ"）  

※ それぞれ時間帯3ケースのうちの最大値を抽出した数値を記載している。したがって、合計は本表の市町村毎または想定項目の合計と一致するものではない。  
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主な推計結果総括表（理論上最大モデル） 

市町村名 

全壊・焼失棟数（冬・夕方発災） 死者数（早期避難率低） 

揺れ 液状化 
浸水・

津波 

がけ

崩れ

等 

火災 合計 

最大 

ケース 
建物倒壊 浸水・津波 

がけ崩

れ等 
火災 

ブロッ
ク塀・
自動販
売機の
転倒、
屋外落
下物 

合計 

最大ケース 

地

震 

津

波 

  

（うち
屋内収
容物移
動・転
倒、屋
内落下
物） 

  

（うち

自力脱

出困

難） 

（うち

逃げ遅

れ） 

地

震 

津

波 

季

節 

・ 

時

間

帯 

名古屋市 約34,000 約3,000 約7,900 約10 約17,000 約62,000 陸 ⑦ 約1,900 約100 約4,200 約1,400 約2,800 * 約100 * 約6,200 陸 ① a 
豊 橋 市 約50,000 約200 約500 約30 約14,000 約66,000 東 ⑥ 約2,400 約200 約700 約500 約200 * 約400 * 約3,600 東 ⑧ a 
岡 崎 市 約10,000 約900 * 約100 約8,400 約20,000 陸 - 約400 約30 * * * 約10 約300 * 約600 陸 ① c 
一 宮 市 約2,100 約3,500 * * 約1,700 約7,300 陸 - 約70 約10 * * * * 約40 * 約100 陸 ① c 
瀬 戸 市 約100 * * 約10 * 約200 陸 - 約10 * * * * * * * 約10 陸 ‐ ‐ 
半 田 市 約8,700 約10 約90 約20 約5,500 約14,000 陸 ① 約500 約30 約100 約100 約20 * 約100 * 約700 陸 ① a 
春日井市 約300 * * * 約200 約500 陸 - 約10 * * * * * 約10 * 約10 陸 ‐ c 
豊 川 市 約16,000 * 約10 約30 約6,500 約22,000 東 ① 約800 約60 約40 約20 約20 * 約200 * 約1,000 東 ① a 
津 島 市 約2,200 約1,200 約3,600 * 約900 約8,000 陸 ⑦ 約100 約10 約1,500 約200 約1,300 * * * 約1,700 陸 ① a 
碧 南 市 約9,000 約30 約300 * 約4,400 約14,000 陸 ⑥ 約400 約30 約300 約200 約100 * 約70 * 約800 陸 ① a 
刈 谷 市 約5,400 * 約100 * 約3,100 約8,600 陸 ⑥ 約200 約20 約40 約10 約30 * 約80 * 約300 陸 ⑥ c 
豊 田 市 約3,200 約50 * 約100 約200 約3,700 陸 - 約100 約10 * * * 約10 * * 約200 陸 ① ‐ 
安 城 市 約9,900 約60 約10 * 約2,700 約13,000 陸 ⑥ 約500 約30 * * * * 約30 * 約500 陸 ⑦ a 
西 尾 市 約18,000 約600 約1,500 約20 約6,300 約27,000 陸 ⑨ 約1,000 約70 約2,100 約600 約1,500 * 約100 * 約3,200 陸 ⑨ a 
蒲 郡 市 約5,100 約30 約30 約50 約2,600 約7,800 東 ⑨ 約300 約20 約100 約30 約70 * 約40 * 約400 東 ① a 
犬 山 市 約10 * * * * 約10 陸 - * * * * * * * * * 陸 ‐ ‐ 
常 滑 市 約5,100 約10 約300 約20 約2,200 約7,700 陸 ⑨ 約300 約10 約300 約200 約100 * 約30 * 約700 陸 ⑨ a 
江 南 市 約10 * * * * 約10 陸 - * * * * * * * * * 陸 ‐ ‐ 
小 牧 市 約80 * * * 約20 約100 陸 - * * * * * * * * * 陸 ‐ ‐ 
稲 沢 市 約2,700 約2,800 * * 約1,200 約6,700 陸 - 約100 約10 * * * * 約30 * 約100 陸 ① c 
新 城 市 約3,000 * * 約100 約90 約3,200 陸 - 約200 約10 * * * 約10 * * 約200 陸 ① ‐ 
東 海 市 約3,200 約20 約200 約10 約2,100 約5,500 陸 ⑦ 約200 約10 約30 約20 約10 * 約30 * 約200 陸 ① a 
大 府 市 約1,700 * * * 約900 約2,500 陸 - 約100 約10 * * * * * * 約100 陸 ⑦ ‐ 
知 多 市 約4,200 約10 約10 約20 約2,400 約6,600 陸 ⑨ 約200 約20 約20 約10 約10 * 約30 * 約300 陸 ⑨ a 
知 立 市 約2,600 * * * 約1,400 約4,000 東 - 約100 約10 * * * * 約10 * 約100 東 ⑦ a 
尾張旭市 約200 * * * 約10 約200 陸 - 約10 * * * * * * * 約10 陸 ‐ ‐ 
高 浜 市 約2,400 * 約10 * 約2,000 約4,400 陸 ⑦ 約100 約10 約30 約10 約20 * 約30 * 約200 陸 ⑨ a 
岩 倉 市 約200 約10 * * * 約200 陸 - 約10 * * * * * * * 約10 陸 ‐ ‐ 
豊 明 市 約2,000 * * * 約700 約2,700 東 - 約60 約10 * * * * 約20 * 約80 東 ① c 
日 進 市 約600 * * * 約200 約700 陸 - 約20 * * * * * 約10 * 約20 陸 ‐ c 
田 原 市 約10,000 約10 約900 約50 約1,600 約12,000 東 ① 約500 約30 約700 約100 約600 * 約30 * 約1,300 東 ① a 
愛 西 市 約3,700 約1,800 約4,600 * 約700 約11,000 陸 ⑦ 約200 約10 約1,000 約300 約700 * * * 約1,200 陸 ⑧ a 
清 須 市 約2,000 約600 * * 約1,100 約3,700 東 - 約60 約10 * * * * 約30 * 約90 東 ① c 
北名古屋市 約500 約300 * * 約400 約1,100 陸 - 約20 * * * * * 約10 * 約30 陸 ‐ c 
弥 富 市 約2,200 約700 約6,200 * 約200 約9,400 陸 ⑦ 約100 約10 約1,200 約200 約1,000 * * * 約1,300 陸 ⑥ a 
みよし市 約700 * * * 約80 約800 陸 - 約30 * * * * * * * 約30 陸 ‐ ‐ 
あ ま 市 約2,900 約1,100 約300 * 約1,300 約5,600 陸 ⑦ 約100 約10 約200 約90 約100 * 約10 * 約300 陸 ① a 
長久手市 約200 * * * 約40 約200 陸 - 約10 * * * * * * * 約10 陸 ‐ ‐ 
東 郷 町 約400 * * * 約200 約600 陸 - 約20 * * * * * * * 約20 陸 ‐ ‐ 
豊 山 町 約50 * * * 約50 約100 陸 - * * * * * * * * * 陸 ‐ ‐ 
大 口 町 * * * * * * 陸 - * * * * * * * * * 陸 ‐ ‐ 
扶 桑 町 約10 * * * * 約10 陸 - * * * * * * * * * 陸 ‐ ‐ 
大 治 町 約1,000 約200 * * 約300 約1,500 陸 - 約50 * 約10 約10 * * * * 約60 陸 ‐ a 
蟹 江 町 約1,600 約200 約2,900 * 約300 約5,000 陸 ⑦ 約80 約10 約700 約100 約600 * * * 約800 陸 ⑦ a 
飛 島 村 約500 約50 約700 * * 約1,300 陸 ⑦ 約20 * 約100 約40 約90 * * * 約100 陸 ‐ a 
阿久比町 約1,700 * * 約10 約700 約2,500 陸 - 約90 約10 * * * * 約10 * 約100 陸 ⑦ a 
東 浦 町 約2,100 約10 約80 * 約2,700 約4,900 陸 ① 約100 約10 約40 約30 約10 * 約40 * 約200 陸 ⑥ a 
南知多町 約5,500 約20 約700 約100 約800 約7,100 陸 ⑨ 約300 約10 約1,000 約100 約900 約10 約10 * 約1,400 陸 ① a 
美 浜 町 約4,700 約10 約40 約20 約900 約5,700 陸 ⑨ 約300 約10 約100 約60 約50 * 約20 * 約400 陸 ⑨ a 
武 豊 町 約5,200 約10 * * 約2,000 約7,200 陸 - 約300 約20 約10 約10 * * 約40 * 約300 陸 ⑨ a 
幸 田 町 約1,900 * * 約30 約300 約2,300 陸 - 約100 約10 * * * * * * 約100 陸 ① ‐ 
設 楽 町 約300 * * 約20 * 約300 陸 - 約20 * * * * * * * 約20 陸 ‐ ‐ 
東 栄 町 約200 * * 約40 * 約200 陸 - 約10 * * * * * * * 約10 陸 ‐ ‐ 
豊 根 村 約10 * * 約20 * 約30 陸 - * * * * * * * * * 陸 ‐ ‐ 
県 計 約222,000 約18,000 約29,000 約900 約99,000 約367,000 陸 ⑦ 約12,000 約800 約14,000 約4,100 約9,900 約80 約1,300 * 約27,000 陸 ① a 

  想定条件：風速5m/s 

※ 下の①～④にしたがって端数処理を行ったため、合計が各項目の和に一致しない場合がある。 

①5未満（被害わずか） →「*」、②5以上100未満 →「一の位を四捨五入」、③100以上1万未満 →「十の位を四捨五入」、④1万以上 →「百の位
を四捨五入」 

※ 県計及び市町村計の死者数が最大ケースとなる時間帯は、右のとおり表記している。（「冬・深夜」 →"ａ"、「夏・昼」→"ｂ"、「冬・夕方」→"ｃ"）  

※ それぞれ地震動2ケース、津波5ケース、時間帯3ケースのうちの最大値を抽出した数値を記載している。したがって、合計は本表の市町村毎または想定項目
の合計と一致するものではない。 
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1. 今後の地震防災対策

南海トラフ地震時に発生する定量的な被害に加え、発生する可能性のある事象を幅広く想定した

「被害の様相」を示した上で、想定される被害の様相から防災対策の課題を抽出し、求められる地震

防災対策をとりまとめた。

なお、ここで示す「被害の様相」は、定量的な被害に加え、発生する可能性のある事象を幅広く想

定したものであるが、想定した被害に至らない場合も、想定以上の被害が発生する場合もある。

また、今回の調査は、今後の地震防災対策の基礎資料とするため、最新の基礎データ等を反映し、

国の調査（「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ報告書」（2025 年 3 月公表））と整合を

図りつつ、ある条件のもとに県内の被害について想定を行ったものであるが、次に発生する地震・津

波を具体的に想定したものではない。

条件が異なれば、当然に「被害の様相」も異なってくることから、今回の調査における被害想定の

結果が、今後発生する地震の被害を正確に表しているとは限らない。

どのような被害の様相になったとしても、地震防災対策の取組により、被害は必ず軽減できるもの

であり、引き続き建物の耐震化や堤防等の整備、津波避難意識の向上などに着実に取り組むととも

に、避難者の生活環境の確保など、近年の災害の教訓を踏まえた対策についても取組を進めていく必

要がある。

今回の調査により予測された被害の大小や前回調査からの増減だけに着目することなく、あらゆる

主体が災害を「我が事」として受け止め、県内全ての地域において、県民・地域・事業者・行政が一

丸となって、社会全体で被害の軽減に向けた地震防災対策に取り組んでいくことが重要である。

以下、事項ごとに、被害の様相、防災対策の課題、求められる地震防災対策を示す。

※ 【被害の様相】に記載した被害量等は、過去地震最大モデルの結果を示した。また、一部について、( )内に理論上最大
モデルの結果を示した。

※ 【被害の様相】については、発生可能性のある事象を広く記載しているが、地震に伴い必ず発生するものではなく、また発

生する事象を網羅するものでもない。

揺れ・液状化

【被害の様相】

強い揺れによる建物倒壊や屋内収容物の転倒、天井等の落下が発生し、多くの死者が発生する。

〔全壊棟数 約 50,000 棟、死者 2,400 人〕

高層建築物は、長周期地震動により大きく長く揺れることで、固定していない家具が転倒したり、

コピー機等が大きく動くことで負傷者が発生するとともに、エレベータが停止する。構造の安全性の

確認を行う技術者不足により点検に時間を要し、1 週間以内に使用を再開できない建物が残る。

燃料タンク等では、長周期地震動で、スロッシングが発生する。未対策のタンク等において、油の

流出が発生し、流出した油による火災や海への油の流出が発生する。

また、地震動により軟弱地盤が液状化する。戸建住宅の傾きや、マンション・オフィスビル等の建

築物の杭の損傷、工場の土間コンクリートの被害などが発生する。〔全壊棟数 17,000 棟〕
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面的に広範囲で液状化が発生する地域では、至る所で道路の波打ちやマンホールの浮上、橋梁の被

害などが発生し、道路交通が麻痺することで避難行動や救助活動等の災害対応に支障が生ずる。ま

た、埋設物の損傷による断水等が発生し、住民の生活や産業活動に影響を与える。こうした被害が広

範囲にわたれば、復旧が長期化する。

【課題】

建物倒壊による死傷者発生

屋内転倒物等による負傷者の発生

液状化による建物被害の発生

液状化による交通インフラの機能支障

液状化によるライフラインの機能支障

高層マンションからの多数の避難者発生

【求められる地震防災対策】

建物の耐震化

家具等の転倒防止、非構造部材の耐震対策

液状化危険性の周知、建物の液状化対策

道路・橋梁の被害軽減対策

備蓄や応急給水等の体制強化

ライフライン施設の被害軽減対策

高層建築物における防災対策

浸水・津波

【被害の様相】

地震の発生に伴い津波が発生する。さらに、ゼロメートル地帯においては、地震動やそれに伴う液

状化現象により、河川・海岸堤防や護岸施設が沈下、あるいは損傷し、津波到達前でも浸水が発生す

る地域がある。

建物の倒壊や家具転倒などにより自力での脱出が困難であったり、津波などによる浸水からの逃げ

遅れで、多数の溺死者が発生する。〔全壊棟数 約 4,600 棟、死者数 約 2,800 人（約 14,000 人）

［内訳］逃げ遅れによる死者 約 2,400 人（約 9,900 人）、自力脱出困難による死者 約 400 人（約

4,100 人）〕

発災後 1 日から 2 日にかけては、ヘリコプター等で上空から浸水範囲や要救助者の状況把握を進め

るが、津波警報が継続している間、沿岸部への立入りが制限されることで、浸水した地域での救助活

動が限定的となる。

津波警報の解除後は、ボートなども活用し、救助や物資の供給を行うものの、救助活動が長期化す

ることにより、救助を待つ被災者の食料や水が不足するとともに、気候によっては、熱中症や低体温

症となる方が発生する。

ゼロメートル地帯においては、堤防仮締切のためのルートを確保し、堤防仮締切を行った上で排水

作業を行う。堤防の被災状況や浸水状況によっては、排水完了までに、数週間から数か月を要する。
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西半割れ地震が発生した場合は、発生から数時間後に、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）

が発表される。沿岸部の事前避難対象地域の住民には、市町村から避難指示が発令され、対象地域の

住民は浸水想定区域外へ避難する。福祉施設の入居者についても、浸水想定区域外の福祉施設や福祉

避難所に避難する。

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）発表後、新たな地震の発生がなければ、1 週間後には避

難指示が解除され、徐々に住民が自宅に戻るほか、避難していた福祉施設の入居者についても、もと

の福祉施設に戻っていく。

【課題】

多数の死傷者発生

ゼロメートル地帯における多数の要救助者の発生

長期湛水、復旧・復興の長期化

【求められる地震防災対策】

早期避難の徹底

堤防等の整備、家具等の転倒防止（再掲）

浸水地域の要救助者の救出・救助対策

堤防の仮締切対策、排水対策

広域避難体制の確立

火災

【被害の様相】

倒壊した住宅や工場から同時に火災が発生する。また、停電の復旧に伴い、倒壊した建物等にある

電気機器や配線から通電火災が発生する。〔出火件数 約 180 件〕

消防車両、人員が不足し、住宅が比較的密集した市街地で発生した火災の一部において、延焼が拡

大する。特に、木造住宅密集地域で沿道建築物の倒壊等により道路閉塞が発生した地域では消火活動

が難航する。〔焼失棟数 約 20,000 棟、死者数 約 50 人〕

【課題】

火災が多発し、延焼が拡大

消火活動の遅れ

【求められる地震防災対策】

建物等の出火防止対策（感震ブレーカーの設置等）

延焼拡大防止対策

消防力の強化

道路閉塞対策
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ライフライン

【被害の様相】

電力は、需給バランスの不均衡等により、発電所が運転を停止し、発災直後に県内の 9 割の需要家

で停電する。また、建物の倒壊や揺れ・液状化により電柱が折損するなど配電設備が被害を受ける。

被害が軽微な発電所から徐々に復旧するとともに、配電設備の復旧が進み、津波浸水域等の被害が

大きい箇所を除き一定程度回復し、発災から 1 週間以内には停電率が約 1％となる。〔停電率 最大

約 89％〕

携帯電話は、交換機や携帯電話基地局に整備されている非常用電源により、発災直後の数時間は、

停電による大規模な通信障害は発生しないが、非常用電源への燃料補充が限定的となることで、1 日

後には停波基地局率が最大約 8 割となり、大半の地域で通話できない状況になる。電力の復旧に伴

い、1 週間後には停波基地局率が約 2％となる。固定電話も、住宅やビル等の停電等により、地震発

生直後は、回線数の約 9 割が通話できない状況となるが、電力の復旧に伴い、1 週間後には、津波等

により被災した地域を除き、不通回線率は、約 2％となる。〔携帯電話停波基地局率 最大約 81％、

固定電話不通回線率 最大約 89％〕

上水道は、管路被害及び浄水場の停電等により、給水人口の約 9 割が断水する。1 週間後には、電

力が応急復旧し、管路の復旧と合わせて、断水率が 53％となる。約 1 か月後には、復旧が進み、断

水率は 9％となる。ただし、県西部など液状化の被害が大きい地域では、95％が復旧するのに 2 ヶ月

以上要するなど、断水被害が長期にわたる。〔上水道断水人口 最大約 698 万人〕

下水道は、停電及び管路被害により、発災 1 日後に処理人口の約 6 割が利用困難となる。電力の復

旧に伴い、1 週間後には、機能支障人口は約 1％となる。〔下水道機能支障人口 最大約 345 万人〕

都市ガスは、強い揺れに伴う安全装置により、発災直後に需要戸数の約 1 割で供給停止となる。約

2 週間後には、95％が復旧する。〔都市ガス復旧対象戸数 最大約 19 万戸〕

LP ガスは、建物が全半壊する影響により、発災直後に需要世帯の約 1 割で支障が生じる。約 1 週

間後には、95％が復旧する。〔LP ガス機能支障需要家数 最大約 14 万戸〕

発災初動期において、携帯電話等の情報通信が困難となることで、災害対応に支障をきたす。ま

た、ライフラインの復旧が長期化することにより、避難生活が長期化し、生活環境の質の低下につな

がるほか、産業活動の再開にも遅れが生じる。

【課題】

ライフラインの機能支障

【求められる地震防災対策】

ライフライン施設の被害軽減対策（再掲）

ライフライン機能の迅速な復旧

電気等の復旧に伴う二次被害の発生防止対策

備蓄や応急給水等の体制強化（再掲）

燃料供給体制の確保
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交通インフラ

【被害の様相】

主に沿岸部や中山間部の道路においては、津波等による浸水や斜面崩壊等により、通行支障が発生

する。浸水被害のない平野部においても、液状化による道路の段差等軽微な被害により通行支障が生

じる。

道路の被害やそれに伴う交通渋滞により、消火活動や救助活動、復旧作業に支障をきたす。また、

道路啓開にかかる人的・物的リソースが不足すれば、計画通りに復旧作業を進めることが困難にな

る。

鉄道施設は広範囲で震度 6 弱以上の強い揺れを受けることから、鉄道の運転を停止する。鉄道の運

転見合わせに伴い、多数の帰宅困難者が発生する。なお、県内で停止した新幹線の乗客も帰宅困難者

となる。県内の鉄道は、概ね 1 週間～1 か月程度、運休や便数減になる。

港湾は、地震動や液状化により、港湾の岸壁の 6 割、漁港の岸壁の 9 割近くが使用困難になるなど

多くの港湾施設に被害が生じる。国際港湾・重要港湾である名古屋港・衣浦港・三河港においても、

耐震化されていない岸壁の多くが使用困難となる。また、航路障害、船舶・コンテナの被害等も発生

する。

優先的に啓開した港湾から、耐震強化岸壁への一部船舶の入港が可能となり、緊急輸送が実施され

るが、生活物資の受け入れや、産業に関わる部品・製品等の輸出入が停止し、国内経済全体の停滞を

招く。名古屋港や三河港の復旧が長期化した場合には、船舶や貨物が愛知県外の他港へシフトする事

態が生じる。

【課題】

道路・橋梁の機能支障

港湾の機能支障

鉄道の機能支障

【求められる地震防災対策】

道路・橋梁の被害軽減対策（再掲）、迅速な道路啓開

緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化

港湾施設の被害軽減対策、港湾機能の迅速な復旧、迅速な航路啓開

港湾へのアクセス道路の迅速な啓開

鉄道施設の被害軽減対策、鉄道機能の迅速な復旧

ターミナル駅周辺等における帰宅困難者対策

保健・医療・福祉

【被害の様相】

住宅の倒壊等によって、多数の負傷者が発生する。県内の救急車は約 290 台であり、すべての負傷

者を救急車で病院へ搬送することが困難となる。〔重傷者 約 9,500 人、軽傷者 約 27,000 人〕

病院や診療所、福祉施設は、地震動や液状化、津波等の浸水による被害を受け、機能が低下する。

また、建物が健全であっても、停電、断水、通信途絶などにより、運営が困難となる。なお、県内の
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鉄道が概ね 1 週間から 1 か月程度、運休や便数減となることから、医療従事者の通勤に支障が生じ

る。

多数の負傷者が発生するとともに、被災した医療機関からの転院患者が発生することにより、病院

の入院対応、外来対応に支障をきたす。〔入院対応力不足 約 6,200 人、外来対応力不足 約 6,000

人〕

発災後 1 日から 1 週間にかけて、病院や診療所、福祉施設では、停電や通信途絶が解消されるが、

断水が継続する施設においては、運営の再開に支障が生じる。

再開した状況においても、病床の不足、医療物資の枯渇や人員不足により、病院や施設等における

十分な医療や福祉サービスが提供できなくなる。また、避難所等において、要配慮者への対応が必要

となる。

特に、介護を要する人や持病がある人等の配慮が必要な人については、必要なケア等を受けること

ができず、災害関連死のリスクが高まる。

【課題】

保健・医療・福祉機能の支障

【求められる地震防災対策】

医療機関・福祉施設等の被害軽減対策

医療機関・福祉施設等の迅速な復旧

医療機関・福祉施設等における人的・物的リソースの確保

保健・医療・福祉活動に係る専門チームの活動体制の確保・連携

要配慮者へのケアの継続

域外搬送体制の確立

被災者対応

【被害の様相】

住宅の被災やライフラインの停止などにより、自宅外に避難する人が最大で約 158 万人、このう

ち、避難所への避難者が約 84 万人、避難所外への避難者が約 75 万人となる。

高層マンションにおいては、停電や断水、エレベータの停止が発生し、在宅での生活を継続するこ

とが困難となるため、多数の住民が避難所への移動を余儀なくされる。

避難生活に伴い、普段とは異なる環境に置かれることから、配慮を必要とする被災者については、

特に災害関連死の危険性が高まる。〔避難所避難者における要配慮者 約 20 万人、災害関連死 約

3,300 人～8,400 人〕

また、地域によっては、備蓄が不足し、物資不足に陥る。さらに、交通インフラの支障が 3 日程度

で解消しない場合には、外部からの物資の調達・輸送が困難となり、物資不足が深刻化する。〔飲料

水不足（3 日間）約 8,400 トン、食料不足（3 日間）約 79 万食、トイレ不足（3 日間）約 386 万回

分〕

多数の住宅等が被害を受けるため、多くの被災者に対して、住まいの確保を始めたとした被災者支

援を早急に行う必要があるが、十分な人員の確保ができなければ、被災建築物の応急危険度判定や罹
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災証明書の交付の前提となる住家の被害認定調査、みなし仮設住宅に関する手続き等に時間を要し、

被災者の生活再建に必要な各種支援の開始が遅くなる。なお、産業施設やマンションといった建築物

では、建築士の不足から、特に判定等に時間を要する。

発災から 1 か月後以降には、住宅需要が急増する一方で、資材・人員・スペース等のリソース不足

により、応急仮設住宅などの被災者向けの住まいの供給が需要に追いつかなくなり、希望する住居に

入居できない被災者が多数発生する。また、被災した住宅の解体も進まない。その結果、避難生活の

継続を余儀なくされる被災者が発生する。

【課題】

避難環境の悪化、避難の長期化

被災者の生活再建支援の遅れ

仮設住宅の建設の遅れ、住宅再建の遅れ

【求められる地震防災対策】

避難者の受入体制、支援の充実

避難者の良好な生活環境の確保

ボランティアを含めた官民連携

広域避難体制の確立（再掲）

迅速な住家の被害認定調査の実施

罹災証明書の交付体制の確保

リソース（資材・人員・スペース等）の調整

帰宅困難者

【被害の様相】

平日の昼間に地震が発生した場合、鉄道の運転見合わせや航空機の離発着停止等に伴い、一時的に

は、通勤通学者のほか、出張や観光等で来県している人など、約 315 万人が、外出先に滞留する。こ

のうち、当日中に帰宅が困難となる人（帰宅困難者）は、昼間人口の多い名古屋市を中心に、県全体

で約 91 万人となる。大規模集客イベントが行われている場合は集客施設で数万人規模の帰宅困難者

の発生が予想されるほか、運行停止となった新幹線の乗客等も帰宅困難者となる。

駅周辺や空港、大規模集客施設等に、密集状態で長時間滞留することで、体調不良となる帰宅困難

者が発生する。一時滞在施設となる予定の建物に被害等が生じている場合には、帰宅困難者を十分に

収容できず、駅等での滞留が継続する。また、帰宅困難者には、外国からの流入者が含まれることか

ら、言語や生活様式の違いによる混乱が発生する。県内の鉄道は、概ね 1 週間～1 か月程度の運休や

便数減が想定されるため、帰宅先によっては、帰宅困難な状態の解消には時間を要する。

【課題】

帰宅困難者の発生
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【求められる地震防災対策】

一斉帰宅抑制の徹底

ターミナル駅周辺等における帰宅困難者対策（再掲）

大規模集客施設における帰宅困難者対策

災害廃棄物処理

【被害の様相】

揺れや津波等による浸水、火災により、建物や構造物が倒壊・破損し、木材やコンクリート等のが

れきや災害によって使えなくなった家財（片付けごみ）が大量に発生する。また、津波による土砂堆

積物とがれきが混在した災害廃棄物が大量に発生する。〔災害廃棄物 がれき 約 2,600 万トン、津波

堆積物 約 300 万トン〕

災害廃棄物の仮置場の用地確保に時間を要したり、県内の事業者のみでは人的・物的リソースが不

足することにより、被害建物の解体や廃棄物の処理に時間を要する。

【課題】

大量の災害廃棄物の発生

災害廃棄物の仮置場の不足

【求められる地震防災対策】

災害廃棄物処理体制の充実

災害廃棄物仮置場の確保

孤立地域

【被害の様相】

中山間地域においては、斜面災害等により交通寸断が生じ、アクセス路に冗長性がない集落は孤立

状態となる。また、半島部や離島においては、津波による道路閉塞や漁港の被災等により、多くの集

落等が孤立状態となる。

災害時における通信手段（衛星電話等）を備えていない集落では、被害状況を外部に伝えることが

困難となり、市町村や救助機関が、孤立した地域であることを把握できない。こうした地域では、救

助活動が遅れるほか、孤立状態が長期化した場合には、生活に必要な食料や飲料水、燃料、医薬品な

どが不足し、特に、高齢者や持病がある住民に生命の危険が生じる。

【課題】

多数の孤立地域の発生

孤立地域の状況把握や救助活動に支障

孤立の長期化、保健・医療・福祉サービスの停止
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【求められる地震防災対策】

孤立地域における防災対策

復旧活動拠点の確保

産業

【被害の様相】

地震動や液状化、津波による浸水などにより、工場等の建物や生産設備などが被災するとともに、

従業員に死傷者が発生する。また、交通インフラの被災により、部品調達等に支障が生じるととも

に、従業員の出勤に支障が生じる。さらに、上下水道、電力、ガスや燃料の供給停止、通信の途絶、

部品等の調達先の被災により、多くの事業所で生産活動が停止する。

愛知県内には、全国的なサプライチェーン構造のもとで事業を行っている製造業等が多いため、他

都道府県の被災による影響を受けるほか、愛知県内の企業が生産活動を停止することにより、他都道

府県の生産活動にも影響を及ぼす。

ライフライン、交通インフラの復旧に伴い、生産設備の復旧が行われ、産業活動が順次、再開され

る。津波による被害を受けた地域等において、復旧に時間を要することとなれば、早期の事業再開が

困難となる。さらに、復旧に係るリソース不足等があれば、産業活動の再開が停滞し、経済活動の長

期的な停滞や人口の流出につながる。〔直接的経済被害（復旧に要する費用）約 19.4 兆円、間接的経

済被害（生産額の低下）約 3.4 兆円〕

【課題】

産業活動の低下

農地や農業・漁業施設の機能支障

【求められる地震防災対策】

企業の事業継続対策（BCP 策定、工場・事務所等の耐震化、液状化対策等）

交通インフラの迅速な復旧

ライフライン機能の迅速な復旧（再掲）

農業水利施設・漁港等の被害軽減対策

防災教育、防災人材育成

【課題】

我が事感の不足

地域活動を担う防災人材の不足

【求められる地震防災対策】

児童・生徒を対象とした防災教育、あらゆる主体の行動変容に向けた防災啓発

南海トラフ地震臨時情報の啓発

防災人材の育成及び資質の維持・向上
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災害対応

【課題】

災害対応業務の停滞

被害情報・対策情報の収集・共有の遅れ

災害応急対策・復旧対策を行う人員の不足

【求められる地震防災対策】

情報共有、連携体制の強化

災害対応要員の育成

受援体制の確保

復旧リソースの調整

有効な新技術・サービス等の活用
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2. 防災対策の効果

2.1. 揺れに対する防災対策
(1)建物の耐震化の効果

建物被害の推計に用いた愛知県の住宅の耐震化率は、本調査時点で 92.3％（2023 年）である。旧耐震

基準の建物の建替や耐震補強等が行われ、本調査時点よりも建物の耐震化が促進された場合の効果を評価

した。

全ての建物について 1981 年以降の新耐震基準を満たすことができた場合、過去地震最大モデルの地震

の揺れによる全壊棟数を約 5 割、死者数を約 7 割減少させることができる。

さらに、全ての建物について 2000 年以降の新耐震基準を満たすことができた場合、過去地震最大モデ

ルの地震の揺れによる全壊棟数を約 6 割、死者数を約 8 割減少させることができる。

表 2-1 建物の耐震化の効果（過去地震最大モデル）

本調査時点

（住宅耐震化率

92.3％）

住宅耐震化率

95％

耐震化率 100％

(1981 年基準）

【参考】すべての建物を

2000 年基準で耐震化した場合

地震動による全壊棟数 約 50,000 約 41,000 約 24,000 約 19,000

建物倒壊等による

死者数（冬・深夜）
約 2,400 約 1,800 約 800 約 400

図 2-1 建物の耐震化の効果（過去地震最大モデル）
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(2)家具等の転倒・落下防止対策の効果

愛知県「防災に関する意識調査」（2025 年度）によれば、家具等の転倒防止対策実施率（「大部分固定

している」＋「一部しか固定していない」＋「転倒のおそれがある大型の家具・家電がない」）は愛知県

全体で 56.4％である。ここでは、本調査時点よりも家具等の転倒・落下防止対策が強化された場合の効

果を評価した。

すべての家庭において家具等の転倒・落下防止対策が 100％実施されることで、過去地震最大モデルの

地震の揺れによる家具等の転倒等による死者数を半減させることができる。

表 2-2 家具等の転倒・落下防止対策の効果（過去地震最大モデル）

家具等の転倒・落下防止対策実施率

本調査時点

（56.4％）
65％ 75％ 100％

死者数（冬・深夜） 約 200 人 約 180 人 約 150 人 約 90 人

重傷者数（冬・深夜） 約 1,000 人 約 960 人 約 870 人 約 640 人

2.2. 火災に対する防災対策

感震ブレーカー設置の効果

愛知県「防災に関する意識調査」（2025 年度）によれば、感震ブレーカー設置率は愛知県全体で 18.5％

である。ここでは、本調査時点よりも感震ブレーカー設置率が向上した場合の効果を評価した。

感震ブレーカー設置率 100％を達成することで、電気火災による出火が抑制されることにより、過去地

震最大モデルの火災による焼失棟数を約 8 割、死者数も約 8 割減少させることができる。

表 2-3 感震ブレーカー設置の効果（過去地震最大モデル）

感震ブレーカー設置率

本調査時点

（18.5％）
50％ 100％

焼失棟数（冬・夕方） 約 20,000 棟 約 14,000 棟 約 4,700 棟

火災による死者数（冬・夕方） 約 500 人 約 300 人 約 100 人

2.3. 津波に対する防災対策

避難の迅速化の効果

避難の迅速化が図られ、全員が、昼間の場合は発災後 5 分、深夜の場合は発災後 10 分で避難開始した

場合の効果を評価した（ただし、設定上の避難開始時間よりも前に津波が襲来あるいは浸水が始まる場合

には、浸水開始とともに避難開始とした）。理論上最大モデルの地震による浸水・津波からの逃げ遅れに

よる死者数を、早期避難率が低い場合に比べて最大で約 9 割減少（深夜発災時：約 9,900 人→約 1,000

人）させることができる。
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表 2-4 避難の迅速化の効果（過去地震最大モデル）

早期避難率が

低い場合

全員が発災後す

ぐに避難を開始

した場合
（うち逃げ遅れ） （うち逃げ遅れ）

津波による死者数(冬・深夜) 約 2,800 人 約2,400 人 約500 人 約50人

津波による死者数(夏・昼) 約 2,100 人 約2,000 人 約200 人 約50人

表 2-5 避難の迅速化の効果（理論上最大モデル（地震動：陸側ケース、津波：ケース①））

早期避難率が

低い場合

全員が発災後す

ぐに避難を開始

した場合
（うち逃げ遅れ） （うち逃げ遅れ）

津波による死者数(冬・深夜) 約14,000 人 約9,900 人 約5,100 人 約1,000 人

津波による死者数(夏・昼) 約 8,800 人 約7,300 人 約2,200 人 約700 人

2.4. 各種の防災対策が実施された場合の対策効果

ここでは以下の対策の達成（下記の防災対策が全て達成された場合）を見込んだ防災対策の効果を試算

した。

表 2-6 対策効果の検討に際して見込んだ防災対策の内容

区分 対策の内容

建物被害

・建物の耐震化率 100％の達成※（本調査時点：約 92.3％）

（※）全ての建物について 1981 年以降の新耐震基準を満たすことができた場合

・感震ブレーカー設置率 100％の達成

人的被害

・建物の耐震化率 100％の達成（本調査時点：約 92.3％）

・家具等の転倒・落下防止対策実施率 100％の達成（本調査時点：約 56.4％）

・感震ブレーカー設置率 100％の達成（本調査時点：約 18.5％）

・全員が発災後すぐに避難開始（深夜：発災後 10 分で避難開始）

・耐震化率 100％達成による、津波被害を受ける自力脱出困難者の減少

各種対策が実施された場合、建物被害・人的被害ともに大きな減災効果が見込まれ、過去地震最大モデ

ルの場合、揺れによる全壊棟数は約 5 割、火災による焼失棟数は約 7 割減少させることができる。また、

建物倒壊等、浸水・津波、火災による死者数は約 8 割減少させることができる。

表 2-7 各種防災対策が実施された場合の対策効果＜建物被害・経済被害（冬・夕方発災）＞

過去地震最大モデル
理論上最大モデル
（陸側ケース）

理論上最大モデル
（東側ケース）

現状 対策進捗後 現状 対策進捗後 現状 対策進捗後
揺れによる全壊棟数 約 50,000 棟 約 24,000 棟 約 222,000 棟 約 107,000 棟 約 180,000 棟 約 99,000 棟
火災による焼失棟数 約 20,000 棟 約 5,100 棟 約 99,000 棟 約 62,000 棟 約 73,000 棟 約 44,000 棟
直接的経済被害額 約 19.4 兆円 約 15.9 兆円
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表 2-8 各種防災対策が実施された場合の対策効果＜人的被害（冬・深夜発災）＞

過去地震最大モデル 理論上最大モデル

(陸側ケース、津波ケース①)

理論上最大モデル

(東側ケース、津波ケース①)

現状 対策進捗後 現状 対策進捗後 現状 対策進捗後

死者数（冬・深夜） 約 5,300 人 約 1,000 人 約 27,000 人 約 7,600 人 約 22,000 人 約 6,300 人

うち建物倒壊等 約 2,400 人 約 800 人 約 12,000 人 約 4,400 人 約 8,800 人 約 3,800 人

うち浸水・津波 約 2,800 人 約 100 人 約 14,000 人 約 2,300 人 約 12,000 人 約 1,700 人

（自力脱出困難） 約 400 人 約 90 人 約 4,100 人 約 1,300 人 約 2,400 人 約 700 人

（逃げ遅れ） 約 2,400 人 約 50 人 約 9,900 人 約 1,000 人 約 9,900 人 約 1,000 人
うち火災 約 50 人 約 30 人 約 1,300 人 約 800 人 約 900 人 約 600 人

重傷者数 約 5,700 人 約 3,300 人 約 24,000 人 約 13,000 人 約 21,000 人 約 13,000 人

軽傷者数 約 26,000 人 約 14,000 人 約 62,000 人 約 43,000 人 約 55,000 人 約 37,000 人

自力脱出困難者 約 17,000 人 約 11,000 人 約 71,000 人 約 41,000 人 約 64,000 人 約 41,000 人

※端数処理のため、合計が各数値の和に一致しない場合がある。


